
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
八
号

二
〇
〇
四
年
三
月

仲
小
路
廉
関
係
文
書

今

津

敏

晃

松

沢

裕

作

松

田

忍

は
じ
め
に

本
稿
は
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
逓
信
次
官
、
農
商
務
大
臣
、
貴
族
院

議
員
等
を
歴
任
し
た
官
僚

・
政
治
家
、
仲
小
路
廉
の
関
係
文
書
の
目
録
お
よ
び
史

料
紹
介
で
あ
る
。

本
史
料
群
は
、
仲
小
路
廉
の
没
後
、
東
京
広
尾
の
仲
小
路
家
か
ら
、
第
二
次
世

界
大
戦
中
に
廉
の
長
男
宣

(し
め
す
)
の
妻

の
実
家
で
あ
る
福
島
県
河
沼
郡
八
幡

村
塔
寺

(現
在
会
津
坂
下
町
)
の
長
谷
川
家

に
疎
開
し
、
戦
後
は
長
谷
川
家
の
土

蔵
に
お
い
て
保
管
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
八
〇
年
代
の
同
家
の
改
築
に

あ
た
り
、
相
当
量

の
文
書
が
焼
却
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
現
存
す
る
も
の
が

そ
れ
以
前
に
保
管
さ
れ
て
い
た
も

の
の
ど

の
程
度
に
相
当
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

現
存
す
る
本
史
料
群
は
そ
の
際
別
置

・
保
存
さ
れ
、
以
後
長
谷
川
家

の
親
族
で

あ
る
松
沢
が
保
管
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
二
〇
〇

一
年
九
月
、
二
〇
〇
二
年

十
月
の
二
度
に
わ
た

っ
て
調
査

・
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
を
実
施
し
、
仮
目
録

の
作
成
を
行
な

っ
た
結
果
、
桂
園
期

・
大
正
期
の
政
治
史
研
究
に

一
定
の
新
知
見

を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
こ
こ
に
仮
目
録
お
よ
び
史
料

群
の
概
要
を
報
告
し
、
あ
わ
せ
て
主
要
史
料
の
翻
刻
を
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
。

二
〇
〇

一
年
八
月
に
、
松
沢
は
長
谷
川
家
の
再
調
査
を
実
施
し
た
が
、
表
彰
状

・
記
念
章
類
を
除
い
て
新
た
な
史
料
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
史
料
1
7
5

～
1
8
0
が
こ
の
際
の
新
出
史
料
で
あ
る
。
な
お
、
同
家
物
置
に
は

「高
木
兼
寛
/
後

藤
新
平
/
上
山
満
之
進
/
有
松
英
義
/
山
本
達
雄
/
安
達
謙
造
/
石
禅
口
口
/
口

口
藍
田
/
口
口
居
士
/
仲
小
路
廉
」
と
張
紙
の
あ
る
木
箱
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、

焼
却
以
前
に
書
簡
類
を
発
信
者
別
に
整
理
し
て
保
管
し
て
い
た
容
器
で
あ
る
可
能

性
も
あ
る
が
、
現
在
は
空
き
箱
で
あ
る
。

二
〇
〇

一
年
九
月
の
調
査
着
手
時
点
で
、
同
史
料
群
は
二
つ
の
束
に
分
け
ら
れ

ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
に
入
れ
て
保
存
さ
れ
て
い
た
。

一
つ
は
主
と
し
て
書
類
、
も
う

一

方
は
主
と
し
て
書
簡
で
あ

っ
た
が
、
封
筒
入
か
否
か
と

い
う
形
態
的
な
特
徴
に

よ

っ
て
分
類
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
史
料
76
ま
で
が
第

一
の
束
に
、
史

料
77
以
降
が
第
二
の
束
に
属
す
る
。
調
査
に
際
し
て
は
基
本
的
に
史
料
の
積
み
重
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ね
順
に
上
か
ら
通
し
番
号
を
付
し
た
、
な
お
、
翻
刻
に
あ
た

っ
て
は
、
旧
字
を
新

字
に
、
片
仮
名
を
平
仮
名
に
直
し
た
。

【仲
小
路
廉
略
歴
】

仲
小
路
廉
は
慶
応
二

(
一
八
六
六
)
年
七
月
三
日
周
防
国
徳
山
藩
士
仲
小
路
休

量
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
大
阪
府
立
開
成
中
学
校
英
学
部
卒
業
後
、
明
治

一

六

(
一
八
八
三
)
年
四
月

一
七
日
に
神
戸
始
審
裁
判
所
雇
と
な
る
。
明
治

一
九

(
一
八
八
六
)
年

一
〇
月
に
同
裁
判
所
書
記
と
な
り
、
翌
年
判
検
事
試
験
に
合
格

し
て
司
法
官
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
を
切

る
。
以
後
、
洲
本
治
安
裁
判
所
判
事
試
補
、

神
戸
始
審
裁
判
所
洲
本
支
庁
検
事
試
補
、
村
岡
区
裁
判
所
検
事
な
ど
を
経
て
、
明

治
二
五

(
一
八
九
二
)
年
東
京
地
方
裁
判
所
検
事
と
な
る
。
そ
の
後
、
東
京
控
訴

院
検
事
、
司
法
省
参
事
官
、
横
浜
地
方
裁
判
所
検
事
な
ど
を
歴
任
し
、
明
治
三
四

(
一
九
〇

一
)
年
四
月
に
司
法
官
増
俸
問

題
で
辞
任
す
る
ま

で
司
法
官
を
務
め
た
。

司
法
官
辞
任
二
ヶ
月
後
の
六
月
に
は
第

一
次
桂
内
閣
の
逓
信
省
官
房
長
官
と
な
り
、

以
後
ま
た
官
界
に
身
を
置
く
こ
と
に
な

る
。
そ
の
間
、
明
治
三
二

(
一
八
九
九
)

年
か
ら
明
治
三
三

(
一
九
〇
〇
)
年
に
か
け
て
司
法
制
度
調
査
の
た
め
ア
メ
リ
カ

・
イ
ギ
リ
ス
へ
派
遣
さ
れ
、
そ
の
間
の
様
子
を

『欧
米
巡
遊
雑
記
』
と
し
て
ま
と

め
、
明
治
三
三

(
一
九
〇
〇
)
年
に
出
版
し
て
い
る
。

明
治
三
六

(
一
九
〇
三
)
年

=

月
ま
で
逓
信
省
に
勤
め
た
後
、
翌
年
六
月
に

内
務
省
土
木
局
長
、

一
一
月
に
は
内
務
省
警
保
局
長
と
な
る
。
日
比
谷
焼
き
打
ち

事
件
当
時
の
警
保
局
長
は
仲
小
路
で
あ

っ
た
。

仲
小
路
が
再
び
逓
信
省
に
戻

っ
た
の
は
明
治
三
九

(
一
九
〇
六
)
年

一
月
に
第

一
次
西
園
寺
内
閣
で
逓
信
次
官
に
就
任
し
た
時
で
あ

っ
た
。
以
後
、
第
二
次
桂
内

閣
辞
職
に
際
し
貴
族
院
議
員
に
勅
選
さ
れ
る
ま
で
、
足
か
け
六
年
に
わ
た
り
同
職

を
務
め
た
。
鉄
道
国
有
法
成
立
、
水
力
発
電
事
業
な
ど
、
こ
の
逓
信
次
官
時
代
が

仲
小
路
の
人
生
の
中
で
も
最
も
華
々
し
い
活
躍
を
見
せ
た
時
期
と
い
え
る
。
特
に

第
二
次
桂
内
閣
の
逓
相
後
藤
新
平

(
一
八
五
七
～

一
九
二
九
)
と
は
当
初
こ
そ
不

調
和
が
伝
え
ら
れ
た
も
の
の
、
後
に
は
強
い
信
頼
関
係
が
築
か
れ
、
後
藤
か
ら
逓

信
省
の
事
務
を

一
手
に
任
さ
れ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
間
明
治
四

四

(
一
九
一
一

)
年
に
は

『欧
米
近
情

一
斑
』
を
著
し
て
お
り
、
本
文
書
に
は
同

書
寄
贈
に
対
す
る
礼
状
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。

さ
て
、
第
三
次
桂
内
閣
で
は
農
商
務
大
臣
に
就
任
す
る
も
第

一
護
憲
運
動
に

よ

っ
て
総
辞
職
に
と
も
な
い
辞
任
し
た
。
そ
し
て

「挙
国

一
致
」
を
目
指
す
桂
新

党
に
共
鳴
し
た
仲
小
路
は
立
憲
同
志
会
創
設
の
運
動
に
は
参
加
し
た
が
、
他
の
幹

部
と
の
対
立
か
ら
、
後
藤
新
平
ら
と
と
も
に
結
党
式
前
に
脱
党
し
て
い
る
。

大
正
五

(
一
九

一
六
)
年

一
〇
月
の
寺
内
内
閣
で
再
度
農
商
務
大
臣
に
就
任
す

る
が
、
米
価
調
整
策
に
失
敗
し
て
米
騒
動
を
招
い
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
米
騒
動

が
引
き
金
と
な

っ
た
寺
内
内
閣
総
辞
職
と
と
も
に
仲
小
路
も
大
臣
を
辞
任
す
る
。

そ
の
後
は
貴
族
院
議
員
と
な

っ
て
議
会
で
活
躍
す
る
傍
ら
、
新
聞
な
ど
に
論
稿
を

発
表
す
る
。
そ
れ
ら
は

『新
旧

一
新
』

(紅
陽
社
、

一
九

一
九
年
)
な
ど
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。
大
正

一
二

(
一
九
二
三
)
年
に
枢
密
顧
問
官
と
な
る
も
大
正

一

三

(
一
九
二
四
)
年

一
月

一
八
日
に
急
死
す
る
。
享
年
五
九
才
。

仲
小
路
文
書
の
概
略

【
内
務
省
関
係
】

本
文
所
中
で
内
務
省
時
代
の
も
の
は
火
薬
類
戎
器
取
締
法
案
の
説
明
資
料
で
あ

る
史
料
7
-
1

「火
薬
類
及
戎
器
取
締
法
案
」
、
史
料
7
-

2

「火
薬
類
及
戎
器

取
締
法
理
由
」
と
、
機
密
費
に
関
す
る
史
料
9
～
史
料
13
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
あ

ま
り
他
で
は
見
ら
れ
な
い
後
者
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
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機
密
費

の
全
般
的
な
収
支
を
記
し
た
も
の
は
史
料
12

「明
治
三
十
七
年
度
局
長

手
控
」
、
史
料
13
-
1

「局
長
控

明
治
三
十
八
年
度
収
支
調
」
で
あ
る
。
史
料

13
-
2

「臨
時
之
部
局
長
手
控
」
は
機
密
費
中

「臨
時
」
に
区
分
さ
れ
る
も
の
の

収
支
を
記
し
て
い
る
が
、
末
尾
に
は

「預
金
之
部
」
「総
預
金
之
部
」
と
し
て
機

密
費

の
残
高
に

つ
い
て
、
預
金
通
帳
と

の
対
照
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
、

「総
預
金
之
部
」
に
は
経
常
、
臨
時
と
も

に
記
し
て
あ
る
が
、
そ

こ
に
史
料
8

「小
口
当
座
預
金
通
帳
」
の
ロ
座
番
号
で
あ

る

「
ぬ
N
o
.
3
7
5

」
が
記
さ
れ
て
い
る
上
、

「総
預
金
之
部
」
の

「引
出
」
の
項
目
に
記
さ
れ
た

一
二
月

一
一
日
、

一
九
日
、

二
〇
日
の
数
値
と
同
日
の
通
帳
か
ら
の
払
戻
金
額
が

一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

同
時
期

の
機
密
費

の
管
理
者
が
関
中
敬
で
あ
り
、
機
密
費
は
同
人
名
義
で
三
井
銀

行
に
預
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
関
中
敬
経
歴
に
つ
い
て
は
、
国
立
公
文
書

館
所
蔵
の

『叙
位
裁
可
書

明
治
四
十
二
年
叙
位
巻
五
』
に
納
め
ら
れ
た
明
治
四

二
年
ま
で
の
履
歴
書
に
よ
る
と
次
の
通
り

で
あ
る
。

文
久
元

(
一
八
六

一
)
年

一
一
月

一
八
日
に
武
蔵
国
北
豊
島
郡
小
石
川
極
楽
水

に
生
ま
れ
る
。
茨
城
県
士
族
。
明
治
二
二

(
一
八
八
九
)
年
三
月
に
内
務
省
属
警

保
局
長
書
記
と
な
る
。
明
治
三
〇

(
一
八
九
七
)
年
七
月
か
ら
明
治
三

一

(
一
八

九
八
)
年

一
〇
月
ま
で
に
監
獄
局
兼
務
を
務
め
た
ほ
か
、
明
治
三
六

(
一
九
〇

三
)
年
四
月
に
は
神
聖

「
ス
タ
ン
ラ
ス
」
第

三
等
勲
章
を
受
領
さ
れ
、
同
年
五
月

に
勲
八
等
瑞
宝
章
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
明
治
三
七

(
一
九
〇
四
)
年
六
月
に
警

保
局
衛
生
主
任
と
な
り
、
明
治
三
九

(
一
九
〇
六
)
年
四
月
に

「
三
十
七
八
年
事

件
」
の
功
績
に
よ
り
、
七
等
瑞
宝
章
を
授
与
さ
れ
た
。
明
治
四
二

(
一
九
〇
九
)

年
三
月
三
〇
日
に
は
勤
続
二
〇
年
以
上
の
由
を
以
て
従
七
位
を
叙
さ
れ
た

(
一
九

〇
九
年
三
月
三

一
日
付

『官
報
』)
。

な
お
、
史
料
10

「
(予
算

・
支
出

・
残
高

対
照
表
)」
に
つ
い
て
は
詳
細
は
不
明

だ
が
、
史
料
12

「明
治
三
十
七
年
度
局
長
手
控
」
と
対
照
し
た
際
に
次
の
点
が
指

摘
で
き
る
。
史
料
10
に
記
載
さ
れ
た

「
四
月
ヨ
リ
九
月
迄

二
支
出
」
の
内
訳
に
つ

い
て
は
支
出
先
の
府
県
名
と
支
出
金
額
に
つ
い
て
は
史
料
12
の

「明
治
三
十
七
年

度
府
県
機
密
費
」
に
記
さ
れ
た
配
布
先
、
金
額
と

一
致
す
る
。
ま
た
、
史
料
10
の

記
載
の
内
、
「十
、
十

一
ノ
支
出
」
内
訳
に

つ
い
て
は
史
料
12
の

「明
治
三
十
七

年
度
府
県
機
密
費
」
に
記
さ
れ
た
日
時
、
配
布
先
、
金
額
が
総
て

一
致
す
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
史
料
10
は

一
九
〇
四
年
の
府
県
…機
密
費
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
可
能

性
を
指
摘
で
き
る
が
、
後
考
を
待
ち
た
い
。

そ

の
他
、
史
料
9

「
(衆
議
院
議
員
臨
時
補
欠
選
挙
取
締
費
増
額

(宮
城
県
)

一
件
)
」、
史
料
11
の

「対
通
信
社
等
機
密
費
支
出
先

一
覧
」
は
具
体
的
な
金
額
、

支
出
先
が
明
記
さ
れ
た
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

【政
党
関
係
】

史
料
36

「政
友
会
発
会
式
に
於
て
伊
藤
総
裁

の
演
説
」
は
明
治
三
三

(
一
九
〇

〇
)
年
九
月

一
五
日
の
政
友
会
発
会
式
で
の
伊
藤
博
文

(
一
八
四

一
～

一
九
〇

九
)
の
演
説
内
容
を
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
書
に
収
め
ら
れ
た
経
緯
は
、

同
じ
筆
跡
の
史
料
37

「緒
言

(行
政
整
理
に
つ
い
て
)
」
と
と
も
に
不
明
で
あ
る
。

本
文
書
の
中
で
立
憲
同
志
会
関
係
の
も
の
は
少
な
い
。
そ
れ
は
仲
小
路
自
身
が

発
足
前
に
同
会
を
離
れ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
史
料
38
、
史
料
39
、
史
料
40
、
史
料

41
は
退
会
に
際
し
て
の
届
書
と
意
見
書
で
あ
る
。
史
料
38
と
史
料
39
が
、
史
料
40

と
史
料
41
が

一
組
と
な

っ
て
お
り
、
史
料
38
と
史
料
40
と
が
、
史
料
39
と
史
料
41

と
が
対
応
す
る
関
係
に
あ
る
。
史
料
38
と
史
料
40
は
立
憲
同
志
会
創
立
委
員
長
で

あ

っ
た
桂
太
郎

(
一
八
四
七
～

一
九

一
三
)
宛
の
同
文
の
退
会
届
で
あ
る
。
そ
の

背
景
を
説
明
す
る
の
が
史
料
39
と
史
料
41
の
両
意
見
書
で
あ
る
。
史
料
39
と
史
料

41
は
と
も
に
同
志
会
の
あ
り
方
を
批
判
し
た
意
見
書
で
あ
る
が
、
付
箋
に
は
、
史

料
39
で
は

「此
の
分
は
御
読
あ
り
た
る
ま
ま
を
浄
書
致
し
た
る
も
の
に
有
之
候
」
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と
あ
り
、
史
料
41
の
付
箋
に
は

「
こ
の
分
は
柳
か
蛇
足
を
加

へ
た
る
も
の
に
有
之

候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
史
料
39
を
元

に
史
料
41
が
書
か
れ
た
こ
と
が
判
る
。
意

見
書
の
内
容
は
、
政
党
組
織
が
貴
衆
両
院
議
員
を
包
含
し
た
た
め
に
、
衆
議
院
議

員
に
よ

っ
て
貴
族
院
の
動
向
が
左
右
さ
れ

る
事
態
に
至
り
、
二
院
制
の
意
義
が
失

わ
れ
る
こ
と

へ
の
危
機
感
を
訴
え
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は

「民
意
の
代
表
機
関

な
り
と
称
し
て
衆
議
院
の
み
を
偏
重
す

る
に
於
て
は
勢
、
他
機
関
の
権
能
を
軽
視

す
る
の
結
果
に
陥
」
る
と
し
た
後
藤
の
認
識
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
政
友
会

の

状
況
が
仲
小
路
の
念
頭
に
は
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
意
見
書
は
、
仲
小
路

が
桂
新
党
を

「挙
国

一
致
」

の
手
段
と
考
え
、
「政
党
政
治
の
受
け
皿
と
考
え

て

　

ユ

い
な
か

っ
た
」
と

い
う
櫻
井
良
樹
氏
の
指
摘
や

「後
藤
新
平
、
仲
小
路
廉
を
除
き
、

新
党
に
参
加
し
た
加
藤
高
明
を
は
じ
め
と
す
る
官
僚
群
も
お
そ
ら
く

「政
界
縦

断
」
と

い
う
点
に
強
く
惹
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。」
と

い
う
季
武

　
　

嘉
也
氏
の
指
摘
と
も
符
合
す
る
。
な
お
、
貴
衆
両
院
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
議
会
制

度
の
妙
味
が
発
揮
さ
れ
る
と
い
う
仲
小
路

の
認
識
は
、
貴
族
院
議
員
時
代
に
執
筆

さ
れ
た

「貴
族
院
と
其

の
本
領
」
(
一
九

二
〇
年
八
月
)
、
「貴
族
院

の
権
威
を
如

何
」

(
一
九
二

一
年
六
月
)
で
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
貴
衆
両
院
の
権
衡
と

い
う
点
は
仲
小
路
が
諸
国
家
機
関
の
分
立
性
を
是
と
す
る
国
家
観
を
有
し
て
い
た

こ
と
に
由
来
す
る
よ
う
で
あ
る
。
史
料

17
中
に
は
、
遠
洋
航
路
補
助
問
題
に
名
を

借
り
た
大
隈
内
閣
批
判
の

一
文
も
記
さ
れ

て
い
る
が
、
仲
小
路
の
こ
う
し
た
国
家

観
を
よ
く
示
す
の
で
、
や
や
長
く
な
る
が
、
以
下
引
用
す
る
。

由
来
武
富
逓
相
を
始
と
し
現
内
閣
の
人

々
は
侶
傲
尊
大
其
自
ら
を
持
す
る
事
甚

　マ
マ
リ

だ
高
く
、
仮
り
に
も
己
れ
説
を
異
に
す

る
も
の
あ
れ
ば
、
直
に
之
を
指
し
て
国

務
の
進
捗
を
妨
ぐ
る
も
の
と
な
し
、
兎
も
す
れ
ば
非
国
民
呼
は
り
を
為
す
の
で

あ
る
。
其
甚
し
き
に
至
て
は
、
帝
国
憲
法
上
国
政
諮
絢
の
機
関
た
る
枢
密
院
に

対
し
て
迄
も
、
多
少
自
家
と
意
見
を
異

に
す
る
も
の
あ
れ
ば
直
に
外
に
向

っ
て
、

怨
声
を
漏
ら
し
、
暗
に
之
を
排
撃
せ
む
と
す
る
が
如
き
挙
動
を
敢
て
す
。
抑
も

憲
法
治
下
に
於
て
は
枢
密
院
と
云
ひ
、
帝
国
議
会
と
云
ひ
、
行
政
官
府
と
相
並

む
で
各
独
立
の
職
責
を
有
す
。
云
ふ
迄
も
な
く
行
政
者

の
従
属
に
非
ず
、
可
否

の
意
見
自
ら
存
す
る
は
固
よ
り
当
然
の
事
な
り
、
果
し
て
然
ら
ば
此
等

の
機
関

は
、
各
相
干
犯
せ
ざ
る
と
共
に
相
互
に
之
れ
を
尊
重
し
、
而
し
て
其
間
至
公
至

平
の
調
和
を
保
つ
は
我
憲
法

の

一
大
趣
旨
に
し
て
憲
法
治
下
に
於
け
る
政
治
家

の
政
治
的

一
大
道
義
た
り
。

こ
の
他
同
志
会
関
係
で
は
史
料

34

「五
月
中
出
勤
日
割
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

大
正
二

(
一
九
一
三

)
年
五
月

一
日
か
ら
同
月

一
五
日
ま
で
の
常
務
員
、
幹
事

の

出
勤
割
当
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
政
党
関
係
で
は
な
い
が
議
会
に
関
す
る
も

の
に
は
、
史
料

91
が
あ
る
。

こ
れ
は
大
正
四

(
一
九

一
五
)
年
六
月
一
三

日
の

『読
売
新
聞
』
社
説

「特
別
議

会
に
於
け
る
貴
族
院
」
だ
が
、
仲
小
路

の
外
交
意
見
に
つ
い
て
評
論
し
た
も

の
で

あ
る
。
貴
族
院
に
お
け
る
現
下
の
最
重
要
問
題
が
外
交
と
内
政
で
あ
る
と
す
る
仲

小
路
の
意
見
を
褒
め
、
第
二
次
大
隈
内
閣
の
外
交
政
策
を
批
判
し
た
も

の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
仲
小
路
が
切
り
抜
き
、
保
存
し
た
も

の
か
他
者
が
仲
小
路
に
切
り
抜
き

を
送

っ
た
も
の
で
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
。

*
1

櫻
井
良
樹

明大
正
政
治
史

の
出
発
』

(山
川
出
版
社
、

一
九

九
七
年
)

一
八
〇
頁
,

*
2

季
武
嘉
也

『大
正
期

の
政
治
構
造
』

(吉

川
弘
文
館
、

一
九

九
八
年
)

一
一
一
頁
。

参
考
文
献

「立
憲
同
志
会
員
諸
君

二
質
ス
」
(水
沢
市
立
後
藤
新
平
記
念
館
所
蔵

「後
藤
新

平
文
書
」
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
)
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【逓
信
省
関
係
】

ま
ず
は
史
料
15

「鉄
道
国
有
ノ
趣
旨
概
要
」
が
あ
る
。
仲
小
路
が
逓
信
次
官
を

務
め
た
第

一
次
西
園
寺
内
閣
下
で
鉄
道
の
国
有
化
法
案
が
成
立
し
た
。
た
だ
、
本

史
料
で
買
収
対
象
と
さ
れ
る

一
六
社
と
い
う
数
字
は
実
際
の
買
収
対
象

一
七
社
や

逓
信
省
案
の
会
社
数
と
異
な
る
数
字
で
あ
り
、
そ
の
作
成
時
期
、
位
置
づ
け
な
ど

の
面
で
興
味
深
い
が
、
詳
細
を
明
ら
か
に
は

で
き
な
か

っ
た
。

逓
信
省
関
係
に
お
い
て
、
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
遠
洋
航
路
補
助
法

関
連
の
史
料
で
あ
る
。
明
治
四
二

(
一
九
〇
九
)
年
、
対
外
海
運
を
助
成
す
る
た

め
に
遠
洋
航
路
補
助
法
が
制
定
さ
れ
た
。
当
初
、
日
本
郵
船
の
欧
州
航
路
、
シ
ア

ト
ル
航
路

・
豪
州
航
路
、
大
阪
商
船
の
タ

コ
マ
航
路
、
東
洋
汽
船
の
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
航
路

・
南
米
西
岸
航
路
が
補
助
航
路

に
指
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
案
制
定
時

に
は
、
仲
小
路
自
身
も
逓
信
次
官
と
し
て
、
深
く
関
わ

っ
た
の
だ
が
、
当
関
係
文

書
中
に
含
ま
れ
る
史
料
と
し
て
は
、
法
制
定
後
の
運
用
に
関
わ
る
史
料
が
注
目
に

値
す
る
。

史
料

16
-
1

「メ
モ
、
遠
洋
航
路
問
題
」。
遠
洋
航
路
法
に
基
づ
く
補
助
年
限

は
大
正
三

(
一
九

一
四
)
年
一
二

月
と
な

っ
て
い
た
が
、
同
年
末
、
第
三
五
議
会

は
、
二
個
師
団
増
設
費
否
決
に
よ
り
解
散
、
補
助
年
限
延
長
の
立
法
も
不
成
立
と

な

っ
た
。
仲
小
路
が
記
し
た
小
冊
子

「遠

洋
航
路
補
助
問
題
に
就

て
」
(史
料

17
)
に
は
、
年
限
延
長
立
法
不
成
立
後
も
な
お
当
業
者
に
対
し
て
政
府
補
助
が
続

い
て
い
る
現
状
を
受
け
、
仲
小
路
が
貴
族
院
議
員
と
し
て
、
幸
倶
楽
部
調
査
部
会

に
調
査

の
必
要
を
提
唱
、
逓
信
次
官
ら
を
招

い
て
、
大
正
四

(
一
九

一
五
)
年
四

月
二
二
日
に
当
局
者
と
の
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
当
史
料

は
、
調
査
部
会
に
臨
む
に
あ
た

っ
て
、
仲
小
路
が
用
意
し
た
質
問
事
項
の
メ
モ
で

あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
前
年
度
予
算
執
行
を
根
拠
に
、
補
助
を
続
け
る
政
府
に
対

す
る
批
判
が
主
要
な
論
点
で
あ
る
。
史
料

17
中
に

「解
散

の
結
果
が
却
て
行
政
官

に
便
宜
を
与

へ
、
濫
施
濫
設
の
口
実
を
附
与
す
る
と
言
が
如
き
に
至
て
は
何
れ
に

於
て
立
憲
政
治
の
実
あ
り
と
す
る
か
」
と
仲
小
路
が
述
べ
て
い
る
こ
と
も
こ
こ
で

触
れ
て
お
き
た
い
。

史
料
18

「遠
洋
航
路
補
助
に
つ
い
て
の
意
見
」。
パ
ナ
マ
運
河
開
通

(大
正
三

年
)
に
伴

っ
て
パ
ナ
マ
航
路
を
新
設
す
る
際
の
史
料
で
あ
る
。
日
本
郵
船
株
式
会

社
が

「新
パ
ナ
マ
線
」
を
開
航
す
る
に
あ
た

っ
て
、
「タ
コ
マ
線
」
「桑
港
線
、
南

米
線
」
等
の
他
社
線
と
利
益
調
整
が
図
ら
れ
て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
後
藤

新
平
関
係
文
書
9
-
24
-
1

(国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
)
に
は
、
遠

洋
航
海
補
助
法
が
制
定
さ
れ
る
際
の

「理
由
書
」
が
あ
る
。
そ
の
中
で
補
助
を
開

始
す
る
に
あ
た

っ
て
の
運
用
上
の
注
意
と
し
て
、
利
益
追
求
を
図
る
当
業
者
に
乗

ぜ
ら
れ
、
「命
令
航
路
の
施
設
は
遂
に
当
業
者

の
意
向
に
由
て
定
む
る
の
奇
観
を

呈
す
」
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
史
料
後
半
部

「巴
奈
馬
航
路
に
関
し
謬
見
」
で
は
、
補
助

の
必
要
性
、
補
助
額
、
航
路
設
定

の

時
期
に
つ
い
て
、
早
急
な
補
助
を
望
む
当
業
者

へ
の
反
駁
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま

さ
に
そ
の
よ
う
な
危
惧
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
航
路
は
、
第

一

次
大
戦
中
に
、
日
本
ー

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
線

(パ
ナ

マ
経
由
)
と
し
て
、
実
現
す
る

事
と
な

っ
た
。

史
料

燭

「太
平
洋
航
路
引
継
関
係
」。
東
洋
汽
船
会
社
は
、
外
国
航
路
進
出
を

は
か
る
た
め
、
浅
野
総

一
郎

(
一
八
四
八
-

一
九
三
〇
)
が
設
立
し
た
。
東
洋
汽

船
は
、
明
治
三

一

(
一
八
九
八
)
年
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
線
、
明
治
三
八

(
一

九
〇
五
)
年
に
は
南
米
西
岸
線
を
開
航
し
、
両
線
は
明
治
四
三

(
一
九

一
〇
)
年

施
行

の
遠
洋
航
路
補
助
法
に
よ
る
助
成
航
路
に
指
定
さ
れ
た
。
当
史
料
は
第

一
次

大
戦
中
に
太
平
洋
郵
船
が
北
米
航
路
か
ら
撤
退
し
た
の
に
乗
じ
、
航
路
権
お
よ
び

汽
船
三
隻
を
買
収
し
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
線
を
ほ
ぼ
独
占
す
る
よ
う
に
な

っ
た

際
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
仲
小
路
は
官
界
に
は
い
な

い
が
、
逓
信
次
官
に
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就

い
て
い
た
際
に
、
遠
洋
航
海
補
助
法

の
制
定
に
尽
力
し
た
関
係
上
、
逓
信
大
臣

箕
浦
勝
人
に
提
出
し
た
願
書

の
写
し
を
浅

野
が
送
付
し
た
と
思
わ
れ
る
。
史
料
か

ら
は
、
太
平
洋
郵
船
の
事
業
縮
小
と
い
う

「好
機
到
来
」
に
あ
た
り
、
第

一
次
大

戦
下
の
船
舶
払
底
状
況
下
に
あ
り
な
が
ら
、
船
繰
り
を
苦
心
し
て
、
航
路
を
引
継

ぎ
、
強
気

の
経
営
に
出
よ
う
と
す
る
浅

野
の
姿
が
如
実
に
見
て
取
れ
る
。
東
洋
汽

船
は
、
第

一
次
大
戦
後
、
新
船
建
造
等

を
含
め
た
こ
れ
ら
の
強
気
の
経
営
が
た
た

り
、
ま
た
金
融
面
で
の
庇
護
者
安
田
善

次
郎
の
死
も
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
経
営
が

悪
化
、
大
正

一
五

(
一
九
二
六
)
年
二
月
に
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
線

・
南
米
線

の
航
路
権
は
、
日
本
郵
船
に
譲
渡
さ
れ
る
事
と
な
る
。

史
料
幽

「曽
根
荒
助
書
簡
、
仲
小
路
宛

(撫
順
炭
使
用
に
付
満
鉄
と
打
合
済
み
、

御
尽
力
を
請
う
)」
。
こ
の
時
期
の
仲
小
路
は
、
後
藤
新
平
逓
信
大
臣
の
下
で
の
逓

信
次
官

(
一
九
〇
六
～

一
九

一
一
在
任
)。
曽
根
荒
助

(
一
八
四
九
～

一
九

一

〇
)
は
、
明
治
四
〇
年
九
月
よ
り
伊
藤
博
文
韓
国
統
監
の
下
で
、
副
統
監
を
務
め

て
い
る
。
史
料
中
、
撫
順
炭
坑
は
、
工
業
用
に
適
す
る
渥
青
炭
を
産
出
す
る
世
界

有
数
の
炭
坑
で
あ
る
。
日
露
戦
争
の
際
に
、
ロ
シ
ア
軍
が
全
鉱
区
を
横
領

・
採
炭

し
、
東
清
鉄
道
に
供
給
し
た
が
、
日
露
戦
後
、
日
露
講
和
条
約
第
六
条
で
、
「東

清
鉄
道
の
長
春
以
南
と
そ
の
利
益
の
為
に
経
営
さ
れ
る

一
切
の
炭
坑
が
日
本
に
譲

渡
さ
れ
」
る
と
さ
れ
、
こ
の
条
文
が
満
洲
に
関
す
る
日
清
条
約
第

一
条
に
お
い
て
、

清
国
に
承
認
さ
れ
る
事
で
、
日
本
に
譲
渡
さ
れ
た
。
南
満
洲
鉄
道
会
社
の
管
理
下

に
お
か
れ
、
明
治
四
〇
年
四
月
よ
り
経
営
開
始
さ
れ
て
以
後
、
順
調
な
発
展
を
遂

げ
た
。
当
史
料
は
、
満
鉄

へ
の
撫
順
炭
採
用
が
決
定
し
た
事
を
受
け
、
内
地
で
の

採
用
を
仲
小
路
に
も
ち
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
の
満
鉄
の
石
炭
販
売
方
針
と

し
て
は
、
ま
ず
は

「満
州
」
各
地

へ
の
供
給
、
次
に
大
連

・
営
口

・
旅
順

・
安
東

に
お
け
る
船
舶
需
要
を
考
慮
し
、
残
炭
を
海
外
輸
出
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た

が
、
撫
順
炭
は
採
掘
が
本
格
化
す
る
以
前
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
石
炭
市
場
を
激
変

さ
せ
る
可
能
性
を
持

つ
も
の
と
し
て
、
国
内
の
産
炭
業
者
か
ら
も
危
惧
さ
れ
て
い

た
。
当
史
料
の
撫
順
炭

の
国
内
鉄
道
利
用
に
お
い
て
も
、
『読
売
新
聞
』
明
治
四

四
年
二
月
六
日
の
記
事
で
は
、
鉄
道
院
と
国
内
産
炭
業
者
の
間
の
炭
価
交
渉
の
際

に
、
鉄
道
院
側
が

「撫
順
炭

(導
入
)
問
題
」
を
ち
ら

つ
か
せ
て
、
交
渉
を
優
位

に
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
事
が
報
じ
ら
れ
て
お
り
、
政
治
問
題
化
し
て
い
た
。
結

局
、
大
正
元

(
一
九

一
二
)
年
に
、
満
鉄
は
鉄
道
院
と
納
炭
契
約
を
結
び
、
石
炭

納
入
が
実
現
す
る
事
と
な
る
。
納
入
量
は
変
動
す
る
が
、
昭
和
初
期
に
お
い
て
は
、

二
〇
万
屯
内
外

の
撫
順
炭
が
国
内
鉄
道
利
用
の
為
、
購
入
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、

史
料
中
、
長
森
氏
は
満
韓
竪
業
会
社
取
締
役
で
あ

っ
た
長
森
藤
吉
郎

(
一
八
六
〇

1

一
九
二
〇
)
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

参
考
文
献

日
本
国
有
鉄
道
編

『日
本
国
有
鉄
道
百
年
史
』
第
七
巻

(
一
九
七

一
年
)

南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
編

『南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
十
年
史
』

(
一
九

一
九
年
)

同

『南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
第
二
次
十
年
史
』

(
一
九
二
八
年
)

畝
川
鎮
夫

『海
運
興
国
史
』

(
一
九
二
七
年
)

東
洋
汽
船
株
式
会
社

『東
洋
汽
船
六
十
四
年
の
歩
み
』

(
一
九
六
四
年
)

【
農
商
務
省
関
係
】

史
料
16
-
2

(メ
モ
、
米
価
調
節
、
生
糸
救
済
問
題
)。
史
料
16
-
1
か
ら
の

連
番
が
振

っ
て
あ
り
、
又
用
紙
も
同

一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
史
料
作
成
の
経
緯
は
、

史
料
16
-
1
と
同
様
、
幸
倶
楽
部
調
査
部
会
で
の
自
ら
の
質
問
事
項
を
メ
モ
し
た

も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
仲
小
路
が
考
え
る
米
価
対
策

の
基
本
方
針
が
、
大

隈
内
閣

へ
の
批
判
の
形
を
と
り
つ
つ
表
明
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
大
正
四

(
一
九

一
五
)
年

一
月

一
八
日
に
米
価
低
落
防
止

の
た
め
に
発
せ
ら
れ
た
米
価
調
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節
令
に
対
す
る
批
判
で
あ
ろ
う
。
仲
小
路
は
米
騒
動
の
際
の
農
商
務
大
臣
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
農
商
相
就
任
以
前
に
お
け
る
米
価
対
策
へ
の
意
向
を
う
か
が
い
知
る

こ
と
が
出
来
る
有
用
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
。

史
料
23

「仲
小
路
農
商
務
大
臣
訓
示

(省
員

一
同
二
対
シ
テ
)
」
。
大
正
六
年
五

月
二
五
日
に
内
閣
訓
令
第

一
号
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
寺
内
首
相
の
訓
示

「官
紀
振

粛
に
関
す
る
件
」
を
受
け
て
、
仲
小
路
が
農
商
務
省
官
僚
に
対
し
て
行

っ
た
訓
示
。

寺
内
の
訓
示
は
、
「内
閣
の
更
迭
頻
次
」
に
わ
た
り
、
「欧
州
戦
役
の
影
響
全
世
界

に
波
及
し
其
の
関
係
す
る
所
独
政
治
上
経
済
上
に
止
ま
ら
す
思
想
上
風
教
上
に
渉

り
て
誠
に
恐
る

へ
き
も

の
あ
」
る
時
代
に
、
「立
国
の
大
本
に
鑑
み
国
体

の
尊
崇

す

へ
き
を
惟
ひ
国
情
を
異
に
す
る
海
外
の
事
例
に
鵬
さ
れ
す
し
て
帝
国
憲
法
の
根

義
に
孜

へ
自
重
」
す
る
こ
と
を
官
僚
に
求

め
る
と

い
う
内
容
。
具
体
的
に
は
、

「官
吏
た
る
の
本
分
を
恪
守
す
る
こ
と
」
「官

吏
た
る
の
品
位
を
保

つ
こ
と
」
「繁

褥
を
省
き
簡
捷
に
就
く
事
」
「公
私
の
別
を
明
に
す
る
事
」
「秩
序
を
正
し
く
し
、

言
議
を
慎
み
機
密
を
保

つ
事
」
と

い
う
五
項

目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
仲
小
路
の
訓
示
は
、
寺
内
が
示
し
た
五
項
目
に
解
説
を
加
え
る
と

い
う
形

式
を
取

っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
語
り
口
に
は
、
「世
の
中
が
漸
次
物
質
上
の
事
に

傾
く
に
至

っ
て
、
遂
に
は
官
吏
自
か
ら
が
其
身

の
貴
さ
を
忘
れ
て
何
だ
か
自
か
ら

見
窄
ら
し
い
思
ひ
を
為
し
て
居
る
」
時
代
に
対
し
て
、
長
州
閥
に
連
な
る
官
僚
と

し
て
、
ま
た
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
と
し
て
、
実
績
を
重
ね
て
き
た
仲
小
路
の
自
己
意

識
、
プ
ラ
イ
ド
を
読
取
る
事
が
で
き
、
仲
小
路
の
人
物
理
解
に
と

っ
て
、
有
用
な

史
料
で
あ
る
。
ま
た
、
第

一
次
大
戦
時
に
お
け
る
中
国

・
ロ
シ
ア
の
不
安
定
な
政

治
情
勢
に
つ
い
て
は
、
「
国
民
的
統

一
を
欠

い
て
甚
し
く
基
礎
を
微
弱
に
し
た
結

果
」
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。
各
種
思
想

の
導
入
が
日
本
の

「オ
リ
ジ
ナ
リ
チ

イ
」
を
失
わ
せ
る
結
果
を
招
く
と
し
て
現
状
を
危
惧
し
て
い
る
。

史
料
24

「引
継
事
項

(農
商
務
省
)
」。
仲
小
路
は
、
第
三
次
桂
内
閣
と
寺
内
内

閣
に
お
い
て
、
農
商
務
大
臣
を
務
め
て
い
る
が
、
こ
の
史
料
は
、
大
正
七
年
九
月

寺
内
首
相
辞
任
に
伴

い
、
農
商
相
を
辞
任
す
る
際
に
、
後
任
の
山
本
達
雄
農
商
相

に
対
し
て
作
成
さ
れ
た
引
継
ぎ
書
類
の
写
し
が
仲
小
路
の
手
元
に
残

っ
た
も
の
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第

一
次
大
戦
後
の
経
済
状
況
の
変
化
に
対
応
す
る
農
商
務
省

の
施
策
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と

い
う
点
で
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
米
価
政

策
の
失
敗
で
倒
れ
た
寺
内
内
閣
で
も
あ
り
、
臨
時
米
穀
管
理
部
の
記
述
が
注
目
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
日
露
漁
業
協
約
、
化
学

・
機
械
工
業
、
貿
易
な
ど
第

一
次
大
戦
後
の
重
要
案
件

の
処
理
状
況
が

一
望
に
介
せ
る
と
い
う
点
で
有
用
な
史

料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

参
考
文
献

「官
報
」
第

一
四
四
三
号
、
大
正
六
年
五
月
二
五
日

【そ
の
他
】

史
料
42
は
大
正
一
三

年
、
仲
小
路
廉
の
葬
儀
に
関
す
る
メ
モ
類

で
あ
る
。
「勅

使
御
待
受
手
続
ノ
コ
ト

ニ
上
氏
担
当
」
、
「墓
地

ハ
青
山
共
同
墓
地
中
警
視
庁
用

地
内
買
収
ノ
コ
ト
」
等

の
記
述

(廉
の
墓
は
現
在
も
警
視
庁
墓
地
内
に
あ
る
)、

「接
待
係
」
と
し
て
目
加
田
種
太
郎
、
有
松
英
義
、
下
村
宏
、
上
山
満
之
進
、
二

上
兵
治
、
江
木
翼
、
上
杉
慎
吉
ら
の
名
が
見
え
る
。

仲
小
路
家
の
家
政
関
係
の
史
料
も
量
的
に
は
相
当
部
分
を
占
め
る
。
史
料
44
と

し
て

一
括
し
た
も
の
は
各
種

の
領
収
書
、
保
険
証
書
、
株
式
売
買
報
告
書
等
で
あ

り
、
封
筒
入
の
史
料
1
1
1
も
同
種

の
性
格
の
も
の
、
史
料

45
～
72
は
高
輪
お
よ
び
広

尾
の
家
屋
の
建
築

・
修
繕
に
関
わ
る
領
収
書
等
で
、
元
来
は
史
料
73
～
75
に
納
め

ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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廉
の
子
息
に
関
係
す
る
史
料
も
若
干
混
入
し
て
い
る
。
史
料
1
2
2
は
長
男
宣
、
史

料
1
2
3
は
次
男
彰
宛
の
葉
書
、
史
料
76
は
彰
が
戦
後
に
関
係
し
た
文
化
建
設
会

・
愛

媛
文
化
協
会
関
係
の
綴
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
見
た
と
お
り
本
史
料
群
は
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
含
む
。
今
後
し
か
る
べ

き
史
料
保
存
機
関
で
の
公
開
を
模
索
し

て
ゆ
き
た
い
が
、
広
く
当
該
時
期

の
研
究

者
の
利
用
が
望
ま
れ
る
。
本
紹
介
が
そ
の
際
の
さ
さ
や
か
な

一
助
と
な
れ
ば
望
外

の
幸
せ
で
あ
る
。

(付
記
)

調
査

・
撮
影
に
際
し
て
は
本
稿
執
筆
者
の
他
に
、
谷
口
裕
信
、
若
月
剛
史
が
参

加
し
た
。
な
お
、
史
料
の
調
査
お
よ
び
史
料
紹
介
の
公
表
に
御
許
可
と
御
協
力
を

賜

っ
た
仲
小
路
和
夫

・
喜
久
子
御
夫
妻
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

196

 

●
8

小
口
当
座
預
金
通
帳

(抄
)

年
月
日

預
金
高

預
金
証
印

払
戻
金
高

受
取
人
印

差
引
残
高

*
1

拾
万
千
百
拾
円
拾
銭

明
治
廿
八
年
十
二
月
十

一
日
松

壱
万
四
千
八
百
弐
拾
六
円
五
拾
七
銭
三

金

旧
帳
よ
り
付
替
高

壱
四
八
弐
六
五
七

明
治
廿
八
年
十
二
月
十

一
日

金

千
円
也
中
印

壱
参
八
弐
六
五
七
印

明
治
廿
八
年
十
二
月
十
九
日
松

金

参
百
円
也
中
印

壱
参
五
弐
六
五
七
印

明
治
廿
八
年
十
二
月
廿
日
松

金

壱
万
参
千
百
円
也
中
印

四
弐
六
五
七
印

明
治
廿
九
年

一
月
六
日
松

金

四
百
弐
拾
五
円
五
拾
七
銭
中
印

壱
1

[注
]

*
1
[
松は
松
本
印
三

は
三
井
銀
行
東
京
本
店
預
金
之
証
印
中

は
関
中
敬
印
印

は
上
記
三
者
以
外
の
印

●
9

(衆
議
院
議
員
臨
時
補
欠
選
挙
取
締
費
増
額

(宮
城
県
)

一
件
)

　

　
内
務
省
三
八
年
四
月
廿
八
日
受

内
乙
第

一
一
一
号

決
判

四
月
廿
八
日

文
書
課
長

施
行

四
月
廿
八
日

明
治
三
八
年
四
月
廿
八
日

主
査
会
計
課
長

大
谷
清

局
長

大
臣



次
官

山
県

地
方
局
長

吉
原

清
野

警
保
局
長

仲
小
路

久
保
田

衆
議
院
議
員
臨
時
補
欠
選
挙
取
締
費
増
額

の
件

宮
城
県

右
は
五
月
八
日
衆
議
院
議
員
補
欠
選
挙
執
行

に
付
て
は
各
政
党
支
部
に
て
、
既
に

候
補
者
を
定
め
亦
中
立
者
に
在
て
も
連
動

の
者
有
之
候
に
付
此
際
厳
重
の
取
締
を

要
す
る
と
選
挙
当
日
に
は
投
票
所
監
視

の
必
要
あ
る
に
依
り
該
費
用
と
し
て
旅
費

通
信
費
及
機
密
費
増
額
相
成
度
と
云
ふ
に
有

之
候
右
は
不
得
止
費
用
に
し
て
臨
時

予
算
外
の
費
途
に
属
す
る
も
此
際
第
二
予
備
金
支
出
の
要
求
を
為
さ
す
経
常
費
よ

り
差
繰
支
弁
の
こ
と
と
し
其
配
布
額
は
先
に
改
正
選
挙
法
創
始
施
行

の
時
御
内
定

に
係
る
額
即
ち
旅
費
は
、

一
、
○
○
○
円
庁
費
五
〇
円
増
額
相
成
可
然
と
存
候
得

共
目
下
年
度
の
当
首
に
し
て
定
額
内
多
少
の
融
通
可
成
付
庁
費
は
半
額
旅
費
は
四

分
の

一
を
減
し

〔旅
費
七
五
〇
円

庁
費
五
〇
円
*
割
注
〕
許
可
相
成
可
然
哉
亦

郡
書
記
旅
費
の
義
は
知
事
代
理
に
係
る
も
の
は
予
備
金
支
出
の
場
合
に
於
け
る
と

　
マ
マ
ロ

全
様
経
常
費
の
支
弁
に
属
す
る
も
の
錐
も
国
費
を
以
て
支
弁
之
可
然
と
思
考
す

尚
機
密
費
の
義
は
警
保
局
長
よ
り
別
に
可
相
伺
筈

右
仰
高
裁
候

内
務
省
指
令
第

号

宮
城
県

選
挙
取
締
費
は
経
常
部
庁
費
へ
五
十
円
旅
費
へ
七
百
五
十
円
増
額
し
支
払
命
令
を

委
任
す

大
臣

通
牒
案

本
日
第

号
を
以
て
衆
議
院
議
員
選
挙
取
締
費
用
増
額
の
件
指
令
相
成
候
処

右
は
此
際
第
二
予
備
金
支
出
の
義
不
相
成
に
付
不
得
止
経
常
費
よ
り
差
繰
増
額
せ

ら
れ
た
る
義
に
有
之
を
以
て
到
底
満
足
の
額
に
不
相
成
候
問
其
御
心
得
に
て
該
金

額
を
以
て
経
理
相
成
度
尚
機
密
費
の
義
は
別
に
警
保
局
長
よ
り
何
分
御
通
牒
に
可

及
候
此
段
及
御
通
牒
候
也

知
事

会
計
課
長

警
保
局
長

三
十
八
年
度
歳
出

[経
常
臨
時

*
割
注
」
部
支
払
予
算
書

支
払
命
令
官
宮
城
県
知
事
田
辺
輝
実

仙
台
本
金
庫

府 府県 県 款
科
目合 旅 庁

計 費 費 項

八 七
〇 五 五
〇 〇 〇 円 金

額○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

三
十
八
年
四
月
分

月
別

円
金
額

年

月

日

(各
通
)

大
蔵
大
臣

会
計
検
査
院
長

内
務
大
臣

宛
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秘
第
四
号

衆
議
院
議
員
選
挙
取
締
旅
費
増
額
之
儀
に
付
稟
請

来
五
月
八
日
衆
議
院
議
員
補
欠
選
挙
執
行
に
付
て
は
各
政
党
支
部
に
て
は
既
に
各

其
候
補
者
を
定
め
中
立
者
に
於
て
も
亦
候
補
者
と
し
て
夫
々
密
に
運
動
致
居
候
様

も
相
聞
へ
候
に
付
此
際
厳
重
取
締
を
要
す
る
は
勿
論
選
挙
当
日
は
各
投
票
所
に
吏

員
を
臨
監
せ
し
む
る
の
必
要
有
之
候
に
付
別
紙
記
載
の
旅
費
通
信
費
機
密
費
増
額

の
御
詮
議
相
成
候
様
致
度
此
段
稟
請
候
也

明
治
三
十
八
年
四
月
廿
五
日

宮
城
県
知
事
田
辺
輝
実

内
務
大
臣
子
爵
芳
川
顕
正
殿

追
て
時
期
既
に
差
迫
り
居
候
に
付
至
急
電
報
を
以
て
御
指
揮
相
成
度
此
段
申
添
候

也

明
治
三
十
八
年
度
第
二
予
備
金
支
出
請
求
計
算
書

欺

項

目

金
額

衆
議
院
議
員
選挙取締費

衆
議
院
議
員
選挙取締費

二
、
一
三

〇

○
○
○

旅
費

一
、

五

〇

〇

○
○
○

通
信
費

一

三

〇

○
○
○

機
密
費

五
〇
〇

○
○
○

事
由

来
五
月
八
日
衆
議
院
議
員
補
欠
選
挙
執
行
に
付
取
締
を
要
す
る
の
み
な
ら
す
選
挙

当
日
各
投
票
所
に
吏
員
を
臨
監
せ
し
む
る
必
要
有
之
之
か
旅
費
額
等
を
調
査
す
る

に
本
項
の
通
金
弐
千
参
百
参
拾
円
を
要
す
右
は
臨
時
の
費
用
に
付
薮
に
増
額
要
求

す
其
内
訳
別
紙
の
如
し
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旅
費
内
訳

等
級

摘要

人
員

陸
路

汽車

路

海路

日
当

宿
泊

金
額

三
等

事
務
官
管
内
出
張

四

六
八

三
一

六

1

二
一

一

七

七
五

九
〇
〇

ク

郡
長
部
内
出
張

一

六

二
〇
九

四
九

五

六
五

四
九

一

八
五

二
五
〇

〃

警
視
管
内
出
張

一

五
〇

一

三

〇

ー

九

七

三
六

○
○
○

四
等

属
全

三
〇

三
五
六

一
、

六
二

〇

1
一

一

二

八
二

二
五
六

二
〇
〇

〃

警
部
全

六

九
六

二
二
四

ー

二

四

一

八

五
三

三
六
〇

〃

警
察
署
長
及
分署長部内出張

二
七

一
、

一

〇

〇実費一里に付三〇〇

四
三
一

ー

一

六

二

一

一

五

五
四
三

二
四
〇



〃

郡書

記郡

内
出
張

一

二

〇

九
六
三

二
四
〇

五
〇

三
三
〇

一

九

〇

三
五
〇

〇
五
〇

一
、

五

〇
〇

○
○
○

通
信
費
内
訳

種
別

度
数

算
余

金
額

郵
便

一
、

六

八

七

〇
六
〇

一

〇
一

二
二
〇

電
信

七
二

六
〇
〇

二
八

八
〇
〇

一
三

〇

○
○
○

機
密
費

二
銭
掴
拾

科

目

金

雛

機

密

費

五

〇

〇

〇

〇

[
注

]
*
1

内
務
省
罫
紙

欄
外

に

「秘
」
、
「急
」
、

「
乙
」
と
あ
り

●
10

(予
算

・
支
出

・
残
高
対
照
表
)

一

金
弐
万
参
千
〇
四
拾
九
円
九
拾
九
銭
六
厘

四
月
よ
り
九
月
に
至
る
六
ヶ
月
定
額
予
算

一
ヶ
月
平
均
金
参
千
入
百
四
拾
壱
円
六
拾
六
銭
六
厘

一

金
壱
万
九
千
五
百
円

四
月
よ
り
九
月
迄
に
支
出

内

神
奈
川

「
参
百
円

四
月

一
日

長
崎

参
百
円

五
月
九
日

広
島

六
百
円

四
月

一
日

計
金
千
五
百
円

参
百
円

九
月
十
九
日

対
照
差
引
残

一
金
参
千
五
百
四
拾
九
円
九
拾
九
銭
六
厘

外
に

一
金
壱
千
六
百
八
拾
参
円
拾
参
銭
弐
厘

十
、
十

一
ノ
二
ヶ
月
予
算
残

一
金
千
参
百
円

十
、
十

一
月
支
出

内

兵
庫

参
百
円

十
月
十
三
日

広
島

参
百
円

十
月
十
九
日

大
阪

五
百
円

十
月
十
五
日

佐
賀

弐
百
円

十
月
廿
九
日

差
引

計
金
千
参
百
円

一
金
参
百
八
拾
参
円
参
拾
参
銭
弐
厘

前
二
口
合
計
残

一
金
参
千
九
百
参
拾
参
円
参
拾
弐
銭
入
厘

●
11

対
通
信
社
等
機
密
費
支
出
先

一
覧

従
来
毎
月
支
給
し
居
り
た
る
も
の
判

レ

一
金
五
拾
円

東
京
通
信
社
長

五
十
嵐
光
彰

レ

一
金
五
拾
円

明
治
通
信
社
長

河
田
力
夫

レ

一
金
三
拾
円

中
外
通
信
社
長

倉
長
恕

レ

一
金
四
拾
円

東
京
通
信
社
員

鹿
田
驕

一
郎
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レ

一
金
弐
拾
円

日
本
通
信
社
長

漆
間
真
学

レ

一
金
六
拾
円

国
民
新
聞
社
員

阿
部
充
家

但
し
近
来
は
書
記
官
長
よ
り

レ

一
金
三
拾
円

国
民
新
聞
社
員

土
居
貞
弥

一
金
五
拾
円

元
領
事

豊
島
捨
松

レ

一
金
三
拾
円

雑
誌
明
義
社
員

松
本
正
之
助

レ

一
金
三
拾
円

著
述
業
者

中
島
蕎

一
金
五
拾
円

吉
居
常
也

一
金
百
円

警
保
局
書
記

関
中
敬

一
金
五
拾
円

警
保
局
書
記
官

一
金
百
五
拾
円

警
保
局
長

外
に
臨
時
に
百
円
乃
至
弐
百
円
宛
支
給
し
居
り
た
る
も
の

●
12

明
治
三
十
七
年
度
局
長
手
控

明
治
三
十
七
年
度

局
長
手
控
判

明
治
三
十
七
年
度
府
県
機
密
費
親

国
民
新
聞
社
員

草
野
門
平

世
界
記
者

曽
宮
禄
助

臨
時
事
件
費
中
機
密
費
中
残

壱
万
百
円

壱
万
五
千
円

[注

]
*

1

欄

外

の
書

き

入

れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

8

5

2

6

6

6

0

0

0

0

1

1

6

1

7

1

4

7

9
自

じD
9
Ω

9
自

り
ρ
9
9

年

月

日

理

由

収

入

支

出

差

引

現

在

予
算
総
額

円一〇〇、○○○、

○

○

○

円

円一〇〇、○○○、○

○

○

明治

廿
七
年

四
月

一

日

府
県
配
布

五

三
、

九

〇

〇
、

○

○

○

四

六
、

一

〇

〇
、

○

○

○

全

四
月

一

日

四
月
一

日
よ
り
六
月
廿
日
迄三ケ月分定額

九
、

○

○

○
、

○

○

○

紹

三

七
、

一

〇

〇
、

○

○

○

全

四
月

一

日

神
奈
川
県
知
事
渡

三

〇

〇
、

○

○

○
有

三
六、

八
〇
〇

〇
〇
〇
中
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全

五
月

九
日

広
島
県
知
事
渡

六
〇
〇、

○
○
○

一
二
⊥
ハ
、

二

〇

〇
、

○

○

○
中

全

七
月

一

日

七
、

八
、

九

三

ケ

月

定

額

九
、

○

○

○、

○

○
○

二

七
、

二

〇

〇
、

○

○

○
中

全

入
月

一

日

長
崎
県
知
事
渡

三

〇

〇
、

○

○

○
有

二

六
、

九

〇

〇
、

○

○

○
中

全

九
月
十
九
日

神
奈
川
県
知
事
渡

三
〇
〇、

○
○
○
有

二
⊥
ハ
、

⊥
ハ

○

○
、

○

○

○
中

全

十
月

三
日

拾、

十
一
、

十
二

三

ケ

月定

額m

九、

○

○

○、

○

○

○
有

一

七
、

六

〇

〇
、

○

○

○
中

全

十
月
十
三
日

兵
庫
県
知
事
渡

有三

〇

〇
、

○

○

○

一

七
、

三

〇

〇
、

○

○

○
中

全

十
月
十
五
日

大
阪
府
知
事
渡

五
〇
〇、

○
○
○
有

一
⊥
ハ
、

八

〇

〇
、

○

○

○
中

九全十月十五
日

広
島
県
知
事
渡

三

〇

〇
、

○

○

○
有

一

六
、

五

〇

〇
、

○

○

○
中

全

十
月
廿
九
日

佐
賀
県
知
事
渡

二
〇
〇、

○
○
○
有

一
六

、

一
二

〇

〇
、

○

○

○
中

全

十
二
月

五
日

警
視
総
監
渡

八
〇
〇、

○
○
○
仲

一

五
、

五

〇

〇
、

○

○

○
中

全

十
二
月

十
日

大
臣
渡

二
、

○

○

○
、

○

○

○
仲

一

三
、

五

〇

〇
、

○

○

○
中

全
三
十
八
年

一

月

六
日

一
、

二
、

三

月

定

額

九
、

○

○

○
、

○

○

○
仲

四
、

五

〇

〇
、

○

○

○
中

全

一

月
廿
六
日

神
奈
川
県
知
事
渡

三
〇
〇、

○
○
○
仲

四
、

二

〇

〇
、

○

○

○
中

全

二
月
廿
七
日

大
臣
渡

二
、

○

○

○
、

○

○

○
仲

二
、

二

〇

〇
、

○

○

○
中

全
三
十
七
年

五
月
十
六
日

青
森
県
知
事
渡

三
五
〇、

○
○
○
仲

一
、

八

五

〇
、

○

○

○
中

全
三
十
八
年

三
月

六
日

大
臣
決
判
支
出

一
、

八

五

〇
、

○

○

○
仲

外
に
前
の
繰
越
壱
千
六
百
円
也

合
計
三
千
四
百
五
十
円

機
密
費
受
入
額
収
支

年

月

日

理

由

収

入

支

出

差

引

現

在

前
年
度
繰
越

円二、六〇〇、○

○

○

円二、六〇〇、○

○

○
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前
月
中
局
長前

渡
消却

の
為支出

円二〇〇、○

○

○

二
、

四

〇

〇
、

○

○

○

明治

廿
七
年

四
月

一

日

決
判
引出

九
、

○

○

○
、

○

○

○

一

一
、

四

〇

〇
、

○

○

○

全

四
月

一

日

大
臣渡

二
、

○

○

○
、

○

○

○

九
、

四

〇

〇
、

○

○

○

全

四
月

一

日

局長

渡

二

〇

〇
、

○

○

○

九
、

二

〇

〇
、

○

○

○

全

四
月

一

日

会計

課長

渡

一

五

〇
、

○

○

○

九
、

〇
五

〇
、

○

○

○

全

四
月

一

日

関属

渡

一

〇

〇
、

○

○

○

八
、

九
五

〇
、

○

○

○

全

四
月

一

日

決
判引

出

三

〇

〇
、

○

○

○

九
、

三

五

〇
、

○

○

○

全

四
月

一

日

神奈

川
県知

事渡

三

〇

〇
、

○

○

○

有八
、

九

五

〇
、

○

○

○
中

全

四
月十

九
日

局長

渡

三
五
〇、

○
○
○

有八
、
六

○

○
、

○

○

○
中

全

四
月
廿
六
日

局
長
渡

七
〇
〇、

○
○
○

有七
、

九

〇

〇
、

○

○

○
中

全

四
月
廿
六
日

前
項
消
却

七

〇
一
、

五

〇

〇
有

八
、

六

〇
一
、

五

〇

〇
中

全

五
月

二
日

大
臣
渡

有二
、

○

○

○
、

○

○

○

六
、

六

〇
一
、

五

〇

〇

全

日

局
長
渡

有四

〇

〇
、

○

○

○

六
、

二

〇
一
、

五

〇

〇

全

日

関
属
渡

一

〇
一
、

五

〇

〇

六、

一

〇

〇
、

○

○

○
中

全

五
月

九
日

決
判
引
出

六
〇
〇、

○
○
○

六
、

七

〇

〇
、

○

○

○

全

日

広
島
県
知
事
渡

六
〇
〇、

○
○
○

六、

一

〇

〇
、

○

○

○
中

全

五
月
十
六
日

局
長
渡

五

〇

〇、

○

○

○

有五
、

六

〇

〇
、

○

○

○
中

全

五
月
廿
一

日

大
臣
渡

二
、

○

○

○、

○

○

○

三
、

六

〇

〇
、

○

○

○

全

日

局
長
渡
(
関
属
渡)

一

〇

〇、

○

○

○

有三
、

五

〇

〇
、

○

○

○
中

全

五
月
廿
八
日

局
長
渡

一

〇
〇
、

○

○
○

有三
、

四

〇

〇
、

○

○

○
中

全

六
月

廿
日

局
長
渡

八
〇
〇、

○
○
○

二
、

六

〇

〇
、

○

○

○
中

全

六
月

一

日

廿
七
年
上
半
期
利
子

六

六、

二

九

〇

二
、

六

六

六
、

二

九

〇
中

全

七
月

一

日

決
判
引
出

九
、

○

○

○
、

○

○

○

一

一
、

六

六

六
、

二

九

〇
中

全

日

大
臣渡

二
、

○

○
○
、

○

○

○

九
、

六

六

六
、

二

九

〇
中
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全

日

局
長
渡

四

〇

〇
、

○

○

○

九
、

二

六

六
、

二

九

〇
中

全

日

関
属
渡

一

〇

〇
、

○

○

○

有九
、

一

六

六
、

二

九

〇
中

全

七
月

二
日

大
臣
渡

一
、

○

○

○
、

○

○

○

八
、

一

六

六
、

二

九

〇
中

全

七
月
十
五
日

局
長
渡

二

〇

〇
、

○

○

○

有七
、

九

六

六
、

二

九

〇
中

全

七
月
廿
三
日

局
長
渡

三

〇

〇
、

○

○

○

有七
、

六

六

六
、

二

九

〇
中

全

八
月

一

日

決
判引

出

園

三

〇

〇
、

○

○

○

七
、

九

六

六
、

二

九

〇

全

日

長
崎県

知
事渡

三

〇

〇
、

○

○

○

有七
、

六

六

六
、

二

九

〇
中

全

八
月

二
日

大
臣渡

二
、

○

○

○
、

○

○

○

五
、

六

六

六、

二

九

〇
中

全

日

局長

渡

三

〇

〇
、

○

○

○

有五
、

三

六

六、

二

九

〇
中

全

八
月

廿
日

局長

渡

七
〇
〇、

○
○
○

有四、

六

六
六
、

二

九

〇
中

全

九
月

一

日

大
臣
渡

二
、

○

○

○
、

○

○

○

有二
、

六

六
六
、

二

九

〇
中

全

日

局長

渡

三
五
〇、

○
○
○

有二
、

三
一

六、

二

九

〇
中

全

九
月十

三
日

局長

渡

四
〇
〇、

○
○
○

有一
、

九
一

六、

二

九

〇
中

全

九
月十

九
日

決判

引出

三
〇
〇、

○
○
○

二
、

一

二

六、

二

九

〇

全

九
月十

九
日

神奈

川県

知事

渡

三
〇
〇、

○
○
○

有一
、

九
一

六、

二

九

〇
中

全

九
月廿

九
日

内務

属鈴

木
千次

渡

二

〇

〇
、

○

○

○

有一
、

七
一

六
、

二

九

〇
中

全

九
月廿

九
日

局長

渡

一

一

六
、

二

九

〇

有一
、

六

〇
〇
、

○

○

○
中

全

十
月

三
日

決判

引出

九
、

○

○

○
、

○

○

○

一

〇、

⊥
ハ
○

○
、

○

○

○
中

全

日

大
臣渡

二
、

○

○

○
、

○

○

○

有八
、

六

〇

〇
、

○

○

○
中

全

日

局長

渡

二

〇

〇
、

○

○

○

有八
、

四

〇

〇
、

○

○

〇
中

全

日

関
属渡

二

〇

五
、

○

○

○

有八
、

一

九

五
、

○

○

○
中

全

十
月
十
三
日

決判

引出

三

〇

〇
、

○

○

○

八
、

四

九
五
、

○

○

○
中

全

十
月十

三
日

兵庫

県知

事渡

三
〇
〇、

○
○
○

有八
、

一

九

五
、

○

○

○
中

全

十
月
十
五
日

決
判
引
出

八

〇

〇
、

○

○

○

有八
、

九

九

五
、

○

○

○
中

全

日

大
阪府

知事

渡

五
〇
〇、

○
○
○

有八
、

四

九

五
、

○

○

○
中
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全

全

十
九
日

広
島県

知
事渡

三

〇

〇
、

○

○

○

有八
、

一

九
五
、

○

○

○
中

全

全

十
九
日

局
長
渡

五
九
五、

○
○
○

有七、

六

〇

〇
、

○

○

○
中

全

十
月
廿
九
日

決
判
引
出

二

〇

〇
、

○

○

○

七
、

八

〇

〇
、

○

○

○
中

全

日

佐
賀
県
知
事
渡

二

〇

〇
、

○

○

○

有七
、

六

〇

〇
、

○

○

○
中

全

十
一

月

一

日

局
長
渡

二

九

五、

○

○

○

有七
、

三

〇

五
、

○

○

○
中

全

日

関
属
渡

二

〇
五
、

○

○

○

有七
、

一

〇

〇
、

○

○

○
中

全

二
日

大
臣
渡

二
、

○

○

○、

○

○

○

有五
、

一

〇

〇
、

○

○

○
中

国全

十
六
日

局
長
渡

中

五

〇
〇
、

○

○
○

有四
、

六

〇

〇
、

○

○

○
中

○

縄

全

十
二
月

一

日

下
半期

利
子

九

四、

五

七

〇

朽

仲四
、

六

九

四
、

五

七

〇
中

全

日

大
臣渡

二
、

○
○

○
、

○

○

○

仲二
、

六

九

四、

五

七

〇
中

全

日

局長

渡

六
〇
〇、

○
○
○

仲二
、

〇

九

四、

五

七

〇
中

全

日

関属

渡

一

〇

〇
、

○

○

○

仲一
、

九

九

四、

五

七

〇
中

全

十
二
月

五
日

局
長
渡

一

〇

〇
、

○

○

○

仲一
、

八

九

四
、

五

七

〇
中

全

十
二
月

五
日

決
判

八
〇
〇、

○
○
○

二
、

六

九

四
、

五

七

〇
中

全

日

警
視
総
監
渡

八
〇
〇、

○
○
○

仲一
、

八

九

四
、

五

七

〇
中

全

十
二
月

十
日

決
判

[

マ

マ

]

二
、

○

○
、

○

○

○

三
、

八

九

四
、

五

七

〇
中

全

日

大
臣
渡

二
、

○

○

○
、

○

○

○

仲一
、

八

九

四
、

五

七

〇
中

全

十
二
月
廿
一

日

局
長
渡

二

〇

〇
、

○

○
○

仲一
、

六

九

四
、

五

七

〇
中

全
三
十
八
年

一

月

六
日

決
判
引
出

九
、

○

○

○
、

○

○

○

仲一

〇
、

六

九

四
、

五

七

〇
中

全

日

大
臣
渡

二
、

○

○
○
、

○

○

○

仲八
、

六

九

四
、

五

七

〇
中

全

日

局
長渡

七中八〇

〇
、

○

○

○φ

仲七
、

九

九

四
、

五

七

〇
中

全

日

関
属渡

一

〇

〇
、

○

○

○

仲七
、

八

九

四
、

五

七

〇
中

全

一

月
廿
六
日

決判

三

〇

〇
、

○

○

○
仲

八
、

一

九

四
、

五

七

〇
中
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全

日

神奈

川
県知

事渡

三

〇

〇
、

○

○

○

仲七
、

入

九

四、

五

七

〇
中

全

日

局長

渡

一

〇

〇
、

○

○

○

仲七
、

七

九

四
、

五

七

〇
中

全

二

月

一

日

大臣

渡

二
、

○

○

○
、

○

○

○

五
、

七

九

四
、

五

七

〇
中

全

日

局
長
渡

七
〇
〇、

○
○
○

中五
、

〇

九

四
、

五

七

〇
中

全

日

関
属
渡

一

〇

〇、

○

○

○

仲四
、

九

九

四
、

五

七

〇
中

全

二
月
廿
七
日

決
判

二
、

○

○

○
、

○

○

○

仲六
、

九

九

四
、

五

七

〇
中

全

日

大
臣
渡

二
、

○

○

○
、

○

○

○

仲四
、

九

九

四
、

五

七

〇
中

全

三
月

一

日

大
臣
渡

二
、

○

○

○
、

○

○

○

仲二
、

九

九

四
、

五

七

〇
中

全

日

局
長
渡

八
〇
〇、

○
○
○

仲二
、

一

九

四、

五

七

〇
中

全

日

関
属渡

一

〇

〇
、

○

○

○

仲二
、

〇

九

四、

五

七

〇
中

全

三
月

六
日

大
臣
決
判

一
、

入

五

〇
、

○

○

○

三
、

九

四

四、

五

七

〇
中

全

日

局
長
渡

五
〇
〇、

○
○
○

仲三
、

四

四

四
、

五

七

〇
中

[
注

」
*
1

内
務
省
罫
紙

*
2

欄
外

の
書
き

入
れ

12

*
3
有

は
有
松
印
中

は
関
中
敬
印
仲

は
仲
小
路
印

*
4

「△
⊥

全

十
九

日
」
か
ら

「
圃

全

十
六

日
」
ま

で
修

正
を

上
か

ら
貼
り
付

け
。

*
5

支
出
欄

に
白
紙
を
上

か
ら
貼

り
付

け

*
6

こ
の
個
所
左

の
付
箋
あ

り
。

ゴ
シ

ッ
ク
字

は
朱

書

205



全

十
二

月

一

日

下半

期利

子

九
四、

五
七
〇

四
、

六

九

四
、

五

七

〇
中

全

十
二

月

一

日

大
臣渡

二
、

○

○

○
、

○

○

○

二
、

六

九

四
、

五

七

〇
中

全

日

局長

渡

五

〇

〇
、

○

○

○

二
、

〇

九

四
、

五

七

〇
中
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右
書
損
に
付
比
に
付
す

●
13
-

1

局
長
控

明
治
三
十
八
年
度
収
支
調

局
長
拍

明
治
三
十
八
年
度
収
支
調

一

金
拾
万
円

一

金
五
万
参
千
九
百
円

府
県
配
付一金四万六千百円本省留置

支
出
年月

日

事

由

支

出

額

現

在

額

三
十
八
年度

留
置

円

円

仲四

六
、

一

〇

〇
、

○

○

○

團

前
年度

よ
り
繰
越

仲四
妊　

醐

軽
㏄
中

三
十
八
年
四
月

一

日

四
、

五
、

六
三

ケ

月

定

額

九
、

○

○

○
、

○

○

○

仲四

〇
、

五

四

四
、

五

七

〇
中

全

四
月

七
日

決
判
支
出

一
、

五

〇

〇
、

○

○

○

仲三

九
、

〇

四

四
、

五

七

〇
中

全

四
月
廿
八
日

決
判
支
出

二

〇

〇
、

○

○

○

仲三

八
、

八

四

四
、

五

七

〇
中

全

五
月
十
五
日

決
判
支
出

三

〇

〇
、

○

○

○

仲三

八
、

五

四

四
、

五

七

〇
中

全

五
月
廿
六
日

決
判
支
出

五

〇

〇
、

○

○

○

仲三

八
、

〇

四

四
、

五

七

〇
中

廿
九全五月廿

日

決
判
支
出

一

五

〇
、

○

○

○

仲三

七
、

八

九

四
、

五

七

〇
中

全

六
月

九
日

決
判
支
出

三

〇

〇
、

○

○

○

仲三

七
、

五

九

四
、

五

七

〇
中



全

七
月

一

日

決
判
支
出

九
、

○

○

○
、

○

○

○

仲二

八
、

五

九

四
、

五

七

〇
中

全

七
月
十
七
日

決
判
支
出

二

〇

〇
、

○

○

○

仲二

八
、

三

九

四
、

五

七

〇
中

全

九
月十

六
日

決
判支

出

二
、

○

○

○
、

○

○

○

仲二

六
、

三

九

四、

五

七

〇
中

全

十月

二
日

決判

支出

九
、

○

○

○
、

○

○

○

仲一

七
、

三

九

四、

五

七

〇
中

全

十
月
廿
七
日

決
判支

出

五

〇

〇
、

○

○

○

仲一

六、

入

九

四、

五

七

〇
中

全

十
一

月

一

日

決
判
支
出

一
、

○

○
○
、

○

○

○

仲一

五
、

八

九

四、

五

七

〇
中

全

十
一

月
十
四
日

決
判
支
出

二

〇

〇
、

○

○

○

仲一

五
、

六

九

四、

五

七

〇
中

全

十
一

月
十
六
日

決
判
支
出

二

七

五
、

○

○

○

仲一

五
、

四
一

九
、

五

七

〇
中

全

十
二
月

二
日

決
判
支
出

四

〇

〇
、

○

○

○

仲一

五
、

〇
一

九
、

五

七

〇
中

全

日

決
判
支
出

二

五

〇
、

○

○

○

仲一

四
、

七

六

九
、

五

七

〇
中

全

十
九
日

決
判
支
出

二

〇

〇
、

○

○

○

仲一

四
、

五

六

九
、

五

七

〇
中

決
判
支
出
の
部
親

年

月

日

事

由

収

入

額

支

出

額

現

在

額

三
十
七
年
度
よ
り
繰
越

三
、

四

四

四
、

五

七

〇

三
、

四

四

四
、

五

七

〇
中

三
十
八
年

四
月

一

日

四
、

五
、

六

三

ケ

月

分

決

判

九
、

○

○

○
、

○

○

○

一

二
、

四

四

四
、

五

七

〇
中

全

日

大
臣
渡

仲二
、

○

○

○、

○

○

○

一

〇
、

四

四

四
、

五

七

〇
中

全

日

局
長
渡

仲八
〇
〇、

○
○
○

九
、

六

四

四
、

五

七

〇
中

全

日

関
属
渡

仲一

〇

〇
、

○

○

○

九
、

五

四

四
、

五

七

〇
中

全

四
月

七
日

決
判
支
出

一
、

五

〇

〇
、

○

○

○

一
一
、

〇

四

四、

五

七

〇
中

全

日

大
臣
渡

仲一
、

五

〇

〇
、

○

○

○

九
、

五

四

四、

五

七

〇
中

全

四
月

廿
日

局長

渡

仲一

五

〇
、

○

○

○

九
、

三

九

四、

五

七
〇
中

全

四
月
廿
八
日

決判

支出

二

〇

〇
、

○

○

○

九
、

五

九

四
、

五

七

〇
中

全

日

宮
城
県知

事渡

仲二

〇

〇、

○

○

○

九
、

三

九

四
、

五

七

〇
中

全

五
月

一

日

局
長
渡

仲八
〇
〇、

○
○
○

入
、

五

九

四
、

五

七

〇
中
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全

日

関
属渡

仲
一
〇

○
、

○

○

○

八
、

四

九

四
、

五

七

〇
中

全

五
月
十
五
日

決
判支

出

三

〇

〇
、

○

○

○

八
、

七

九

四
、

五

七

〇
中

全

日

警視

総
監
渡

仲三

〇
〇
、

○

○

○

八
、

四

九

四
、

五

七

〇
中

全

五
月
廿
六
日

決
判支

出

五

〇

〇
、

○

○

○

八
、

九

九

四
、

五

七

〇
中

全

日

局長

渡

仲五

〇
〇
、

○

○

○

八
、

四

九

四
、

五

七

〇
中

全

日

大
臣
渡

仲二
、

○

○
○
、

○

○

○

六
、

四

九

四
、

五

七

〇
中

全

五
月
廿
九
日全三十日

決
判
支
出

一

五

〇
、

○

○

○

仲

六
、

六

四

四
、

五

七

〇
中

全

六
月

一

日

三
十
八
年
上
季
利
子

一

〇

四
、

六
一

〇

六
、

七

四

九
、

一

八

〇
中

全

日

大
臣
渡

仲二
、

○
○

○
、

○

○

○

四
、

七

四

九
、

一

八

〇
中

全

日

局
長
渡

仲八
〇
〇、

○
○
○

三
、

九

四

九
、

一

八

〇
中

全

日

関
属
渡

仲
一
〇

○
、

○

O

o

三
、

八

四

九
、

一

八

〇
中

全

六
月

九
日

決
判
支
出

三

〇

〇
、

○

○

○

四
、

一

四

九、

一

八

〇
中

全

日

大
臣
渡

仲三

〇

〇
、

○

○

○

三
、

八

四
九
、

一

八

〇
中

全

六
月
廿
九
日

局
長
渡

仲三

〇

〇
、

○

○

○

三
、

五

四
九
、

一

八

〇
中

全

七
月

一

日

七
、

八
、

九

三
ケ

月

定

額

九
、

○

○

○
、

○

○

○

一

二
、

五

四
九
、

一

八

〇
中

全

日

大
臣
渡

仲二
、

○

○

○
、

○

○

○

一

〇、

五

四
九
、

一

八

〇
中

全

日

局
長
渡

仲八

〇

〇
、

○

○

○

九
、

七

四
九
、

一

八

〇
中

全

日

関
属
渡

仲
一
〇

○
、

○

○

○

九
、

六

四
九
、

一

八

〇
中

全

七
月
十
七
日

決
判
支
出

二

〇

〇
、

○

○

○

九
、

八

四
九
、

一

八

〇
中

全

日

京
都
府
知
事
渡

仲二

〇

〇
、

○

○

○

九
、

六

四
九
、

一

八

〇
中

全

八
月

一

日

大
臣
渡

仲二
、

○

○

○
、

○

○

○

七
、

六

四

九
、

一

八

〇
中

全

日

局
長
渡

仲七

〇

〇
、

○

○

○

六
、

九

四

九
、

一

八

〇
中

全

日

関
属
渡

仲一

〇

〇
、

○

○

○

六
、

八

四

九
、

一

八

〇
中

全

九
月

一

日

大
臣
渡

仲二
、

○

○

○
、

○

○

○

四
、

八

四

九
、

一

八

〇
中
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全

日

局
長
渡

仲八
〇
〇、

○
○
○

四
、

〇

四

九
、

一

八

〇
中

全

九
月

一

日

関
属
渡

仲
一
〇

○、

○

○

○

三
、

九

四

九
、

一

八

〇
中

全

九
月

九
日

大
臣
渡

仲二
、

○

○

○
、

○

○

○

一
、

九

四

九
、

一

八

〇
中

全

日

局
長
渡

仲
一
〇

○
、

○

○
○

一
、

八

四

九
、

一

八

〇
中

全

九
月
十
六
日

決
判
支
出

二
、

○

○

○
、

○

○

○

三
、

八

四

九
、

一

八

〇
中

全

九
月
十
六
日

大
臣
渡

仲二
、

○

○

○
、

○

○

○

一
、

八

四

九
、

一

八

〇
中

全

十
月

二
日

決
判
支
出

九
、

○

○

○
、

○

○

○

一

〇
、

八

四

九
、

一

八

〇
中

全

日

大
臣
渡

仲二
、

○

○

○
、

○

○

○

八
、

八

四

九
、

一

八

○
中

全

日

局
長
渡

仲九
〇
〇、

○
○
○

七
、

九

四
九
、

一

八

〇
中

全

日

関
属
渡

仲
一
〇

○
、

○

○

○

七
、

八

四
九
、

一

八

〇
中

全

十
月
廿
七
日

決
判
支
出

五
〇
〇、

O
O
O

八
、

三

四
九
、

一

八

〇
中

全

日

三
重
県
知
事
渡

仲五
〇
〇、

○
○
○

七
、

八

四
九
、

一

八

〇
中

全

十
一

月

一

日

決
判
支
出

一
、

○

○

○
、

○

○

○

八
、

八

四
九
、

一

八

〇
中

全

日

大
臣
渡

仲一
、

○

○

○
、

○

○

○

七、

八

四
九
、

一

八

〇
中

全

日

大
臣
渡

仲二
、

○

○

○
、

○

○

○

五、

八

四

九、

一

八

〇
中

全

日

局
長
渡

仲九
〇
〇、

○
○
○

四、

九

四

九、

一

八

〇
中

全

日

関
属渡

仲一

〇

〇
、

○

○

○

四
、

八

四

九、

一

八

○
中

全

十
一

月
十
四
日

決
判支

出

二

〇

〇
、

○

○

○

五
、

〇

四

九
、

一

八

〇
中

全

日

愛知

県知

事渡

仲二

〇

〇
、

○

○

○

四
、

八

四

九
、

一

八

○
中

全

十
一

月
十
六
日

決
判支

出

二

七

五
、

○

○

○

五
、
一
二

四
、

一

八

〇
中

全

日

静
岡
県
知事

渡

仲二
七
五、

○
○
○

四
、

八

四

九
、

一

八

〇
中

全

十
二
月

一

日

下
半季

利
子

一

七

七
、

三

九

〇

五
、

〇
二

六
、

五

七

〇
中

全

日

大
臣
渡

仲二
、

○

○

○
、

○

○

○

三
、

〇
二

六
、

五

七

〇
中

全

日

局
長
渡

仲九
〇
〇、

○
○
○

二
、

一

二

六
、

五

七

〇
中

全

日

関
属
渡

仲一

〇

〇
、

○

○

○

二
、

〇
二

六
、

五

七

○
中
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全

十
二
月

二
日

決
判
支
出

四

〇

〇
、

○

○

○

二
、

四
二

六
、

五

七

〇
中

全

日

鹿
児
島
県
知
事
渡

仲四

〇

〇
、

○

○

○

二
、

〇

二

六
、

五

七

〇
中

全

日

決
判
支
出

二

五

〇
、

○

○

○

二
、

二

七

六
、

五

七

〇
中

全

日

栃
木
県
知
事
渡

仲二

五

〇
、

○

○

○

二
、

〇

二

六
、

五

七

〇
中

全

十
二
月
十
九
日
中

局
長
渡

仲三

〇

〇
、

○

○

○

一
、

七

二

六、

五

七

〇
中

全

日

決
判
支
出

二

〇

〇
、

○

○

○

一
、

九

二

六、

五

七

〇
中

全

日

千
葉
県
知
事
渡

二

〇

〇
、

○

○

○

仲一
、

七
二

六、

五

七

〇
中

全

廿
日

大
臣
渡

六
〇
〇、

○
○
○

仲一
、

一

二

六、

五

七

〇
中

全

日

警視

総
監
渡

七

〇

〇
、

○

○

○

仲四
二
六、

五
七
〇
中
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1
有
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有
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印
中
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2
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3
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行
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2

臨
時
之
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局
長
手
控

臨
時
之
部

局
長
手
控

記

一

金
参
万
円

明
治
三
十
八
年
九
月
廿
六
日
決
裁

内

訳

月

日

事

由

元

受

決

判

支

出

現

在

高

九
月
廿
六
日

支
払
命
令

円三〇、○○○、
○

○

○

紹

円仲三〇、○○○、

○

○

○
中

,
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全

日

決
判

円二、○○○、

○

○

○

仲二

八
、

○

○

○
、

○

○

○
中

全

日

大
臣
渡

円二、○○○、

○

○

○

仲二

八
、

○

○

○
、

○

○

○
中

全

日

決
判

四
、

○

○

○
、

○

○

○

仲二

四、

○

○

○
、

○

○

○
中

全

日

長
崎
県
渡

[

マ

マ

]

五
〇
〇
〇、

○
○
○

仲二

七
、

五

〇
〇
、

○

○
○
中

全

日

兵
庫
県
渡

五

〇

〇
、

○

○

○

仲二

七
、

○

○

○
、

○

○

○
中

全

日

神
奈
川
県
渡

六

〇

〇
、

○

○

○

仲二

六
、

四

〇

〇
、

○

○

○
中

全

日

福
岡
県渡

六
〇
〇、

○
○
○

仲二

五
、

八

〇

〇
、

○

○

○
中

全

日

大
阪
府
渡

七
〇
〇、

○
○
○

仲二

五
、

一

〇

〇
、

○

○

○
中

全

日

預
金
入

円一、一〇〇、
○

○

○

二

四
、

○

○

○
、

○

○

○
中

全

九
月廿

九
日

預金

引出

八
〇
〇、

○
○
○

仲二

四
、

八

〇

〇
、

○

○

○
中

全

日

愛知

県渡

五
〇
〇、

○
○
○

仲二

四
、

三

〇

〇
、

○

○

○
中

全

日

滋賀

県渡

三

〇

〇
、

○

○

○

仲二

四
、

○

○

○
、

○

○

○
中

全

廿
九
日

決
判

五

〇

〇
、

○

○

○

仲二

三
、

五

〇

〇
、

○

○

○
中

全

三
十
日

次官

渡

五
〇
〇、

○
○
○

仲二

三
、

五

〇

〇
、

○

○

○
中

全

日

決
判

五
、

○

○

○
、

○

○

○

仲一

八
、

五

〇

〇
、

○

○

○
中

全

日

警
視
庁
渡

五
、

○

○

○
、

○

○

○

仲一

八
、

五

〇

〇
、

○

○
〇
中

十
月
十
九
日

決
判

一

八
、

五

〇

〇
、

○

○

○

○
○
、

○

○

○
、

○

○
○
中

全

日

大
臣
渡

二
、

○

○

○
、

○

○

○

仲一

六
、

五

〇

〇
、

○

○

○
中

全

日

預
金
入

一

六
、

五

〇

〇
、

○

○

○

中



預
金
之
部

月

日

事

由

預

入

引

出

現

在

九
月
廿
七
日

別
口
預
金
借
預
入
れ

円一、一〇〇、

○

○

○

円仲一、一〇〇、○

○

○
中

全

廿
九
日

愛知

滋
賀渡

円八〇〇、
○
○
○

仲三

〇

〇
、

○

○

○
中

十
月
十
九
日

預
入

一

六
、

五

〇

〇
、

○

○

○

仲一
六

、

八

〇

〇
、

○

○

○
中

十
一

月
十
四
日

局長

渡

一
、

○

○

○
、

○

○

○

仲一

五
、

八

〇

〇
、

○

○

○
中

十
一

月廿

四
日

大
臣渡

三
、

○

○

○
、

○

○

○

仲一

二
、

八

〇

〇
、

○

○

○
中

十
二

月
十
一

日

局長

渡

一
、

○

○

○
、

○

○

○

仲二
、

八

〇

〇
、

○

○

○
中

全

廿
日

大
臣渡

=
、

八

〇

〇
、

○

○

○

中
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総
預
金
ノ
部
組

ぬ
N
o
.
3
7
5

墨
字
ま
謹
常

来
字

へ
臨
時
聞

月

日

預

入

引

出

現

在

総

計

十
月
十
九
日

円七、八四九、
一

八

〇

円七、八四九、
一

八

〇

円仲二四、六四九、
一

八

〇
中

九
月
廿
九
日十月十九日

三

〇

〇
、

○

○

○一
六

、五〇〇、OOO

一
六
、

八

〇

〇
、

O

O

O

十
一

月

一

日

三
、

○

○

○
、

○

○

○

四
、

八

四

九
、

一

八

〇

仲二
一
、

六

四

九、

一

八

〇
中

十
一

月
十
四
日

一
、

O

O

O
、

O

O

O

一

五
、

八

〇

〇
、

O

O

O

仲二

〇、

六

四

九、

一

八

〇
中

十
一

月
廿
四
日

三
、

○

○

○
、

○

○

○

一

二
、

八

〇

〇
、

O

O

O

仲一

七
、

六

四

九、

一

八

〇
中

十
二

月

一

日

一

七

七
、

三

九

〇

五
、

〇
二

六
、

五

七

〇

仲一

七
、

八
二

六、

五

七

〇
中

全

日

三
、

○

○

○
、

○

○

○

二
、

〇
二

六
、

五

七

〇

仲一

四
、

八
二

六、

五

七

〇
中



縄
全

十
一
日
中

一
、

○

○

○
、

○

O

O

一

二
、

八

〇

〇
、

○

O

O

仲一

三
、

八
二

六
、

五

七

〇
中
中

全

十
九
日

三

〇

〇
、

○

○

○

一
、

七

二

六
、

五

七

〇

仲
一
三

、

五
二

六
、

五

七

〇
中

全

廿
日

一
一
、

八

〇

〇
、

○

○

○

仲一
、

七
二

六
、

五

七

〇
中

全

廿
日

六

〇

〇
、

○

○

○

一
、

一

二

六
、

五

七

〇

仲一
、

一

二

六
、

五

七

〇
中

全

日

七

〇

〇、

○

○

○

四
二

六、

五

七

〇

仲四

二

六
、

五

七

〇

「
注

」
「記

注
」

*
1

内
務
省
罫
紙

*
2

欄
外

に
秘

の
印
あ
り

*
3
有

は
有
松
印
中

は
関
中
敬
印
仲

は
仲
小
路
印

*
4

欄
外
書
き
込

み

「
総
預
金
」
。

*
5

朱
字

の
個
所
は
ゴ
シ

ッ
ク
で
示
し
た
。

*
6

こ

の
行
、
修
正
を
上
か
ら
貼
付
。

●
15

秘

鉄
道
国
有
の
趣
旨
概
要

秘

鉄
道
国
有
の
趣
旨
概
要

鉄
道
国
有
の
趣
旨
概
要

鉄
道
は

一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
も
の
に
し
て
其
の
性
質
道
路
と
異
な
ら
す
故
に

其
の
管
理
経
営
は
之
を
私
業
に
委
せ
す
国
家
自
ら
之
を
掌
理
せ
さ
る

へ
か
ら
さ
る

は
蓋
し
多
言
を
要
せ
す
然
る
に

一
国
財
政
の
関
係
上
或
は
創
業
の
沿
革
上
往
々
之

か
私
設
を
特
許
す
る
場
合
あ
り
と
難
政
府
は
常
に
其
の
監
督
を
厳
に
し
其
の
利
用

の
公
益
と
背
馳
な
き
こ
と
を
期
せ
り
然
れ
と
も
私
設
鉄
道
は
其
の
目
的
専
ら
営
利

に
在
り
而
し
て
営
利
的
事
業
と
公
益
と
は
動
も
す
れ
は
即
ち
相
乖
離
せ
ん
と
す
る

は
勢
免
る
へ
か
ら
さ
る
の
数
に
し
て
特
に
鉄
道
事
業
の
如
き
其
の
性
質
独
占
的
に

し
て
公
益
と
の
関
係
極
め
て
密
接
せ
る
も
の
に
在
て
は
政
府
の
監
督
如
何
に
周
到

な
り
と
錐
之
に
依
り
公
益
保
護

の
完
全
を
期
す
る
こ
と
容
易
な
ら
さ
る
は
経
験
あ

る
者
の
斉
く
認
む
る
所
な
り
故
に
欧
洲
各
国
に
於
け
る
鉄
道
政
策
は
漸
次
私
設
鉄

道
を
収
用
し
て
之
を
政
府
の
直
営
管
理
に
移
す
の
傾
向
あ
り

我
国
に
於
て
は
明
治
維
新
の
際
に
於
て
既
に
国
有
主
義
を
以
て
我
鉄
道
政
策
と
定

め
現
在
官
設
東
海
道
線
中
の
京
浜
及
京
神
聞
の
如
き
維
新
当
初
に
於
て
既
に
政
府

自
ら
之
を
起
工
し
弦
に
我
鉄
道
国
有
の
基
礎
を
置
き
爾
来
官
設
鉄
道
の
延
長
に
付

継
続
施
設
す
る
所
あ
り
然
れ
と
も
鉄
道
の
普
及
は
経
済
上
及
軍
事
上

一
日
も
猶
予

す

へ
か
ら
さ
る
急
務
に
し
て
而
し
て
政
府
財
政
の
状
態
は
尽
く
之
を
速
成
す
る
こ
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と
能
は
さ
る
の
事
情
あ
り
是
に
於
て
乎
私
設
鉄
道
条
例
の
発
布
あ
り
之
に
依
て
私

設
特
許
の
規
準
を
示
し
併
せ
て
将
来
に
於

て
之
を
国
有
に
統

一
す
る
の
主
義
を
確

定
せ
り
而
し
て
鉄
道
敷
設
法
に
至
て
は
益

々
国
有

の
緊
急
な
る
こ
と
を
認
め
其
の

第

一
条
に
於
て

「政
府
は
帝
国
に
必
要
な
る
鉄
道
を
完
成
す
る
為
漸
次
予
定
の
線

路
を
調
査
し
及
敷
設
す
」
と
規
定
し
而
し

て
既
成
鉄
道
の
処
分
に
関
し
て
は
其
の

第
十

一
条
に
於
て

「既
成
私
設
鉄
道
に
し

て
第
二
条
に
依
り
敷
設
す

へ
き
線
路
の

為
買
収
の
必
要
あ
り
と
認
む
る
も
の
は
政
府
は
其
の
会
社
と
協
議
の
上
価
格
を
予

定
し
帝
国
議
会
の
協
賛
を
求
む

へ
し
」
と
規
定
し
以
て
将
来
政
府
の
統

一
管
理
の

下
に
完
全
な
る
鉄
道
網
を
構
成
す

へ
き
趣
旨
を
明
示
せ
り
然
れ
と
も
我
鉄
道
系
絡

の
状
態
を
見
る
と
き
は
官
設
私
設
互
に
錯
綜
併
立
し
特
に
我
鉄
道
系
絡
中
主
要
の

幹
線
に
し
て
数
個
の
私
設
会
社
に
分
属
す
る
か
如
き
又
は
政
府
の
管
理
す
る
鉄
道

に
し
て
私
設
鉄
道
の
中
間
に
介
在
し
数
十
乃
至
数
百
哩
を
隔
つ
る
も
の
あ
る
か
如

き
実
例
に
乏
し
か
ら
さ
る
は
固
よ
り

一
時

の
変
態
に
し
て
既
に
之
か
整
理
の
期
は

予
定
せ
ら
れ
た
る
も
の
あ
り
と
錐
も
私
設
鉄
道
法
の
規
定
に
依
れ
は
其
の
期
尚
遙

に
し
て
空
し
く
其
の
日
の
至
る
を
侯

つ
は
我
鉄
道
政
策
上
遺
憾
固
に
砂
か
ら
す
是

に
於
て
乎
去
三
十
二
年
中
政
府
は
鉄
道
国
有
調
査
会
を
設
け
私
設
鉄
道
買
収

の
こ

と
を
審
議
せ
し
め
而
し
て
調
査
会
は
鉄
道
国
有
法
及
鉄
道
買
収
法
の
二
法
案
を
具

し
政
府
に
復
申
す
る
所
あ
り
し
も
此
の
二
法
案
は
帝
国
議
会
の
協
賛
を
経
る
に
至

ら
す
し
て
遂
に
已
め
り
爾
来
鉄
道
買
収
の
こ
と
時
に
朝
野
に
唱
道
せ
ら
れ
さ
る
に

あ
ら
す
と
錐
今
尚
実
行
に
至
ら
す
是
れ
深
く
遺
憾
と
す
る
所
な
り

抑
全
国
鉄
道
中

一
地
方
運
輸
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
き

一
般
の
鉄
道
を
政
府
の

管
理
に
統

一
す
る
こ
と
の
交
通
上
軍
事
上
及
経
済
上
に
至
大
の
利
益
あ
る
こ
と
は

世
上
既
に
定
論
の
存
す
る
あ
り
又
更
に
吹

々
を
要
せ
す
と
錐
国
有
統

一
の
為
其
の

効
果
直
に
顕
然
た
る
も
の
を
挙
く
れ
は
左

の
如
し

一
、
運
輸
の
疏
通

統

一
の
結
果
は
著
し
く
運
輸
の
疏
通
を
来
し
列
車
は
自
由
に
之
を
直
通
せ
し
む

る
こ
と
を
得
運
賃
も
亦

一
定
の
率
に
依
る
こ
と
を
得

へ
く
随
て
毫
も
煩
冗
の
手

数
及
繁
雑
の
計
算
を
要
せ
さ
る
こ
と
と
な
り
貨
物
旅
客
運
送
の
便

一
層
其
の
度

を
高
む
る
に
依
り
鉄
道
収
入
の
増
加
と
な
り
殊
に
生
産
力
発
達
上
大
に
誘
導
と

な
る
の
利
便
あ
り

一
、
運
賃
の
低
減

遠
距
離
に
於
け
る
貨
物
乗
客
の
運
賃
は
統

一
の
結
果
著
大
な
る
低
減
を
来
し
大

に
生
産
力
開
発
の
動
機
を
促
か
し
国
富
の
増
進
に
向
て
偉
大
な
る
効
果
を
与
ふ

へ
し

一
、
設
備

の
整
斉

現
在
各
鉄
道
に
属
す
る
異
式
の
車
輌
及
各
種
材
料
の
統

一
に
依
り
各
線
共
通
使

用
上
の
利
益
を
来
し
将
来
運
輸
経
営
上
便
益
を
得
る
こ
と
鮮
少
な
ら
す

傍
ほ
鉄
道
経
理
の
上
に
影
響
す

へ
き
利
便
の
概
要
を
示
せ
は
左
の
如
し

一
、
総
係
費

の
節
減

全
国
私
設
鉄
道
中

一
地
方
運
輸
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
き
他
の

一
般
鉄
道
十

六
会
社
の
重
役
及
庶
務
会
計
に
対
す
る
俸
給
及
諸
給
の
如
き
会
社
の
総
係
費
に

属
す
る
経
費
は
当
然
九
拾
六
万
余
円
を
減
し
得

へ
し
即
ち
（
い
）
号
表
に
示
す
か
如

し
二
、
運
輸
費
の
節
約

鉄
道
統

一
の
結
果
と
し
て
各
鉄
道
間
に
於
け
る
連
帯
賃
金

の
精
算
事
務
は
全
く

之
を
省
略
し
得

へ
き
か
故
に
之
よ
り
生
す
る
節
約
金
額
は
即
ち
（
ろ
）
号
表
に
示
す

か
如
し

三
、
設
備
上
の
節
約

現
在
各
鉄
道
に

一
個
所
乃
至
数
個
所
の
設
備
を
要
す
る
工
場
は
鉄
道
統
合

の
後

は
各
線
路
方
面
必
要
の
場
所
に
取
纏
め
得
る
を
以
て
経
済
上
利
便
を
増
進
す
る
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こ
と
少
か
ら
す

四
、
貯
蔵
品
の
節
約

現
在
鉄
道
に
要
す
る
貯
蔵
物
品
は
凡
其
の
数
量
を
半
減
す
る
を
得

へ
く
随
て
現

時
の
倉
庫
も
亦
其
の
数
を
減
す
る
こ
と
を
得

へ
し
其
の
数
量
は
（
は
）
号
表
に
示
す

か
如
し

五
、
運
転
上
の
利
便

車
輌
の
配
給
は
統

一
の
結
果
と
し
て
大
に
其
の
便
を
増
し
各
線

の
繁
閑
に
応
し

交
互
流
用
上
遺
憾
な
き
を
得

へ
く
且
予
備
車
輌
の
如
き
其
の
数
を
省
減
す
る
こ

と
を
得
随
て
運
搬
力
に
於
て

一
割
乃
至
二
割
の
増
加
を
来
す

へ
し

(
（
に
）

号
表
及

（
ほ
）

号
表
)

以
上
汎
説
す
る
か
如
く
国
有
統

一
の
直
接
の
結
果
と
し
て
経
費
に
於
て
は
約
百
八

拾

一
万
余
円
を
節
約
し
得

へ
く
而
し
て
運
輸

の
疏
通
運
搬
力
の
増
加
設
備
の
整
斉

及
運
賃

の
低
減
に
因
り
公
衆
の
享
く
る
利
益
頗
る
大
な
る
も
の
あ
る
へ
き
か
故
に

出
来
得
る
限
り
速
に
之
を
断
行
し
て
我
鉄
道

政
策
の
本
旨
を
貫
徹
す
る
を
以
て
経

世
の
要
務
と
す
而
し
て
其
の
必
要
を
感
す
る
こ
と
今
日
よ
り
切
な
る
は
な
く
其
の

機
会
を
得
た
る
こ
と
亦
今
日
よ
り
好
き
は
な
し
以
下
之
を
細
説
せ
ん

（
一
）

鉄
道
国
有
は
産
業
振
興
の
資
た
る
こ
と

這
回
戦
役
の
結
果
帝
国
の
名
声
大
に
揚
り
世
界
列
強
の
伍
伴
に
列
す
る
に
至
れ
り

と
錐
翻
て
財
政
経
済
上
の
推
移
を
案
す
る
と
き
は
軍
事
の
為
巨
額
の
国
債
を
増
加

し
又
国
家
の
位
置
上
進
に
伴
ひ
将
来
新
に
諸
般
の
経
費
を
要
す

へ
き
か
故
に

一
般

国
民
の
負
担
戦
前
に
比
し
大
に
加
重
す
る
も

の
あ
り
能
く
此
等
の
負
担
に
耐

へ
国

家
隆
興
の
気
運
を
利
導
せ
ん
か
為
に
は
内
は
海
陸
の
物
産
並
に
各
種
の
工
業
を
振

作
し
て
富
力
の
増
進
を
図
り
外
は
海
外
貿
易
を
奨
励
し
て
世
界
の
市
場
に
角
逐
し

内
外
相
応
し
て
経
済
上
大
発
展
を
試
む
る

の
企
図
あ
る
へ
き
は
復
紮
説
を
須
ゐ
い

さ
る
所
な
り
而
し
て
交
通
機
関
の
整
備
運
輸

の
疏
通
は

一
般
商
工
業
を
振
作
す
る

の
直
路
に
し
て
鉄
道
は
実
に
陸
上
運
輸
交
通
機
関
の
魁
首
な
り
故
に
之
か
運
用
の

良
否
は
直
に
産
業
の
盛
衰
消
長
に
影
響
す
る
や
頗
る
大
な
り
今
我
鉄
道
の
現
状
を

見
る
に
果
し
て
能
く
戦
後
経
営
の
方
針
に
合
し
遺
憾
な
く
其
の
機
能
を
発
揮
し
得

へ
き
乎
北
は
北
海
道
よ
り
南
九
州
に
至
る
二
千
哩
に
足
ら
さ
る
主
要
幹
線
に
在
り

て
す
ら
其

の
管
理
既
に
七
八
を
更

へ
而
し
て
此
等
個
々
の
鉄
道
は
其
の
分
立
に
伴

ひ
徒
に
冗
費
を
重
ぬ
る
の
み
な
ら
す
運
賃
は
不
廉
に
し
て
運
転
材
料
は
其
の
共
通

を
鉄
き
遠
距
離
直
通
運
輸
の
如
き
は
不
廉
煩
累
と
遅
滞
と
の
為
遂
に
充
分
の
発
達

を
見
る
こ
と
能
は
す
是
れ
即
ち
管
理
統

一
を
鉄
く
か
為
生
す
る
悪
結
果
に
し
て
最

敏
速
に
且
最
経
済
的
に
物
資
を
疏
通
す
る
の
便
は

一
管
理
の
下
に
主
要
の
鉄
道
を

統
合
す
る
に
非
さ
れ
は
到
底
為
し
能
は
さ
る
所
な
り
又
私
設
会
社
は
其
の
本
領
と

し
て
射
利
収
益
を
目
的
と
す
る
か
故
に
私
設
鉄
道
に
対
し
公
益
の
為
自
己
の
利
益

を
犠
牲
に
供
し
運
賃
の
低
減
を
行
ひ
設
備
の
整
頓
を
図
ら
し
め
ん
と
す
る
か
如
き

は
素
よ
り
不
能
の
事
に
し
て
鉄
道
の
分
立
及
営
利
的
経
営
の
存
す
る
限
り
は
鉄
道

を
し
て
公
益
と
背
馳
せ
す
し
て
能
く

一
国
の
公
道
た
る
機
能
を
発
揮
せ
し
め
国
家

経
済
上
遺
憾
な
き
こ
と
を
期
す
る
は
木
に
縁
り
て
魚
を
求
む
る
も
の
と
謂
ふ
へ
き

な
り
現
時
挙
国

一
致
産
業
の
開
発
進
歩
を
図
る
を
是
れ
急
と
す
る
に
当
り
其
の
必

須
機
関
た
る
鉄
道
を
し
て
斯
の
如
き
不
便
不
利
の
現
状
に
在
ら
し
む
る
は
量
国
家

の
為
寒
心
す

へ
き
に
あ
ら
す
や

（
二
）

外
人
の
鉄
道
株
式
所
有
よ
り
生
す
る
弊
害

戦
勝
の
結
果
帝
国
の
真
相
明
白
と
な
り
其
の
財
政
経
済
上
の
信
用
頓
に
加
は
り
た

る
は
外
債
価
格
蒋
に
騰
貴
し
内
国
債
権
亦
既
に
外
人
の
購
買
を
誘
致
し
た
る
の
事

実
之
を
証
す
る
に
余
あ
り
利
に
敏
な
る
欧
米
諸
国
人
か
我
主
要
鉄
道
会
社
の
株
券

の
如
き
其
の
確
実
に
し
て
有
利
な
る
こ
と
を
知
る
に
至
ら
は
必
す
進
て
之
を
買
収

し
遠
か
ら
す
し
て
会
社
株
主
中
に
多
数
の
外
人
を
見
る
に
至
る

へ
し
若
夫
れ
主
要

鉄
道
に
し
て
彼
等
の
掌
裡
に
帰
し
其
の
制
御
す
る
所
と
為
る
に
至
ら
は
其
の
弊
害
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百
出
終
に
収
拾
す

へ
か
ら
さ
る
に
至
る

へ
き
は
杞
憂
に
非
す
試
に
其

の
重
な
る
場

合
を
例
せ
は

一
、
国
家
非
常
の
場
合
に
際
し
大
に
産
業

の
振
興
を
図
る
へ
き

の
必
要
あ
る
と
き

又
は
大
に
輸
出
を
奨
励
し
外
国
品
と
競
争
を
試
む
る
の
必
要
あ
る
と
き
の
如
き

は
鉄
道
収
利
の
如
何
を
顧
み
す
特
に
運
搬
力
を
増
加
し
運
賃
の
大
低
減
を
為
さ

さ
る
へ
か
ら
す
是
れ
鉄
道

の
収
利
に
於

て
失
ふ
所
あ
る
も
他
の
産
業
上
に
於
て

大
に
得
る
所
あ
り
結
局
国
家
経
済

の
大
体
上
利
益
と
す
る
を
以
て
な
り
是
の
如

き
は
内
国
人
の
管
理
す
る
私
設
会
社

に
在
り
て
す
る
を
容
易
に
行
は
れ
難
き
こ

と
に
し
て
若
し
外
国
人
の
掌
裡
に
帰

し
た
る
会
社
に
於
て
は
到
底
其
の
実
行
を

見
る
こ
と
能
は
さ
る
へ
し

一
、
鉄
道
は
経
済
上
必
要
な
る
の
み
な

ら
す
軍
事
上
に
於
て
も
亦
訣
く

へ
か
ら
さ

る
機
関
な
り

一
朝
出
師
準
備
を
為
し
軍
事
輸
送
を
実
行
す
る
に
当
り
今
日
の
如

く
克
く
秘
密
を
保
ち
且
偉
大
の
利
便
を
供
し
或
は
車
輌
係
員
等
を
徴
用
す
る
場

合
に
於
て
は
迅
速
円
滑
に
之
を
処
理
し
得
る
か
如
き
こ
と
は
外
人
の
攣
肘
を
受

く
る
会
社
に
対
し
決
し
て
望
み
得

へ
か
ら
さ
る
事
な
り
と
す

一
、
鉄
道
国
有
は
欧
洲
大
陸
諸
国
に
於

て
も
概
ね
其
の
必
要
を
認
め
又
我
鉄
道
政

策
の
方
針
と
し
て
は
既
に
確
定
す
る
所
あ
り
今
日
余
す
所
は
単
に
実
行
の
時
期

如
何
に
在
る
の
み
然
る
に
若
し
其
の
時
期
を
誤
り
私
設
鉄
道
の
実
権
外
人
の
手

中
に
帰
す
る
に
至
ら
は
仮
令
後
日
に
至
り
他
の
条
件
は
之
を
買
収
す
る
に
充
分

余
地
あ
る
の
時
期
到
来
し
た
り
と
す

る
も
果
し
て
能
く
買
収
を
実
行
し
得

へ
き

や
否
や
測
る
へ
か
ら
す
欧
洲
諸
国
に
於
て
鉄
道
国
有
の
実
行
に
困
難
を
感
す
る

は
其
の
理
由
種
種
あ
り
と
難
外
国
資
本
の
勢
力
あ
る
鉄
道
買
収
に
於
て
障
擬
を

来
す
場
合
多
き
か
如
し
瑞
西
国
に
於

て
は
既
に
其
の
傾
向
を
感
し
数
年
前
万
難

を
排
し
て
鉄
道
国
有
を
断
行
し
た
る
か
如
き
以
て
範
を
采
る
に
足
れ
り

外
国
資
本
の
我
経
済
界
に
流
入
す
る
は
決
し
て
嫌
ふ

へ
き
こ
と
に
非
す
然
れ
と
も

其

の
投
資
す
る
事
業
の
種
類
並
に
其
の
方
法
の
如
何
に
よ
り
て
は
国
家
は
之
か
為

却

て
不
測
の
損
失
を
招
く
に
至
る
へ
し
深
く
考
慮
せ
さ
る
へ
け
ん
や

（
三
）

戦
後
財
政
の
整
理
に
便
す
る
こ
と

一
、
十
六
会
社
所
属
の
鉄
道
二
千
七
百
九
十
二
哩
を
本
案
所
定
の
標
準
価
格
に
依

り
買
収
す
る
と
き
は
之
か
為
五
分
利
付
四
億
弐
参
千
万
円
の
公
債
を
発
行
す
る

の
要
あ
り
随
て
政
府
の
公
債
総
額
は
内
債
約
拾
四
億
弐
参
千
万
円
外
債
拾
億
七

千
万
円
合
計
約
弐
拾
五
億
円
の
巨
額
に
達
す

へ
し
と
錐
鉄
道
買
収
公
債
は
他
の

公
債
と
異
り
従
来
経
済
市
場
に
流
通
せ
る
有
価
証
券
即
株
式
及
社
債
券
約
弐
億

弐
千
四
百
万
円
に
代
り
市
場
に
出
現
す
る
も
の
な
れ
は
我
経
済
市
場
の
証
券
吸

収
力
に
対
す
る
影
響
は
深
く
顧
慮
す
る
に
足
ら
す
若
し
仮
に
影
響
あ
る
も
の
と

す
る
も
素
よ
り
些
々
た
る
も
の
に
し
て
不
生
産
的
事
業
の
為
新
に
公
債
を
発
行

す
る
か
如
き
場
合
と
同
日
の
論
に
非
さ
る
や
勿
論
な
り
而
し
て
別
表
示
す
所
の

私
設
鉄
道
買
収
後
に
於
け
る
事
業
収
支
見
込
調
に
依
れ
は
鉄
道
買
収
公
債
に
し

て
特
別
会
計
に
依
る
も
の
と
仮
定
す
れ
は
事
業
の
収
益
に
よ
り
年
々
其
の
利
息

を
支
払
ひ
尚
鍾
万
の
剰
余
を
存
す

へ
き
計
算
に
し
て
此
の
剰
余
金
を
以
て
公
債

償
還
に
充

つ
る
と
き
は
三
十
四
五
年
間
に
於
て
之
を
皆
済
し
得

へ
き
か
故
に
爾

後
国
庫
は
年
々
約
五
千
万
円
以
上
の
収
入
を
得

へ
き
計
算
な
り
然
る
に
本
公
債

た
る
前
述
の
如
く
従
来
市
場
に
存
在
せ
る
株
式
及
社
債
に
代
り
出
現
し
た
る
も

の
に
し
て
彼
の
株
式
に
就
て
は
市
場
は
嘗
て
之
か
償
還
を
夢
想
せ
さ
り
し
か
如

く
本
公
債
に
就
て
も
亦
其
の
償
却
減
少
を
需
む
る
も
の
に
あ
ら
さ
る
な
り
而
し

て
他
方
を
顧
み
れ
は

一
般
歳
入
に
於
て
は
戦
時
特
別
税
に
し
て
平
和
克
復
の
今

日
に
至
る
も
尚
之
を
廃
止
す
る
こ
と
能
は
す
将
来
継
続
徴
収
せ
さ
る
へ
か
ら
さ

る
も
の
其
の
年
額
約
七
千
万
円
の
存
す
る
あ
り
之
に
代
は
る
へ
き
他
の
財
源
を

求
む
る
こ
と
所
謂
焦
眉
蕾
な
ら
さ
る
も
の
に
し
て
鉄
道
買
収
公
債
償
還
の
資
金

に
充
て
ん
と
欲
す
る
年

々
の
事
業
剰
余
金
の
如
き
は
買
収
当
初
に
於
て
は
其
の
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額
敢
て
大
な
ら
さ
る
も
尚
之
を
移
し
て
以
て
其
の
財
源
と
為
す
に
於
て
は
財
政

整
理
上
に
其

の
便
や
勘
か
ら
さ
る
な
り

一
、
這
回
の
戦
費
を
按
す
る
に
臨
時
非
常

の
税
目
を
外
に
し
て
単
に
将
来
の
負
担

た
る
へ
き
国
債

の
み
を
挙
く
る
も
内
外
を
合
し
て
約
拾
五
億
円
の
巨
額
に
達
せ

り
此
の
内
尚
幾
分

の
剰
余
あ
る
へ
し
と
錐

此
を
以
て
軍
隊
引
揚
費
陸
海
軍
器
侯

舩
艦

の
補
充
費
並
軍
入
軍
属

の
給
与
及
遺
族
扶
助
料
等
必
須
の
支
途
に
支
出
せ

は
其

の
剰
す
所
決
し
て
多
き
を
望
む
能
は
す
然
る
に
東
洋
に
於
け
る
帝
国
の
地

歩
を
確
実
に
す
る
か
為
に
は
更
に
軍
備

の
拡
張
を
も
要
す

へ
く
又
韓
国
に
対
す

る
宗
主
権
を
行
ひ
遼
東
半
島
租
借
地
並
新
領
土
樺
太
南
部
の
経
営
を
完
う
す
る

か
為
に
は
今
後
数
年
問
に
尚
数
億
円
の
経
費
を
要
す

へ
き
は
亦
親
易
き
の
数
な

り
而
し
て
此
等
巨
額
の
資
金
は
我
財
政
の
現
況
に
照
す
に
之
を
公
債
に
仰
く

の

外
他
に
適
当
の
財
源
な
か
る
へ
く
然
る
に
内
地
に
於
て
は
製
に
約
四
億
円
の
国

庫
債
券
を
発
行
し
あ
る
を
以
て
此
上
更
に
巨
額
の
応
募
あ
る
を
必
す

へ
か
ら
す

故
に
勢
外
国
の
市
場
に
向
て
其

の
大
部
分
を
募
集
す
る
に
至
る
へ
き
は
已
む
を

得
さ
る
所
な
り
又
他
の

一
面
に
於
て
は
既
募
国
債
中
内
債

の
全
部
及
外
債

の

一

部
は
其
の
利
率
過
大
に
し
て
其

の
償
還
期

限
も
亦
近
く
五
六
年

の
問
に
過
れ
る

を
以
て
之
を
整
理
償
還
し
て
成
し
得
る
限
り
負
担
を
軽
減
す
る
の
方
を
講
す
る

は
当
局
者
の
責
任
な
る

へ
し
凡
そ
此
等
多

方
面
に
渉
る
資
金

の
需
要
は
結
局
低

利
の
外
資
を
輸
入
し
て
之
に
応
す
る
を
第

一
義
と
す

へ
く
而
し
て
低
利

の
外
資

を
輸
入
せ
ん
か
為
に
は
確
実
な
る
担
保
を
提
供
す
る
の
必
要
あ
る
や
勿
論
な
り

国
有
統

一
の
鉄
道
は
此
の
外
債
の
担
保
と
し
て
最
恰
好
の
も

の
た
り
之
に
依
り

て
優
に
戦
後
の
財
政
を
調
理
し
諸
般
の
施

設
を
進
む
る
を
得

へ
き
も

の
恐
ら
く

は
他
に
之
に
匹
す

へ
き
も
の
な
か
ら
ん
是
れ
即
ち
私
設
鉄
道
買
収
策
を
以
て
戦

後
財
政
の
整
理
に
便
あ
り
と
為
す
所
以
な
り

之
を
要
す
る
に
鉄
道
の
国
有
統

一
は
戦
後
経
営
の
急
務
に
し
て
其

の
断
行
は
実
に

財
政
経
済
軍
事
等
諸
問
題
の
乱
麻
を
断

つ
の
快
刀
た
り
と
謂
ふ
も
護
言
に
非
さ
る

な
り
若
し
今
日
に
於
て
国
有
統

一
の
業
を
遂
け
さ
る
と
き
は
或
は
終
に
実
行
の
機

な
き
を
恐
る
鉄
道
国
有
は
素
よ
り
軽
易
の
問
題
に
非
す
多
少
の
困
難
あ
る
は
亦
已

む
を
得
さ
る
所
な
り
と
錐
世
間
の
大
事
業
何
事
か
困
難
の
伴
は
さ
る
も
の
あ
る

へ

き
唯
達
識
洞
観
断
し
て
之
を
行
ふ
を
要
す
る
の
み
普
国
々
有
鉄
道
の
今
日
の
好
成

績
あ
る
は
三
十
三
年
前
彼
の
鉄
血
宰
相
か
世
上
の
物
議
を
顧
み
す
決
然
と
し
て
国

有
政
策
を
実
行
し
た
る
に
基
け
り
此
の
事
量
独
り
比
侯
の
鉄
断
を
侯
ち
て
而
る
後

能
く
す
と
謂
は
ん
や
白
耳
義
は
已
に
万
国
に
率
先
し
て
之
を
行
ひ
瑞
西
亦
数
年
前

に
之
を
断
行
し
た
り

（
い
）

号
表

官
私
設
鉄
道
総
係
費
比
較

一
、
官
設
鉄
道
総
経
費

弐
拾
壱
万
参
千
七
百
九
拾
五
円

開
業
哩
千
二
百
十

一
哩
に
割
当
て
一
哩
に
付
金
百
七
拾
六
円
五
拾
四
銭

総
収
入
金
弐
千
参
拾
六
万
七
千
七
百
六
拾
七
円
に
割
当
て
壱
万
円
に
付
金
百

四
円
九
拾
七
銭

一
、
私
設
鉄
道
総
経
費

(十
六
会
社
分
)

百
四
拾
壱
万
七
千
五
百
弐
拾
円

開
業
哩
二
千
七
百
九
十
二
哩
に
割
当
て

一
哩
に
付
五
百
七
円
七
拾
壱
銭

総
収
入
金
参
千
八
百
六
拾
四
万
九
百
七
拾
九
円
に
割
当
て
壱
万
円
に
付
金
参

百
六
拾
六
円
八
拾
四
銭

官
設
鉄
道
の
割
合
に
依
り
私
設
鉄
道
の
総
経
費
を
算
出
す
る
に

哩
数
に
依
る
と
き
は

金
四
拾
九
万
弐
千
九
百
円

[哩
数
二
千
七
百
九
十
二
哩

一
哩
に
付
百
七
拾
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六
円
五
十
四
銭
*
割
注
]

総
収
入
に
依
る
と
き
は

金
四
拾
万
五
千
六
百
拾
四
円

[総
収
入
参
千
八
百
六
拾
四
万
九
百
七
十
九
円

壱
万
円
に
付
百
四
円
九
拾
七
銭
*
割
注
]

以
上
二
廉
の
平
均
額
は

金
四
拾
四
万
九
千
弐
百
五
拾
七
円
と
な
る

此
金
額
と
私
設
鉄
道
総
係
費
の
実
額
と
の
差

金
九
拾
六
万
八
千
弐
百
六
拾
参
円

は
管
理
統

一
の
結
果
節
約
し
得
へ
き
金
額
と
な
る

備
考

一
、
官
設
鉄
道
中
に
は
北
海
道
線
を
含
ま
す

二
、
私
設
鉄
道
総
係
費
中
に
は
諸
税
を
含
ま
す

三
、
官
設
鉄
道
総
係
費
は
三
十
七
年
度
中
の
実
額
、
哩
程
は
同
年
度

末
の
実
数
を
採
る

四
、
私
設
鉄
道
総
係
費
は
三
十
七
年
度
下
半
期
及
三
十
八
年
上
半
期

中
の
実
額
、
哩
程
は
三
十
八
年
上
半
期
末
の
実
数
を
採
る

（
ろ
）

号
表

連
帯
運
輸
調
査
に
関
す
る
費
用
調

金
六
万
四
千
参
百
円

鉄
道
作
業
局

一
ヶ
年
連
帯
運
輸
調
査
費
概
算
額

金
八
万
弐
千
五
百
参
拾
八
円

鉄
道
作
業
局
に
於
け
る
一
ヶ
年
連
帯
運
輸
収
支
総

額
五
百
五
拾
万
円
に
対
し
私
設
鉄
道

(十
六
会

社
)
に
於
け
る
同
金
額
は
七
百
六
万
円
即
局
扱
高

の
約

一
倍
二
割
八
分
に
当
る
故
に
費
用
も
亦
約

一

倍
二
割
八
分
を
要
す
る
も
の
と
し
如
上

金
弐
万
六
千
八
百
円

約
五
十
個
所
に
於
け
る
連
絡
駅
車
号
掛
費
用

合
計
金
拾
七
万
参
千
六
百
参
拾
八
円

右
は
鉄
道
統

一
に
依
り
運
輸
費
に
於
て
節
約
し
得

へ
き
金
額
概
算
と
す

備
考

本
経
費
の
如
き
は

一
両
年
は
推
移
に
依
り
て
大
な
る
増
減
を
来
す

へ
き

性
質
の
も
の
に
あ
ら
さ
る
と
同
時
に
三
十
七
年
に
於
て
は
時
局
の
関
係

上
連
帯
運
輸
に
非
常
に
変
動
を
生
し
た
る
を
以
て
寧
ろ
三
十
六
年
度
の

現
状
に
就
て
算
出
し
た
る
も
の
を
適
当
と
認
め
其
金
額
を
襲
用
す

（
は
）

号
表

官
私
設
鉄
道
貯
蔵
物
品
代
価

官
設

弐
百
八
拾
四
万
百
九
拾
五
円

私
設

(十
六
会
社
)
四
百
七
拾
六
万
四
千
四
拾
八
円

計
七
百
六
拾
万
四
千
弐
百
四
拾
参
円

同
上
の
半
額
参
百
八
拾
万
弐
千
百
弐
拾
弐
円

備
考

一
、
官
設
鉄
道
中
に
は
北
海
道
線
を
含
ま
す

二
、
前
記
の
金
額
中
官
設
鉄
道
は
三
十
七
年
度
末
調
私
設
鉄
道
は
三
十
八
年

度
上
半
期
末
調
を
採
る

（
に
）

号
表

官
私
設
鉄
道
車
輌
費

官
設

弐
千
八
拾
六
万
三
千
六
百
参
拾
四
円

私
設

(十
六
会
社
)
四
千
参
百
五
拾
参
万
百
六
拾
円

計

六
千
四
百
参
拾
九
万
参
千
七
百
九
拾
四
円

備
考

一
、
官
設
鉄
道
中
に
は
北
海
道
線
を
含
ま
す

二
、
前
記
の
金
額
中
官
設
鉄
道
は
三
十
七
年
度
末
調
私
設
鉄
道
は
三
十
八

年
度
上
半
期
末
調
を
採
る
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三
、
私
設
鉄
道
車
輌
中
に
は
大
阪
、
豊
州
、
水
戸
、
両
毛
其
他
三
十
八
年

度
上
半
期
前
に
他
に
合
併
し
た
る
会
社
の
車
輌
費
は
包
含
せ
す

（
ほ
）

号
表東

海
道
線
及
北
陸
線
平
均
運
用
車
数

年

月

車

輌

走
行

哩
程

平

均

一
日
運

用

車

数

三

十

七
年

四

月

五

、

六

一
五

、

八

九

〇

三
、

六
七

一

〃

五

月

五

、

九

三

七

、

三

三

六

三
、

八

八

一

〃

六

月

四

、

四

八

四

、

八

三

一

二

、
九

一三

ク

七

月

四

、

九

〇

七

、

三

九

三

三

、

二

〇

七

ク

八

月

五

、

三

八

九

、

七

三

四

三
、

五

二

三

〃

九

月

五

、

一
三

八

、

五

七

九

三
、

三

五
九

〃

十

月

五

、

九

五

一
、
二一

五

三

、

八

九

〇

〃

十

一
月

六

、

二

三

五

、

七

六

五

四

、

〇

七

六

ク

十

二

月

六

、

六

一
四

、

九

九

〇

四

、

三

二

四

三

十

八

年

一
月

五

、

九

六

三

、

七

五

四

三

、

八
九

八

ク

二
月

五

、

四

五

二
、

一
九

四

三

、

五

六

四

〃

三

月

六

、

二
五

四

、

七

六

六

四

、

○

八

八

故
に一

日
平
均
運
用
車
数

三
、
七
〇

一

最
大
運
用
車
数

(十
二
月
)

四
、
三
二
四

最
小
運
用
車
数

(六
月
)

二
、
九
三
一

両
極
端
の
差
数

一
、
三
九
三

右
差
車
数

一
、
三
九
三
車
は
季
節
に
依
り
不
用
に
属
す
る
こ
と
あ
る
車
数
な
れ
は

車
輌
共
通
の
結
果
と
し
て
此
差
数
を
利
用
す
る
こ
と
を
得

へ
き
も
の
と
す
即
ち
之

を

一
ヶ
年
に
通
算
し
平
均
運
用
車
数
と
最
大
運
用
車
数
の
差
を
利
用
し
得
る
も
の

と
す
れ
は
約
二
割
弱
の
利
用
を
増
大
し
得
る
計
数
と
な
る
故
に
共
通
の
結
果
全
体

に
於
て
少
く
と
も

一
割
乃
至
二
割
の
運
搬
力
を
増
加
し
得

へ
し

鉄
道
統

一
の
為
生
す
る
経
費
節
約
額

金
九
拾
六
万
八
千
弐
百
六
拾
参
円

総
係
費

金
拾
七
万
参
千
六
百
参
拾
八
円

連
帯
運
輸
に
関
す
る
調
査
費

金
拾
九
万
百
六
円

貯
蔵
物
品
代
価
半
額
の
利
子

金
四
拾
八
万
弐
千
九
百
五
拾
参
円

車
輌
費

一
割
五
分
の
利
子

計
金
百
八
十
壱
万
四
千
九
百
六
拾
円

備
考

利
子
は
年
利
五
朱
と
す

●
16
-1

メ
モ

(遠
洋
航
路
間
題
)

遠
洋
航
路
問
題

○
政
府
は
大
正
四
年

一
月
以
降
遠
洋
航
路
に
関
し
て
当
業
者
に
対
し
如
何
な
る
命

令
を
為
し
以
て
航
路
を
継
続
せ
し
め
つ
・
あ
る
や
其
期
限
は
如
何

○
右

の
命
令
は
如
何
な
る
法
規
を
根
拠
と
し
て
逓
信
大
臣
は
之
を
為
し
た
る
か

○
荷
く
も
遠
洋
航
路
の
補
助
に
関
し
て
は
明
治
四
十
二
年
三
月
法
律
第
十
五
号
遠

洋
航
路
補
助
法
あ
り
此
法
律
以
外
に
依
る
へ
き
も
の
な
く
又
此
法
律
に
拠
ら
さ

る
可
か
ら
さ
る
に
非
す
や

○
若
し
此
法
律
に
根
拠
を
有
せ
さ
る
可
か
ら
す
と
せ
は
勿
論
同
法
第

一
条
の
但
書

ハ

マ

に
依
り
如
何
な
る
場
合
と
錐
も
補
助
金
額
及
年
限
に
付
其
長
短
如
何
に
拘
は
は

マ

ロ

ら
す
帝
国
議
会
の
協
賛
を
求
め
さ
る
可
か
ら
さ
る
へ
し
他
に
拠
る
可
き
理
由
あ
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る
や
如
何

○
遠
洋
航
路
法
中
主
要
の
条
項
は
補
助

の
金
額
年
限
に
し
て
此
二
者
其
働
き
を
為

さ

・
る
場
合
に
於
て
は
全
文
殆
と
其
用
を
為
さ
す
従
て
何
等

の
命
令
も
為
し
能

は
さ
る
も
の
と
思
は
る
如
何

○
帝
国
憲
法
第
七
十

一
条
に
於
て
予
算

不
成
立
の
場
合
に
は
前
年
度

の
予
算
を
施

行
す
可
し
と
の
規
定
あ
り
然
れ
と
も
本
間
の
如
き
場
合
に
於

て
果
し
て
施
行
し

得
可
き
前
年
度
予
算
な
る
も
の
あ
り
や
否
元
来
航
海
補
助
法
於
て
補
助
の
期
限

は
五
年
以
内
に
限
る
こ
と
を
厳
定
し
尚
ほ
但
書
を
以
て
其
以
内
に
於
け
る
期
間

と
錐
も
議
会

の
協
賛
を
求
む
可
き
も

の
な
る
事
を
規
定
せ
り

本
件
は
明
治
四
十
三
年
よ
り
四
十
七
年
十
二
月
迄
五
年
を
期
し
補
助
を
為
し
命

令
航
海
に
従
事
せ
し
め
た
る
も
の
な
り
其
最
終
の
期
間
満
了
せ
し
場
合
何
か
残

る
○
良
し
や
形
式
上
前
年
度
予
算
な
る
も

の
あ
り
と
す
る
も
不
必
要
に
も
拘
は
ら
す

全
額
費
消
し
尽
せ
と
の
趣
意
は
断
し

て
無
し
斯
る
場
合
に
は
不
要
額
と
し
て
剰

除
金
と
な
る
な
り
又
実
際
使
用
せ
ん
と
す
る
も
実
体
上
必
要
な
る
命
令
を
為
し

能
は
さ
る
場
合
に
は
同
様
不
要
額
と
な
り
終
は
ら
ん
此
点
如
何

遠
洋
航
路
補
助
法

第

一
条

主
務
大
臣
は
帝
国
臣
民
又
は
帝
国
臣
民
の
み
を
社
員
若
く
は
株
主
と
す

る
商
事
会
社
を
し
て
運
送
業
を
営
む
者
に
本
法
に
拠
り
航
海
補
助
金
を
支
給
し
五

年
以
内
の
期
間
を
限
り
左
の
遠
洋
航
路
に
於
て
定
期
航
海
に
従
事
せ
し
む
る
こ
と

を
得

但
し
補
助
金
額
年
限
に
付
て
は
帝
国
議
会
の
協
賛
を
求
む
可
し

一
欧
州
航
路

二
北
米
航
路

三
南
米
航
路

四
濠
州
航
路

本
法
に
於
て
補
助
航
海
と
称
す
る
は
前
項
に
依
る
定
期
航
海
を
云
ふ

遠
洋
航
路
補
助
法
の
規
定
に
依
り
成
立
し
た
る
経
費
は
憲
法
第
六
十
七
条
に
所
謂

法
律

の
結
果
に
依
り
又
は
法
律
上
政
府

の
義
務
に
属
す
る
歳
出
と
称
す
可
き
も
の

と
思
は
る

・
か
如
何

果
し
て
然
り
と
せ
は
之
を
使
用
す
る
場
合
に
於
て
は
如
何
な
る
場
合
を
問
は
す
法

律
を
根
拠
と
し
た
る
命
令
に
依
ら
さ
る
へ
か
ら
さ
る
こ
と
当
然
の
結
論
と
思
は
る

る
か
如
何

●
16
-
2

メ
モ

(米
価
調
節

生
糸
救
済
間
題
)

米
価
調
節
生
糸
救
済
問
題

○
米
価
調
節
生
糸
救
済
問
題
は
実
に
国
民
生
活
上
直
接
の
問
題
に
し
て
其
利
害
に

依
り
て
可
否
の
議
論
あ
る
可
や
は
当
然
の
事
な
り
。
社
会
政
策
上
の
問
題
と
も

な
り
国
民
経
済
上
重
要
の
案
件
に
し
て
其
実
体
上
議
会
の
協
賛
を
経

へ
き
性
質

に
し
て
其
協
賛
を
経
る
の
法
式
か
法
律
の
形
に
よ
る
か
将
た
予
算
の
形
に
於
て

す
る
か
或
は
将
来
に
も
渉
る
も
の
と
せ
は
予
算
外
国
庫
の
負
担
に
依
る
形
に
よ

る
か
是
等
皆
畢
寛
形
式
に
関
す
る
問
題
に
し
て
其
実
体
か
議
会
の
協
賛
を
経
可

き
性
質
の
も

の
た
る
こ
と
蓋
し

一
点
の
疑
な
か
る
可
果
し
て
然
り
と
せ
は
議
会

解
散
の
為
め
而
か
も
次
の
議
会
を
待

つ
こ
と
を
得
さ
る
迄
の
緊
急
必
要
か
あ
り

と
せ
は
憲
法
第
八
条
緊
急
命
令
に
依
る
か
又
は
同
第
七
十
条
の
規
定
に
依
り
財

政
上
緊
急
処
分
の
処
置
と
す
る
か
何
れ
か
に
依
ら
さ
る
可
か
ら
さ
る
に
非
す
や

然
る
に
是
れ
は
単
に
行
政
命
令
に
依
り
此
重
大
な
る
案
件
を
実
行
し
た
る
は
果

し
て
如
何
な
る
理
由
に
基
く
か
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●
18

メ
モ

(遠
洋
航
路
補
助
に
つ
い
て
の
意
見
)

一
巴
奈
馬
、
紐
育
航
路
を

「シ
ヤ
ト
ル
」
に
寄
港
せ
し
む
る
こ
と
は
事
実
上

「
タ

コ
マ
」
航
路
と
競
争
を
甚
し
く
す
る
に
均
し
如
何
と
な
れ
ば
現
在
は
郵
船
三
隻

商
船
に
六
隻
に
船
舶
を
補
助
し
た
る
に
巴
奈
馬
航
路
に
対
し
て
入
隻
の
船
舶
に

補
助
す
る
こ
と
は
郵
船
の
シ
ヤ
ト
ル
航
路

に
新
た
に
大
船
五
隻
を
増
加
す
る
こ

と

・
な
る
こ
れ
名
義
上
郵
船
、
商
船
の
競
争
航
路
を
整
理
せ
ん
と
、
云
ひ
な
か

ら
実
際
は
却
て
競
争
を
激
甚
な
ら
し
む
る
も
の
な
り

一
巴
奈
馬
航
路
を

「
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
」
に
寄
港
せ
し
む
る
と
き
は
桑
港
航
路
の

貨
物
を
吸
集
し
又
テ
キ
ザ
ス
に
寄
港
す
れ
は
桑
港
に
出

つ
る
綿
花
を
裏
門
に
て

掬
ひ
取
り
東
洋
汽
船
の
桑
港
線
と
競
争
を
生
し
又

「
マ
ン
ザ

ニ
ヨ
」
「サ
リ
ナ

ク
ル
ス
」
に
寄
港
せ
し
む
れ
は
南
米
航
路
と
競
争
を
為
さ
し
む
る
に
均
し

一
故
に
純
粋
の
巴
奈
馬
航
路
を
開
く
を
急
務
と
せ
ば
須
ら
く
横
浜
よ
り
巴
奈
馬
に

直
航
そ
れ
よ
り
又
紐
育
に
直
航
々
路
を
開
く
べ
し

　
マ

マ

　

之
れ
他
会
社
の
領
域
を
侵
害
せ
す
又
二
重

に
補
助
金
を
与

へ
ず
し
し
て
航
路
の

目
的
を
達
す
べ
し

一
蘇
西
経
由
の
紐
育

(附
近
共
)
と
東
洋

(日
本
、
支
那
、
比
島
)
と
の
間
の
貨

物
は

一
ヶ
年
約

輸
出
十
五
万
屯

輸
入
二
十
万
屯

な
る
か
之
に
従
事
す
る
船
舶
二
十
三
隻
あ
り
て
出
航
度
数
四
十
七
回
あ
り
新
航

路
と
し
て
は
輸
出
四
万
五
千
屯
、
輸
入
五
六
万
屯
を
取
り
得
る
か
最
上
な
り
故

に
六
千
屯

の
船
に
て
も
其
輸
送
力
は
十
万
屯
以
上
に
及
ぶ
故
に
充
分
な
り

故
に
之
れ
以
上
の
船
舶
を
使
用
し
て
補
助
金
を
多
く
す
る
必
要
な
し

若
し
大
船
を
必
要
な
り
と
云
ふ
者
あ
れ
ば
そ
れ
は
大
阪
商
船
又
は
東
洋
汽
船
と

交
互
錯
綜
し
て
太
平
洋
の
貨
客
を
競
争
す

る
目
的
あ
る
か
為
な
る
可
し

六
千
屯
の
汽
船
を
使
用
し
て
約
三
週
問

一
回
の
出
航
を
為
せ
は
補
助
金
は

一
ヶ

年
百
五
万
円
に
て
足
る

一
巴
奈
馬
航
路
開
通
す
る
も

「
シ
カ
ゴ
」
以
西
米
国
の
全
面
積
約
三
分
の
二
に
当

る
地
方
の
貨
物
は
巴
奈
馬
航
路
に
依
ら
ず

一
生
糸
は
価
高
き
商
品
に
し
て
到
着
を
急
ぐ
必
要
よ
り
、
又
茶
は

「
シ
カ
ゴ
」
近

傍
に
輸
出
す

へ
き
商
品
な
る
を
以
て
共
に
此
航
路
に
依
ら
す
し
て
鉄
道
に
依
る

貨
物
な
り

一
郵
便
物
も
亦
此
航
路
に
依
る
も
の
殆
ん
と
無
し

巴
奈
馬
航
路
に
関
し
謬
見

一
、
巴
奈
馬
航
路
に
対
し
て
は
石
炭
の
供
給
頗
る
不
便
な
る
か
故
に
之
を
避
く
る

為
め
大
船
を
使
用
し
日
本
に
て
往
復
使
用
の
石
炭
全
部
又
は
大
部
分
を
積
取
ら

さ
る
可
か
ら
ず
故
に
同
航
路
に
は
大
型
船
を
使
用
す
る
必
要
あ
り
と
云
ふ
も
の

あ
り

此
説
は
航
海
業
専
門
家
以
外

の
唱
ふ
る
処
な
る
べ
し
米
国
東
海
岸
に
於
て
は
至

る
処
石
炭
の
供
給
自
在
に
し
て
上
等

の
船
用
炭
積
込
八
円
前
後
に
て
購
入
し
得

べ
し
態
々
大
船
に
依
り
て
日
本
よ
り
往
復
の
石
炭
を
運
搬
す
る
必
要
な
し

尤
も
補
助
航
路
の
場
合
に
大
型
汽
船
は
補
助
金
大
な
る
か
故
に
之
に
使
用
す
る

時
は
多
く
の
補
助
金
を
受
く
得
べ
く
而
し
て
到
底
之
を
満
船
に
す
る
荷
物
な
き

故
結
局
日
本
に
て
焚
料
炭
を
多
量
に
積
込
む
こ
と
と
な
る
可
し
然
れ
と
も
如
此

き
は
畢
寛
石
炭
を
焚
く
為
に
往
復
す
る
船
舶
に
補
助
金
を
与
ふ
る
の
結
果
と
な

る
可
し
紐
育
に
於
て
、

一
屯
入
円

(ノ
ー
ス
カ
ン
、

ハ
ー
ラ
ン
、
ト
ポ
カ
ホ
ン

タ
ス
)
「
ニ
ュ
ー
オ
リ
イ
ン
ス
」
に
於

て
は

一
屯
七
円
五
十
銭

(ピ

ッ
ツ
バ
ー

レ
炭
)
巴
奈
馬
に
て
も
十
円
な
れ
ば
供
給
せ
ら
る
可
き
見
込
な
り
然
る
に
日
本

よ
り
復
航
の
石
炭
を
積
行
く
時
は
日
本
に
て
六
円
石
炭
に
て
も
計
算
上
十
三
四
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円
と
な
る
可
く
到
底
商
売
上
に
話
に
な
ら
ず

一
、
巴
奈
馬
航
路
は
各
国
共
に
競
ふ
て
航
路
を
開
く
故
日
本
も
航
路
を
開
か
ざ
る

は
他
国
に
後
る

・
恐
れ
あ
り
と
云
ふ
も
の
あ
り

各
国
に
て
同
航
路
の
開
航
を
計
る
は
企

つ
可
き
理
由
あ
る
な
り
欧
州
諸
国
中
南

北
米
の
西
海
岸
に
航
路
を
有
す
る
も

の
は
当
然
同
運
河
の
通
航
を
企

つ
る
は
当

然
な
り
又
米
国
西
岸
の
穀
類
は
欧
州

に
大
市
場
を
有
し
又
欧
州
の
移
民
は
米
国

西
岸
に
大
需
要
あ
り
と
云
ふ
見
地
よ
り
争

っ
て
開
航
を
企

つ
る
な
り
又
欧
州
諸

国
よ
り
東
洋
を
経
て
米
国
西
岸
に
航
路
を
有
す
る
も
の
は
帰
航
運
河
を
通
航
す

る
に
よ
り
営
業
上
利
益
な
る
故
之
を
為
す
の
み
日
本
の
計
画
す
る
か
如
き
東
洋

と
米
国
東
海
岸
と
の
航
海
は
従
来
の

「
ス
エ
ズ
」
航
路
を
計
画
し
あ
る
の
み
他

に
壱
の
計
画
者
な
し

日
本
か
巴
奈
馬
航
路
を
補
助
す
る
必
要
あ
れ
は
何
故
に
今
日
ま
で
蘇
西
経
由
紐

育
航
路
を
補
助
せ
ざ
る
や
之
れ
実
に
無
意
味
な
り

ハマ
マ
　

三
、
巴
奈
馬
航
路
は
早
く
開
か
さ
れ
は
利
権
を
失
ふ
と
云
ふ
説
あ
り

巴
奈
馬
航
路
に
如
何
な
る
争
ふ
べ
き
利
権
あ
り
や
早
く
開
か
さ
れ
ば
桟
橋
等
を

得
る
こ
と
能
は
す
と
錐
も
紐
育
に
て
は
何
時
で
も
使
用
し
得
る
桟
橋
あ
り
貨
物

船
に
は
夫
れ
に
て
充
分
な
り
現
に
今

日
の
蘇
西
線
の
全
線
は
如
此
き
桟
橋
を

使
用
し

つ
・
あ
り
何
時

に
て
も
当

分
同

一
条
件
に
て
使
用
し
得
可
し
、
又

「
ニ
ュ
ー
オ
リ

エ
ン
ス
」
は
桟
橋
は

一
切
市
営
に
て

一
会
社

の
独
占
を
許
さ
ず

故
に
何
時
に
て
も
新
し
き
会
社
古
き
会
社
と
同

一
に
使
用
し
得
可
し
紐
育
も
如

此
く
な
る
傾
向
あ
り

「
コ
ロ
ン
」
「パ
ナ
マ
」
に
て
は
桟
橋
は
凡
て
官
営
に
て
何

人
に
も
平
等
に
使
用
を
許
す
こ
と

・
な
れ
り
故
に
先
ん
ず
る
も
利
権
の
収
む
可

き
も

の
な
し
荷
主
は
従
来
に
於
て
も
各
線
路
に
よ
り
て
貨
物
を
積
出
し
つ
・
あ

り
故
に
我
巴
奈
馬
航
路
の
開
通
を
待

て
其
荷
主
と
な
ら
ん
と
待
構
ひ
つ
・
あ
る

も
の
あ
る
に
非
ら
す
故
に
先
に
取
ら
さ
れ
ば
人
に
取
ら
る

・
と
云
ふ
こ
と
な
し

又

「
コ
ム
フ
エ
レ
ン
ス
」
の
如
き
後
よ
り
来
る
も
の
を
入
れ
ず
と
云
ふ
が
如
き

こ
と
断
じ
て
な
し
相
当
の
定
期
航
路
な
れ
ば

「
コ
ム
フ
エ
レ
ン
ス
」
の
方
に
て

其
の
加
入
な
き
こ
と
を
恐
る

・
位
ゆ

へ
断
し
て
開
航
が
遅
る
れ
ば
排
他
せ
ら

る

・
と
云
ふ
が
如
き
こ
と
な
き
な
り

代
理
店
杯
は
何
時
に
て
も
充
分
信
用
あ
る
店
に
て
先
方
よ
り
希
望
す
る
も
の
有

り
余
る
程
あ
り

故
に
如
此
き
こ
と
は
少
し
も
憂
ふ
る
必
要
な
き
の
み
な
ら
ず
全
く
杞
憂
な
り

[附
図
略
、
以
下
附
図
に
記
入
さ
れ
た
但
書
]

第

一

パ
ナ
マ
航
路
を
シ
ヤ
ト
ル
に
寄
港
す
る
と
せ
ば
タ
コ
マ
と
の
競
争
は
事
実

上
激
し
く
す
る
に
同
じ
現
在
商
船
六
隻
郵
船
三
隻
あ
る
処

へ
新
に
五
隻
を

加

ヘ
シ
ヤ
ト
ル
航
路
を
廃
し
五
十
万
円
を
削
り
パ
ナ
マ
航
路
名
義
の
下
に

百
六
十
万
円
を
請
求
す
る
と
の
風
説
あ
り
さ
す
れ
ば
タ
コ
マ
航
路
と
の
競

争
を
猛
烈
に
す

第
二

〇
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
へ
寄
港
す
れ
は
桑
港
線
、
南
米
線
の
貨
物
を
左
右
よ

り
掬
ひ
取
り
隠
に
桑
港
南
米
両
線
と
の
競
争
を
起
す

○
テ
キ
サ
ス
に
寄
港
す
れ
は
棉
花
等
を
裏
門
よ
り
奪
取
り
桑
港
線
と
の
競

争
を
生
す
る
な
り

第
三

ホ
ン
コ
ン
、
ヨ
コ
ハ
マ
間
に
三
重
の
補
助
金
を
三
会
社
に
与

へ
外
国
人
の

貨
物
を
安

い
運
賃
に
て
運
送
し
世
界
の
物
笑
と
な
り
居
れ
り
パ
ナ

マ
新
航

路
の
終
点
を
ホ
ン
コ
ン
と
す
れ
は
四
重
の
補
助
と
な
る
か
故
に
パ
ナ

マ
新

航
路
の
終
点
は
ホ
ン
コ
ン
を
止
め
ヨ
コ
ハ
マ
と
す
る
こ
と

第
四

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ス
エ
ズ
線
は
東
洋

(日
本
支
那

マ
ニ
ラ
)
間
輸
入
二
十

万
屯
輸
出
十
五
万
屯
従
事
船
二
十
三
隻
出
帆
度
数
四
十
七
回
あ
り
て
日
本
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に
出
入
す
る
も
の
十
分
の

一
に
過
き
す
此
の
内
パ
ナ
マ
新
航
路
に
吸
集
出

来
る
も
の
を
往
復
各
四
五
万
屯

つ

・
と
仮
定
す
れ
ば
六
千
屯
の
船
六
隻
に

て
其
輸
送
力
十
万
屯
に
及
ぶ
故
に
七
入
千
屯
の
大
船
な
れ
は
三
分
の
二
以

上
余
積
あ
る
計
算
な
り

一
説
に
は

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
付
近
は
石
炭
の
価
高
き
故
日
本
よ
り
往
復

の
石
炭
を

積
み
行
く
と
の
こ
と
な
る
が

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
て
は

一
屯
七
入
円
に
て
上
等

の
石

炭
を
買
ふ
こ
と
容
易
な
り
又
桟
橋
は
官
、
市
所
有
の
も
の
に
付
世
界
に
先
ん
し
て

契
約
せ
す
と
も
後
よ
り
に
て
も
其
使
用
自
由
自
在
な
り

蘇
西
船
の
従
来
の
や
り
方
に
照
ら
せ
ば
直

に
分
る
如
此
こ
と
に
て
大
船
を
造
る

は
調
査

の
足
ら
ぬ
故
な
り
パ
ナ
マ
新
航
路
は
六
千
屯
の
船
六
隻
補
助
金

一
年
百
五

万
に
て
足
れ
り

●
23

仲
小
路
農
商
務
大
臣
訓
示

(省
員

一
同
に
対
し
て
)

仲
小
路
農
商
務
大
臣
訓
示

(大
正
六
年
五
月
廿
六
日
省
員

一
同
に
対
し
て
)

今
日
は
諸
君
に
対
し
て
お
伝

へ
を
致
す
可
き
事
が
あ
る
、
そ
れ
は
昨
日
の
官
報

で

一
般
に
示
さ
れ
た
る
内
閣
総
理
大
臣
の
各
官
吏
に
対
す
る
訓
示
の
事

で
あ
り
ま

す
が
、
定
め
て
諸
君
に
於
て
も
既
に
熟
読

せ
ら
れ
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
尚
ほ
総

理
大
臣
よ
り
は
成
る
べ
く
其
の
趣
旨
の
在

る
所
を
十
分
に
各
部
下
の
官
吏
に
徹
底

を
致
す
や
う
に
取
計
ら
ひ
を
し
て
貰
ひ
た

い
と
云
ふ
こ
と
の
通
牒
が
あ
り
ま
し
た
、

本
官
は
常
に
考

へ
る
、
官
吏

の
官
吏
た
る
べ
き
こ
と
に
付

い
て
は
固
よ
り
常
に
守

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
所
が
あ
る
、
実
は
総
理
大
臣
よ
り
の
訓
示
を
倹

つ
ま
で
も
な
く
各

省
大
臣
に
於
て
も
、
特
に
責
任
を
有
し
て
居
る
其
の
部
下
に
対
し
て
、
そ
れ
丈
け

の
心
得
は
常
に
致
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ら
う
と
存
じ
ま
す
。
殊

に
此
際
総
理
大
臣
よ
り
極
め
て
情
理
を
尽
く
さ
れ
た
る
訓
示
を
垂
れ
ら
れ
、
尚
ほ

其
の
上
に
其
の
趣
旨
の
徹
底
を
す
る
や
う
に
取
計
ら
ひ
を
し
て
貰
ひ
た
い
と
の
こ

と
で
あ
る
。
本
官
は
此
点
に
付

い
て
心
に
伍
泥
た
る
感
を
致
す
の
で
あ
る
。
固
よ

り
訓
示
の
趣
旨
は

一
同
に
対
し
て
深
く
徹
底
を
致
し
、
貫
徹
す
る
迄
に
力
を
尽
す

は
当
然
の
事
で
あ
る
。
従
来
は
如
何
に
貴
重
な
る
訓
示
と
錐
も
唯

一
片
の
形
式
だ

と
考

へ
て
、
唯
僅
か
に
書
面
の
上
に
於
て
形
計
り
の
通
牒
さ
へ
致
し
て
置
け
ば
事

が
相
済
ん
だ
と
考
ふ
る
も
の
も
紗
く
は
な
い
。
是
れ
は
本
官
の
甚
だ
採
ら
ざ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
、
形
式
の
上
に
於
て
唯
書
面

一
片
の
訓
示
は
其
の
実
に
於
て
何
等
の

価
値
を
為
さ
な

い
。
訓
示
を
し
て
其
の
実
あ
ら
し
め
、
効
果
あ
ら
し
む
る
こ
と
は
、

一
に
其
の
趣
旨
を
貫
徹
し
、
徹
底
し
、
而
し
て
之
を
実
践
躬
行
す
る
に
在
り
と
信

じ
て
居
る
の
で
あ
る
。
殊
に
近
来
の
風
潮
は
如
何
に
大
切
な
る
こ
と
も
極
め
て
冷

淡
に
之
を
迎

へ
る
の
で
あ
る
。
新
聞
紙
上
に
於
て
は
如
何
に
国
家
の
為
め
国
民
の

為
め
に
大
切
だ
と
思
は
れ
る
事
柄
も
、
故
ら
に
極
め
て
軽
く
之
を
迎

へ
時
と
し
て

は
冷
笑
的
批
評
を
加

へ
て
之
を
軽
侮
せ
ん
と
す
る
事
の
み
に
汲
々
と
し
却
て
其
の

実
質
に
於
け
る
当
不
当
に
就

い
て
は
考
慮
致
さ
ぬ
傾
が
あ
る
。
本
官
は
斯
る
行
為

は
実
に
之
を
屑
し
と
せ
ざ
る
の
で
あ
る
。
筍
も
其

の
事
柄
が
至
当
に
し
て
国
家
国

民
の
為
に
有
益
な
る
こ
と
で
あ
る
と
致
し
た
な
ら
ば
、
之
に
就

い
て
は
十
分
の
敬

意
を
払
ひ
、
努
め
て
之
が
実
行
を
期
す
る
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
本
官
は
今
回

の
総
理
大
臣
の
訓
示
は
実
に
今
日
の
時
弊
に
的
中
を
致
し
、
字
々
句

々
時
に
取

っ

て
斯
く
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。
従
て
此
の
訓
示
の
趣

旨
は
筍
も
本
官
の
責
任
を
有
し
て
居
る
其
の
部
下
に
対
し
て
は
何
処
迄
も
貫
徹
せ

し
め
た
い
と
思
ふ
。
而
し
て
自
分
自
ら
も
実
践
躬
行
を
致
す
積
り
で
あ
る
。
諸
君

と
共
に
本
官
自
ら
先
ん
じ
て
此
事
を
実
践
躬
行
を
致
し
た

い
と
思
ふ
。
又
諸
君
も

本
官
と
共
に
責
任
を
分

つ
人
で
あ
る
。
故
に
実
践
躬
行
に
努
め
ら
れ
た

い
と
深
く

希
望
致
す
。
今
回
の
総
理
大
臣
の
訓
示
の
趣
旨
は
凡
そ
五
箇
条
に
分
れ
て
居
る
。

其
の
中
の
第

一
は
、
官
吏
た
る
の
本
分
を
恪
守
す
る
こ
と
。
荷
も
官
吏
と
し
て
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大
小
軽
重
の
差
こ
そ
あ
れ
、
其
直
接
間
接
の
別
こ
そ
あ
れ
、
何
れ
も
均
し
く
天
皇

陛
下
の
任
命
を
辱
う
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
自
か
ら
其
地
位
の
重
き
こ
と
を
自
省

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
の
趣
旨
で
あ
る
。
是
は
自
分
も
平
生
よ
り
常
に
其
感
を

懐
く
所
で
あ

っ
て
畢
寛
は
官
吏
自
か
ら
が
自
分
の
地
位
の
重
き
を
知
ら
ず
、
世
の

中
が
漸
次
物
質
上
の
こ
と
に
傾
く
に
至

っ
て
、
遂
に
は
官
吏
自
か
ら
が
其
身
の
貴

さ
を
忘
れ
て
何
だ
か
自
か
ら
見
婁
ら
し

い
思
ひ
を
為
し
て
居
る
。
本
官
が
斯
く
申

す
か
ら
と
言

っ
て
官
吏
と
し
て
敢
て
威
張

れ
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
凡
そ
威
張
る

と
云
ふ
こ
と
は
極
め
て
賎
劣
な
る
思
想

、
自
信
力

の
な
い
者
共
の
致
す
所
で
あ
る
。

己
れ
自
か
ら
自
分
を
卑
む
る
か
、
又
他

人
が
己
を
卑
め
て
居
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ

か
ら
之
に
対
し
て
故
ら
に
威
張
り
た
い
感

じ
を
起
す
。
是
は
明
ら
か
で
あ
る
。
自

分
自
か
ら
が
自
分
の
地
位

の
貴
き
を
知

っ
て
他
人
が
相
当
の
尊
敬
を
払

っ
て
居
る

者
だ
と
云
ふ
感
じ
を
持

っ
た
な
ら
ば
決

し
て
其
の
人
は
威
張
る
も
の
で
は
な

い
。

故
に
先

つ
以
て
大
事
な
る
は
自
分
の
本
分
を
自
覚

い
た
す
こ
と
で
あ
る
。
自
分
自

か
ら
曽
て
下
級
の
官
吏
に
居

っ
た
際
に
も
斯
く
考

へ
た
。
地
位
に
上
下
の
区
別
こ

そ
あ

っ
て
も
自
分
は
官
吏
で
あ
る
、
俸
給
は
安
く

て
地
位
は
低
く
と
も
日
々
に

執

っ
て
居
る
其
職
務
は
直
に
国
家
国
民

の
為
め
に
努
力
し

つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
と

云
ふ
感
じ
が
己
れ
自
か
ら
を
慰
む
る
こ
と

の
少
な
く
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
唯

今
以
て
其
の
感
じ
は
変
ら
ぬ
。
何
処
迄
も
己
れ

一
身
の
為
め
で
は
な
い
。

一
身
を

捧
げ
て
上
は
君
主
に
報
じ
国
家
国
民
の
為
め
に
赤
誠
を
致
し
て
居
る
の
で
あ
る
と

云
ふ
其
の
感
じ
は
自
か
ら
省
み
て
胸
中

に
甚
だ
し
き
愉
快
を
感
じ
、
自
か
ら
其
の

職
務
の
崇
高
な
る
事
を
覚
ゆ
る
の
で
あ

る
。
是
に
至

っ
て
始
め
て
職
務
上
に
趣
味

を
持
ち
興
味
を
持

つ
、
職
務
上
に
趣
味
を
持
ち
興
味
を
持

っ
て
こ
そ
、
此
に
初
め

て
事
蹟
も
挙
る
の
で
あ
る
と
は
絶
え
ず
自
分
の
申
述
べ
て
居
る
所
で
あ
る
。
願
く

は
諸
君
に
於
て
も
地
位
の
高
下
大
小
如
何

に
拘
ら
ず
、
荷
も
官
吏

で
あ
る
以
上
は

其
の
身
は
直
ち
に
国
家
国
民
の
利
害
休
戚
と
相
関
し
て
居
る
と
云
ふ
感
じ
を
以
て
、

寸
毫
も
自
か
ら
軽
す
る
こ
と
な
く
、
赤
誠
を
以
て
職
務

の
為
め
に
蜴
す
と
云
ふ
感

は
自
か
ら
人
の
崇
仰
尊
敬
を
受
く
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
何
卒
此
の
点
に
付

い
て

は
ど
う
か
深
く
胸
中
に
其

の
考

へ
を
持

っ
て
貰
ひ
た
い
。

次
に
は
官
吏
た
る
の
品
位
を
保

つ
こ
と
。
自
分
は
今
日
職
務
と
し
て
国
家
の
為

め
に
産
業

の
振
興
、
国
富
の
増
進
を
掌
る
農
商
務
大
臣
の
職
責
と
し
て
、
当
然
此

点
に
尽
く
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
存
じ
て
、
日
夜
其
の
事
を
ロ
に
致
し
或
は
地
方
に
於

て
も
其

の
事
を
高
く
唱

へ
て
居
る
。
今
日
の
場
合
に
於
て
国
家
を
富
強
な
ら
し
め

ん
が
為
め
に
国
民
個
々
の
富
を
望
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。
併
な
が
ら
そ
れ
と
同
時

に
弊
害
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
で
は
な

い
。
富
の
増
殖
を
期
す
る
と
共
に

一
面
に

は
所
詮
黄
金
万
能
、
何
事
も
金
の
世
の
中
だ
と
云
ふ
感
じ
を

一
般
に
波
及
せ
し
め

ぬ
で
は
無

い
、
此
点
は
実
に
本
官
も
甚
し
く
憂
ふ
る
所
で
あ
る
。

一
面
に
国
家
の

為
め
に
産
業
の
興
隆
、
富
力
の
増
進
、
個
々
の
富
を
唱

へ
て
は
居
る
け
れ
ど
も
、

同
時
に
亦

一
面
に
於
て
は
黄
金
万
能
、
何
事
も
金
の
世
の
中
だ
と
、
さ
う
云
ふ
思

想
か

一
般
に
禰
漫
す
る
の
は
甚
た
困
る
。
殊
に
官
吏
の
本
分
と
し
て
は
世
上
の
者

が
唯
富
を
、
富
を
、
と
言
ふ
が
為
め
に
、
遂
に
己
自
ら
も
亦
世

の
中
の
風
潮
に

走

っ
て
唯
々
黄
金
の
跡
を
追
う
て
走
る
。
是
が
濡
々
と
し
て

一
般
の
風
を
成
し
、

遂
に
は
其
職
を
奉
じ

つ
つ
あ
る
官
府
の
為
め
に
は

一
方
な
ら
ぬ
恩
誼
を
有
し
砂
な

か
ら
ぬ
関
係
を
持

っ
て
居
る
に
拘
ら
ず
、

一
朝
蕩
然
と
し
て
其
の
職
務
を
抱

っ
て

他
に
職
を
求
め
ん
と
す
る
。
是
が
果
し
て
到
る
所
に
其
の
通
で
あ
る
か
否
か
は
知

ら
ぬ
が
、
或
は
在
職
の
身

で
居
り
な
が
ら
其
在
職
中
に
他
に
都
合
の
好

い
所
は
な

い
か
、
何
と
か
良
い
行
き
先
き
は
あ
る
ま
い
か
と
、
現
に
其
身
は
官
吏

で
居
り
な

か
ら
正
実
其
の
職
務
を
執
る
の
誠
意
無
く
、
唯
だ
其
の
地
位
と
職
務
の
関
係
と
に

依

っ
て
民
間
に
都
合
の
好

い
事
情
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
転
じ
た
い
と
日
夜
焦

慮
し
つ
つ
あ
る
も
の
砂
な
か
ら
ず
と
聞
く
、
果
し
て
然
ら
ば
、
是
等

の
輩
は
実
に

其

の
人
自
か
ら
が
自
己
の
地
位
を
軽
ん
ず
る
の
で
あ
る
。
其

一
人
二
人
の
人
が
官
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吏
の
地
位
を
軽
ん
ず
が
為
め
に
、
遂
に
官
吏
全
体
の
地
位
を
辱
し
む
る
に
至
る
の

で
あ
る
。
官
吏
の
総
て
は
決
し
て
さ
う
云
ふ
考
を
持

っ
た
者
計
り
は
居
ら
な
い
の

で
あ
る
。
併
な
が
ら

一
人
二
人
の
さ
う
云
ふ
こ
と
を
す
る
官
吏
の
為
め
に
、
役
人

た
る
者
は
総
て
其
の
地
位
を
利
用
し
て
種
々
の
事
を
漁

っ
て
居
る
の
で
は
な
い
か

と
云
ふ
感
情
を
持
た
し
た
者
は
砂
な
く
な

い
の
で
あ
る
。
更
に
甚
だ
し
き
は
蕪
に

も
あ
る
如
く
に
其
地
位
を
利
用
し
て
世
に
忌

は
し
き
犯
罪
等
を
為
す
者
が
あ
る
、

実
に
殆
ど
言
語
の
外
に
出
で
た
る
も
の
で
あ

る
。
荷
も
官
吏
と
し
て
国
家
の
刑
典

に
触
れ
る
事
す
ら
実
に
恥
辱
の
至
り
で
あ
る
に
、
是
等
二
三
者
の
行
為
の
為
に
遂

に
は
全
体

の
官
吏

の
面
上
に
汚
点
を
下
だ
す

こ
と
に
な
る
。
固
よ
り
斯
る
こ
と
は

本
官

の
責
任
を
有
し
て
居
る
農
商
務
部
内
に
は
断
じ
て
無

い
と
信
ず
る
。
唯
私
は

職
務
上
の
地
位
を
避
け
て
単
に
個
人
と
し
て
考
ふ
る
も
、

一
二
の
人
々
が
斯
様
な

こ
と
の
あ
る
が
為
め
に
、
遂
に
官
吏
全
体
風
儀
を
害
し
、
官
吏
全
体
の
威
厳
を
失

墜
せ
し
む
る
こ
と
に
な
る
の
は
実
に
痛
嘆
に
堪

へ
な
い
思
を
為
す
の
で
あ
る
。

官
吏
と
し
て
は
飽
く
迄
も
其
の
品
位
を
保
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
仮
令
富
貴
栄
華
に

在
ら
ず
と
も
金
殿
玉
楼
に
は
住
ま
ず
と
も
、

一
種
胸
中
に
は
崇
高
な
る
観
念
を
有

し
、
身
に
は
艦
縷
を
纏
ふ
て
居

っ
て
も
、
又
如
何
な
る
富
貴
尊
栄

の
者
と
同
座
し

て
も
恥
ち
な
い
。
弦
に
其
の
身
の
貴
き
こ
と
を
知
り
、
其
の
品
格

の
正
し
い
こ
と

を
知
る
の
で
あ
る
。
決
し
て
人
の
品
位
品
格

の
形
容
で
は
な
い
。
如
何
に
金
殿
玉

楼
に
住
ま

へ
ば
と
て
夜
の
目
も
安
穏
に
寝
ら
れ
な

い
者
も
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に

艦
縷
を
纏
ひ
茅
屋
の
裡
に
居

っ
て
も
、
天
地

に
感
通
す
る
崇
高
な
る
者
毅
然
と
し

て
冒
す
可
か
ら
ざ
る
威
厳
を
有
し
て
居
る
者
も
あ
る
の
で
あ
る
。
何
卒
官
吏
と
し

て
は
此
の
感
じ
を
以
て
居
て
貰
ひ
た

い
と
思

ふ
。

其
の
次
は
繁
褥
を
省
き
簡
捷
に
就
く
事
、
是
は
官
吏
の
執
務
上
の
こ
と
に
付
て

の
こ
と
で
あ
り
ま
す
、
此
こ
と
も
自
分
は
早
く
か
ら
気
か
付
て
居

っ
た
の
で
あ
る
、

実
に
斯
く
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
世
の
事
物
の
複
雑
に
伴
ふ
て
事
務
は
日
々
に
増
し

て
参
る
、
日
々
に
事
務
は
増
し
て
来
る
其

の
上
に
世
事
は
日
に
繁
劇
を
加

へ
る
の

で
あ
る
、
斯
の
間
に
処
す
る
に
は
決
し
て
の
ろ
の
ろ
と
し
た
こ
と
で
は
い
か
な
く

な
る
、
寸
時
を
争
ふ
、
寸
刻
を
争
ふ
、
此
際
何
事
に
付
て
も
の
ろ
の
ろ
し
た
こ
と

で
は

い
か
な

い
。
何
事
も
手

っ
取
り
早
く
片
付
く
様
で
無
く
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
即
ち
複
雑
な
る
こ
と
は
努
め
て
之
を
簡
捷
に
す
る
、
簡
易
に
す
る
、
努
め

て
乱
雑
な
こ
と
を
整
頓
す
る
、
さ
う
致
し
て
行
か
な
け
れ
ば
事
務
が
上
ら
ぬ
、
何

も
彼
も
や
り

つ
放
し
、
の
ろ
の
ろ
し
て
居
る
と
、
そ
れ
が
為
に
時
を
費
し
、
日
を

暮
し
て
は
、
如
何
に
多
く
の
役
人
が
殖
え
て
も
、
如
何
に
多
く
の
局
課
が
出
来
ま

し
て
も
到
底
そ
ん
な
事
で
治
績
の
挙
げ
ら
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
殊
に
我
農
商

務
の
事
務
の
如
き
は
今
日
の
時
勢
上
益
々
張

っ
て
来
る
と
思
ふ
、
農
商
務
に
関
す

る
事
務
は
将
来
愈
々
拡
大
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な

つ
て
来
る
と
思
ふ
。

是
は
時
勢

の
必
要
上
さ
う
な
る
の
で
あ
る
、
此
の
最
大
な
る
目
的
を
達
す
る
為
に

も
成
る
べ
く
事
務
は
簡
捷
に
し
て
、
手

っ
取
早
く
て
き
ぱ
き
事
が
片
付
く
や
う
に

し
、
而
し
て

一
般
国
民
も
あ
れ
迄
に
や
つ
て
貰

つ
て
居
る
、
け
れ
ど
も
手
が
足
り

な
い
、
是
で
は
如
何
に
も
無
理
で
あ
り
、
気
の
毒
で
あ
る
と
云
ふ
感
じ
を
有
さ
せ

な
け
れ
ば
ど
う
し
て
も
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
、
故
に
努
め
て
簡
潔
を
貴
び
何

事
に
付
て
も
簡
単
、
明
瞭
、
飽
迄
も
そ
れ
を
遂
行
し
て
ど
う
ぞ
総
て
の
も

の
が
複

雑
に
な
ら
な
い
や
う
に
事
務
を
敏
活
に
処
理
が
出
来
る
や
う
に
し
て
貰
ひ
た
い
と

思
ふ
。

其
の
次
は
公
私
の
別
を
明
に
す
る
事
、
是
も
洵
に
至
当
な
こ
と
で
あ
る
、
凡
そ

官
吏
と
し
て
事
務
を
執
つ
て
居
る
者
は
公
私
の
区
別
が
明
か
で
、
胸
中
に
公
明
正

大
の
感
じ
が
あ
れ
ば
少
し
も
や
り
悪
い
こ
と
は
無
い
。
是
は
自
分
の
実
験
で
あ
り

ま
す
。
所
謂
虚
心
坦
懐
に
し
て
公
明
正
大
の
感
じ
を
持
て
居
れ
ば
、
決
し
て
総
て

の
事
務
に
当

つ
て
や
り
悪
い
こ
と
は
無
い
。
蕪
に
胸
中
に

一
物
を
挟
み
私
意
を
懐

く
と
、
そ
れ
か
ら
事
が
難
し
く
な
る
。
胸
中
に

一
物
を
挟
み
私
意
を
懐
く
、
当
り
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前
の
こ
と
を
当
り
前
に
や

つ
て
行
け
ば
宜

い
の
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
何
と
か
し

て
甲
の
為
に
都
合
の
好
い
こ
と
を
図
ら
う
と
か
、
何
と
か
し
て
乙
の
奴
を
排
除
し

て
や
ら
う
と
か
、
胸
中
に
此
の
感
じ
が
出
来
て
来
る
と
是
か
ら
が
無
理
が
始

っ
て

来
る
。
是
が
所
謂

一
物
を
胸
中
に
挟
む
を
云
ふ
の
で
あ
つ
て
、
最
早
公
明
正
大
で

は
無
い
、
所
謂
私
心
を
挟
で
公
事
を
為
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
を
強
い
て

其
私
を
為
し
非
を
遂
げ
ん
と
す
る
か
ら
益

々
事
が
難
し
く
な

つ
て
来
る
。
畢
寛
さ

う
云
ふ
愛
憎
偏
頗
、
公
平
を
欠
く
事
は
到
底
遂
げ
ら
る
・
も
の
で
は
無
い
、

一
時

が
万
事
で
総
て
に
さ
う
な
る
。
そ
れ
は
洵

に
人
情
を
し
て
固
よ
り
難
し
い
所
で
あ

る
、
人
は
情
に
制
せ
ら
る
れ
ば
ど
う
か
す

る
と
愛
憎
偏
頗
の
念
に
駆
ら
れ
易
い
。

斯
く
云
ふ
自
分
等
も
木
石
な
ら
ぬ
人
間
、
時
と
し
て
は
情
に
も
駆
ら
る
る
、
け
れ

ど
も
そ
れ
は
努
め
て
矯
め
る
、
努
め
て
理
性
を
以
て
其
の
情
に
泥
む
こ
と
を
排
除

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思

つ
て
居
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
私
は
常
に
読
書
を
努
め

又
人
に
も
之
を
勧
め
る
の
で
あ
る
、
書
物
も
何
も
読
ま
ぬ
や
う
な
者
は
感
情
ば
か

り
強
く
な

つ
て
、
理
性
を
消
耗
さ
せ
る
、
成
る
べ
く
は
理
性
を
活
躍
さ
し
て
情
実

を
押

へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
情
の
送
り
出

る
儘
に
す
れ
ば
理
性
は
無
く
な

つ
て
仕

舞
ふ
。
故
に
常
に
暇
が
あ
れ
ば
読
書
修
養
、
是
が
如
何
な
る
地
位
に
居

っ
て
も
さ

う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
然
ら
ざ
れ
ば
放
縦
不
覇
に
流
る

・
。
唯
情
の
赴
く
儘

に
意
を
檀
に
す
る
と
其

の
結
果
愛
憎
偏
頗

の
念
が
起

つ
て
来
る
。
人
を
使
ふ
に
も

其

の
通
り
又
事
務
を
処
理
す
る
に
も
其

の
通
り
。
人
の
請
託
を
容
れ
る
、
頼
み
を

受
け
る
と
、
何
と
か
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
何
と
か
し
て
や
り
た

い
と
思
ふ
と

無
理
か
起
る
。
故
に
此
の
点
に
付

て
は
努

め
て
公
私
の
別
を
明
か
に
し
、
職
務
の

上
に
於
て
は
公
明
正
大
、
寸
毫

の
私
意
を
挟
む
こ
と
な
く
、
道
理
の
示
す
所
に
依

つ
て
至
当
の
方
法
を
執
る
、

一
言
に
し

て
言

へ
ば
無
理
を
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

其
の
次
に
は
秩
序
を
正
し
く
し
、
言
議
を
慎
み
機
密
を
保

つ
事
。
是
も
洵
に
当

然
の
こ
と
だ
と
思
ふ
。
凡
そ
世
界
何
れ

の
所
と
難
も
、
秩
序
、
「オ
ル
ダ
ー
」

の

重
き
を
言
は
ぬ
所
は
無

い
。
人
類
群
居
し
て
、
此
の
中
に
秩
序
が
立
た
な
く
て
は

一
日
と
し
て
そ
れ
が
全
う
な
る
べ
き
も
の
で
は
無

い
。
況
ん
や
役
人
と
し
て
多
数

の
人
と
相
共
に
協
力
し
て
事
務
を
執
る
者
は
何
と
し
て
も
秩
序
は
大
切
、
上
下
の

礼
は
自
か
ら
正
し
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
先
進
後
輩

の
区
別
自
か
ら
あ
る
、
然

る
に
近
来
往
々
に
し
て
秩
序
を
素
り
、
そ
れ
を
以
て

一
種
奇
抜
な
る
行
動
の
如
く

思
ひ
、
或
は
上
を
軽
ん
じ
、
人
を
蔑
ろ
に
し
、
そ
れ
を
以
て

一
種
豪
適
の
積
り
で

居
る
、
是
皆
誤

つ
て
居
る
、
要
す
る
に
左
様
な
こ
と
で
之
を

一
家
に
処
し
て

一
家

は

一
日
も
治

つ
て
行
く
も
の
で
は
無
い
、

一
省
に
処
し
て
、

一
省
決
し
て
纏
ま
る

も
の
で
無

い
。

一
国
に
処
し
て

一
国
固
よ
り
纏
ら
ぬ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
、
何
事

も
秩
序
は
必
要
で
あ
る
、
併
し
な
が
ら
之
に
付
て
は
又

一
面
に
自
省
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
、
形
式
の
み
で
は
何
ん
で
も
な
い
、
実
質
之
れ
に
伴
は
無
く
て
は
な
ら
ぬ
、

即
ち
名
実
全
く
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
つ
て
、
之
を

一
省
の
中
に
見
る
も
大
臣

た
る
べ
き
者
は
大
臣
ら
し
い
大
臣
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
次
官
た
る
べ
き
も
の
は

次
官
ら
し

い
次
官
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
局
長
、
課
長
皆
さ
う
で
あ
る
、
其
地
位

の
重
き
と
共
に
亦
其
実
質
に
於
て
、
識
量
、
技
禰
、
勤
勉
、
努
力
、
総
て
の
点
に

於
て
成
る
程
其
他
位
に
適
し
た
人
で
あ
る
、
如
何
に
も
尤
も
だ
と
云
ふ
の
で
初
め

て
下
之
に
服
す
る
の
で
あ
る
。
形
式
の
上
に
於
て
縦
し
や
其
地
位
を
占
め
て
居
つ

て
も
実
質
之
に
伴
は
か

っ
た
な
ら
ば
必
ず
其
の
所
に
種
々
な
る
事
故
か
起

つ
て
来

る
の
は
誠
に
已
む
を
得
ざ
る
所
で
あ
る
、
故
に
身
筍
も
人
の
長
と
な
る
へ
き
者
は

先
づ
自
か
ら
省
み
て
、
而
し
て
其
の
自
信
と
確
信
と
を
以
て
下
に
向
は
な
け
れ
は

な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
又
人
は
如
何
な
る
時
と
難
も
比
較
的
公
平
で
あ
る
至
当
な
る

長
官
、
至
当
な
る
局
課
長
、
感
服
す
べ
き
行
動
の
あ
る
者
は
、
仮
令
表
面
で
は
如

何
に
既
し
て
居
つ
て
も
、
腹
の
中
で
は
成
る
程
と
感
服
す
る
も
の
で
あ
る
。
如
何

に
表
面

で
推
服
す
る
が
如
く
為
し
て
居

つ
て
も
、
心
の
中
で
推
服
し
な
け
れ
ば
何

も
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
、
故
に
上
下
共
に
秩
序
を
重
ん
じ
、
秩
序
を
保

つ
と
共
に
、
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形
式
で
は
な
く
し
て
、
実
質
、
実
態
よ
り
其

の
感
じ
を
持
た
し
め
る
だ
け
の
心
掛

が
無
く
て
は
な
ら
ぬ
、
故
に
入
は
其
の
位
置
が
高
け
れ
ば
高

い
だ
け
の
責
任
が
あ

る
。
何
卒
各
局
長
、
課
長
其
の
外
各
所
々
長
を
初
め
何
れ
も
責
任
を
持

っ
て
居
ら

る
・
方
々
は
、
能
く
其
の
点
に
於
て
自
か
ら
考

へ
、
自
か
ら
顧
み
て
、
さ
う
し
て

之
を
以
て
部
下
を
率

い
ら
る
・
様
に
切
望
致
す
の
で
あ
る
、
又
人
の
部
下
に
居
て

職
を
執
る
者
は
唯
徒
ら
に
上
に
反
抗
す
る
こ
と
の
み
が
能
で
は
な
い
。
然
る
に
中

に
は
さ
う
云
ふ
人
問
が
居
る
、
己
れ
自
か
ら
の
不
能
を
顧
み
ず
し
て
唯
徒
ら
に
上

に
反
抗
す
る
事
の
み
を
以
て
奇
抜
と
心
得
て
居
る
。
甚
だ
し
き
間
違
ひ
で
あ
る
。

故
に
是
れ
亦
相
互
に
其
の
考

へ
を
持

つ
て
先

づ
其
身
自
ら
を
省
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
殊
に
言
議
を
慎
み
、
機
密
を
守
る
云
云
、
是
亦
誠
に
至
当
の
事
で
あ

つ
て

今
日
は
何
れ
の
場
合
に
於
て
も
多
く
は
衆
智
を
集
め
、
衆
力
を
集
め
以
て
省
内
局

内
の
事
務
を
挙
げ
ん
こ
と
を
期
す
る
従

っ
て
其
の
結
果
と
し
て
多
く
の
者
の
協
議

と
な
り
、
相
談
と
な
り
、
審
議
と
な
つ
て
来
る
。
其
の
場
合
に
、
協
議
審
議

の
際

に
於
て
は
出
来
る
だ
け
議
論
は
あ

っ
て
宜
し

い
の
で
あ
る
、
遠
慮
は
要
ら
な
い
。

意
見
を
闘
は
し
議
論
を
戦
は
す
と
云
ふ
こ
と
は

一
向
差
支

へ
な
い
。
さ
り
な
が
ら

銘
々
の
意
見
は
銘
々
の
意
見
。
そ
れ
が
纏
め
ら
れ
て
、

一
つ
の
意
見
と
成

っ
て
責

任
の
あ
る
者
が
裁
決
を
下
し
て
仕
舞

っ
た
以
上
は
、
そ
れ
は

一
つ
の
議
決
で
あ
る

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
其
の
後
は
此
議
決
は
重
ん
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
。
然

る
に
往
々
に
し
て
そ
れ
で
極
め
て
置
き
な
が
ら
、
陰
口
を
利
く
。
あ
れ
は
あ

・

成

っ
た
け
れ
ど
も
実
は
我
輩
は
反
対
で
あ

っ
た
と
か
或
は
あ
れ
は
間
違

っ
て
居
る

と
か
種
々
の
後
言
を
な
す
者
が
あ
る
、
是
は
実
に
秩
序
を
重
ん
ぜ
ざ
る
の
み
な
ら

ず
、
事
理
を
解
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
又
男
子
ら
し
く
も
な

い
こ
と
で
あ
る
。

一

度
議
が
決
し
た
る
以
上
は
、
そ
れ
は

一
つ
の
議
決
で
あ
る
。
従

っ
て
之
れ
は
尊
重

す
る
意
気
が
無
く
て
は
な
ら
ぬ
良
し
や
其
意
に
反
す
る
と
て
も
議

一
た
び
決
し
た

る
上
は
潔
く
之
れ
に
従
ふ
が
当
然
で
あ
る
然
ら
ざ
れ
ば
決
し
て
事
務
は
挙
る
も

の

で
は
無

い
。
是
等

の
こ
と
は
事
務
を
執
る
上
に
於
て
は
極
め
て
大
切
で
あ
る
さ
う

云
ふ
点
に
付
て
は
何
所
迄
も
言
議
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
但
し
言
議
を
慎
む

と
云
ふ
為
に

一
切
の
討
議
議
論
を
避
け
よ
と
云
ふ
や
う
な
胸
量
の
狭

い
こ
と
は
言

は
な
い
。
唯
討
議
さ
れ
、
協
議
さ
れ
た
結
果
に
対
し
て
言
ふ
の
で
あ
る
。
殊
に
機

密
に
対
す
る
こ
と
も
其
通
り
で
あ
る
。
自
分
の
考
は
大
体
に
付
て
は
何
事
も
公
明

正
大
な
る
こ
と
を
期
す
る
。
世
上
に
公
言
し
て
慨
ら
ぬ
積
り
で
あ
る
、
併
な
が
ら

如
何
に
世
上
に
公
言
し
て
悼
ら
な
い
も
の
と
錐
も
或
る
期
間
内
は
秘
密
を
要
す
る

こ
と
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
殊
に
国
際
上
の
関
係
等
に
付
て
は
最
も
其
の
必
要
が

あ
る
。
些
細
な
不
謹
慎
の
言
葉
に
依

っ
て

一
国
に
禍
を
為
し
た
る
こ
と
は
少
か
ら

ぬ
例
が
あ
る
。
斯
か
る
こ
と
は
官
吏
の
本
分
と
し
て
は
勿
論
注
意
致
し
、
又
職
務

上
注
意
を
致
さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と

・
思
ふ
。
否
ら
ざ
れ
ば
総
て

一
国
に
禍
を

す
る
、
或
は

一
省
に
禍
を
す
る
。
之
を
小
に
し
て
は
其
局
、
其
課
に
禍
を
す
る
や

う
な
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
是
は
己
が
省
を
思
ひ
、
己
が
局
を
思
ひ
、
己
が

課
を
思
ふ
と
、
飽
迄
も
さ
う
云
ふ
こ
と
の
為
に
全
体
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
ど

う
か
さ
う
云
ふ
点
に
付
て
は
能
く

一
同
に
於
て
注
意
を
さ
る
る
や
う
に
致
し
た
い
。

今
回
此
時
機
に
於
て
総
理
大
臣
よ
り
斯
の
如
き
訓
示
が
出
た
と
云
ふ
の
も
、
是

は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
実
に
近
来
に
於
け
る
世
上
の
情
勢
は
容
易
な
ら
ざ
る

時
で
あ
る
、
或
は
隣
邦
支
那
の
如
き
近
く
は
露
西
亜
の
こ
と

・
言
ひ
、
世
界
到
る

処
実
に
少
か
ら
ぬ
紛
雑
紛
擾
が
起
り

つ
・
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
為
に
幾
多
の

入
々
が
迷
惑
を
為
し
、
幾
許
の
入
が
道
路
に
迷
ひ
つ
・
あ
る
が
所
謂
黎
民
塗
炭
の

苦
に
陥
る
と
は
実
に
此
有
様
で
あ
る
、
畢
寛
は
国
民
的
統

一
を
欠
い
て
甚
し
く
基

礎
を
微
弱
に
し
た
結
果
が
遂
に
紛
乱
に
紛
擾
を
重
ね
、
多
く
の
良
民
迄
も
塗
炭
の

苦
に
陥
る
の
で
あ
る
。
我
が
帝
国
は
幸
に
し
て

一
種
特
有
の
国
体
を
有
し
、
上
に

盤
石
の
基
礎
を
有
せ
ら
る

・
皇
室
を
戴
き
、
二
千
有
余
年
の
久
し
き
に
亘

っ
て
輩

固
な
る
基
礎
を
有
し
て
居
る
国
民
で
あ
る
。
自
か
ら
上
下
和
輯
総
て

一
大
家
族
を
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結
成
せ
る
も

の
・
如
く
殆
ど
家
族
の
拡
大

せ
ら
れ
た
る
状
況
を
以
て
国
家
が
形
造

ら
れ
て
居
る
。
此
の
基
礎
、
此
の
折
角
の
賜
は
我
々
は
勿
論
、
我
々
子
孫
の
後
に

於
て
も
、
飽
迄
も
之
は
擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
然
る
に
数
年
来
我

人
心
は
種

々
に
傾
き
、
各
種

の
思
想
流
入
す
る
と
共
に
人
心
は
其
向
ふ
所
に
迷
ひ
、

遂
に
己
が
有
す
る

「オ
リ
ヂ
ナ
リ
チ
イ
」
迄
も
無
く
す
る
の
で
あ
る
。
実
に
今
日

の
場
合
に
之
よ
り
大
切
な
る
こ
と
は
無

い
の
で
あ
り
ま
す
。
畢
立見
此
の
際
に
当

っ

て
、
総
理
大
臣
よ
り
斯
か
る
訓
示
が
出
で
、
尚
各
省
大
臣
に
於
て
此
の
趣
旨
の
徹

底
す
る
や
う
に
と
云
う
こ
と
の
希
望

の
あ

る
の
も
実
に
既
往
並
に
現
在
及
び
将
来

を
考

へ
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ど
う
か
諸
君
に
於
て
も
能
く
此
の
趣
旨
意
を
翫

味
せ
ら
れ
深
く
其
旨
意

の
存
す
る
所
を
察

し

一
に
実
践
躬
行
を
期
せ
ら
れ
た

い
の

で
あ
る
、
自
分
も
御
同
様
に
御
同
前

の
力
と
相
侯

っ
て
、
能
く
総
理
大
臣
の
趣
旨

の
貫
徹
す
る
や
う
に
致
し
た
い
と
思
ふ
。
夫
れ
に
付

て
は
先
づ
自
分
よ
り
誓
て
実

践
躬
行

の
事
実
を
示
す
積
り
で
あ
る
。
何
卒
諸
君
に
於
て
も
能
く
々
々
其
深
意
を

体
せ
ら
れ
折
角
実
践
せ
ら
れ
む
こ
と
を
呉

々
も
希
望
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

●
24

引
継
事
項

(農
商
務
省
)

引
継
事
項

目

次
一
、

農

務

局

二
、

商

工

局

三

、

山

林

局

四

、

鉱

山

局

五

、

水

産

局

六
、
臨
時
米
穀
管
理
部

七
、
臨
時
産
業
調
査
局
第

一
部

八
、
同

第
二
部

九
、
同

第
三
部

一
〇
、
同

第
四
部

一
一
、
戦
時
保
険
局

一
二
、
特
許
局

一
三
、
大
正
八
年
度
歳
出
概
算

附
大
正
八
年
度
臨
時
事
件
費
概
算

農
務
局

一

米
価
調
節
に
関
す
る
件

昨
秋
以
来
米
価
昂
騰
の
趨
勢
あ
る
に
方
り
各
種
の
施
設
を
為
し
て
応
急
の
策
を
講

し
た
る
も
更
に
根
本
策
を
樹
立
す
る
の
必
要
を
認
め
物
価
の
調
節
其
の
他
国
民
の

生
活
に
緊
急
な
る
経
済
上
の
施
設
事
項
を
調
査
審
議
す
る
の
目
的
を
以
て
設
置
せ

ら
れ
た
る
臨
時
国
民
経
済
調
査
会
に
対
し
大
正
七
年
九
月
左
の
綱
領
に
依
り
米
価

調
節

の
制
度
を
樹
て
む
と
す
る
の
可
否
を
諮
問
せ
り

米
価
調
節

の
綱
領

一
米

の
最
高
最
低
の
価
格
を
定
め
置
く
こ
と

二
予
定

の
最
低
価
格
を
下
る
と
き
は
政
府
は
買
入
資
金
貸
付
其
の
他
適
当
の
方
法

に
依
り
て
之
を
貯
蔵
し
其
の
低
落
を
防
止
す
る
こ
と

三
予
定

の
最
高
価
格
を
超
ゆ
る
と
き
は
政
府
貯
蔵
米
の
売
出
、
外
米
輸
入
其
の
他

適
当

の
方
法
に
依
り
不
足
数
量
を
供
給
し
以
て
其
の
騰
貴
を
防
止
す
る
こ
と

四
米
価
調
節
上
必
要
あ
る
と
き
は
米
以
外
の
主
要
食
糧
に
付
相
当
の
措
置
を
為
す

こ
と
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五
外
国
米
の
専
売
を
為
す
こ
と

六
米
価
審
査
会
を
常
置
し
調
節
す

へ
き
米
穀
其
の
他
主
要
食
糧
品
の
価
格
の
限
度

制
限
に
付
諮
詞
す
る
こ
と

以
上
の
目
的
を
完
ふ
せ
ん
か
為
左

の
立
法
を
必
要
と
す

一
米
価
調
節
法

二
外
国
米
専
売
法

一

開
墾
助
成
法
制
定
に
関
す
る
件

国
民
食
料
増
殖
の
根
本
策
と
し
て
開
墾
を
奨
励
す
る
の
必
要
を
認
め
已
に
大
正
七

年
度
よ
り
土
地
利
用
計
画
を
開
始
し
た
り
し
か
之
に
伴
い
開
墾
助
成
法
を
制
定
す

る
は
実
績
を
収
む
る
に
付
必
須
の
方
策
な
る
か
故
に
右
法
案
を
第
四
十
議
会
に
提

出
の
見
込
を
以
て
大
蔵
省
の
同
意
を
得
進
て
略
ほ
提
出
の
準
備
成
り
た
る
も
会
期

切
迫
の
為
之
か
提
出
を
延
期
し
た
り
し
か
第

四
十

一
議
会
に
開
会
の
初
に
方
り
之

を
提
出
し

一
日
も
速
に
之
を
実
施
す
る
を
急
務
な
り
と
し
巳
に
法
律
案
助
成
金
各

年
度
予
算
及
法
律
施
行
に
要
す
る
経
費
予
算
を
総
合
し
て
大
蔵
省
に
送
付
し
あ
り

一

耕
地
整
理
法
中
改
正
の
件

開
墾
、
埋
立
、
干
拓
等
耕
地
拡
張
を
奨
励
す

る
に
当
り
現
行
耕
地
整
理
法
中
不
便

と
す
る
事
項
に
付
改
正
を
加
ふ
る
の
案
を
第

四
十

一
議
会
に
提
出
の
必
要
あ
る
を

以
て
目
下
省
内
に
於
て
審
議
中

一

農
業
水
利
法
制
定
の
件

耕
地
の
拡
張
及
改
良
の
実
績
を
挙
け
む
に
は
農
業
水
利
即
ち
灌
概
、
排
水
の
利
便

を
得
る
と
否
と
に
依
る
こ
と
甚
大
な
り
然
る
に
本
邦

の
農
業
水
利
は
旧
慣
其
の
他

の
事
由
に
制
せ
ら
れ
不
便
を
感
す
る
こ
と
多

大
な
る
か
故
に
特
に
法
律
を
制
定
し

て
其
の
不
便
を
除
き
水
利
上
充
分
の
利
益
を
収
む
る
の
必
要
あ
る
を
以
て
目
下
省

内
に
於
て
調
査
立
案
中

一

農
会
法
改
正
に
関
す
る
件

第
三
十
七
帝
国
議
会
に
於
て
衆
議
院
議
員
よ
り
現
行
農
会
法
を
改
正
し
経
費
強
制

徴
収
の
途
を
開
く

へ
き
法
律
案
を
提
出
可
決
し
た
る
も
貴
族
院
に
於
て
議
了
す
る

に
至
ら
す
当
時
農
会
法
全
般
に
付
改
正
如
何
に
関
し
主
務
局
を
し
て
実
地
調
査
せ

し
め
つ
つ
あ
り
し
を
以
て
意
見
の
決
定
を
為
す
に
至
ら
さ
り
き
其
の
後
主
務
局
を

し
て
農
会
法
全
般
に
亘
る
改
正
法
律
案
を
立
案
せ
し
め
其
の
成
案
に
付
審
議
中
更

に
第
四
十
回
帝
国
議
会
に
於
て
衆
議
院
議
員
よ
り
前
同
様
の
法
律
案
を
提
出
可
決

し
た
る
も
貴
族
院
に
於
て
議
了
す
る
に
至
ら
す
目
下
主
務
局
に
於
て
は
法
全
般
の

改
正
に
付
調
査
中

一

狩
猟
法
施
行
に
関
す
る
件

大
正
七
年
四
月
法
律
第
三
十
二
号
を
以
て
狩
猟
法
を
改
正
せ
る
も
大
正
八
年
四
月

以
後
に
於
て
之
を
施
行
す
る
予
定
を
以
て
同
法
施
行
規
則
の
改
正
に
付
目
下
審
議

中
に
属
し
且

つ
大
正
八
年
度
予
算
に
之
か
所
要
の
経
費
を
計
上
せ
り

一

輸
入
獣
類
検
疫
所
に
関
す
る
件

肉
畜
及
皮
革
其
の
他
工
業
原
料
品
の
輸
移
入
激
増
に
伴
ひ
大
阪
港
に
輸
入
獣
類
検

疫
所
を
新
設
し
及
神
戸
港
検
疫
所
に
港
務
獣
医
官

一
名
を
増
員
し
又
支
那
山
東
省

畜
牛
の
輸
入
に
対
し
現
に
福
岡
県
下
福
浦
検
疫
所
に
同
牛
収
容
所
を
新
設
せ
む
と

し
之
を
内
務
省
に
移
牒
せ
り

一

農
産
物
市
場
奨
励
に
関
す
る
件
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農
産
物
市
場
の
普
及
発
達
は
生
産
者
及
消
費
者
間
の
需
要
供
給
を
円
滑
な
ら
し
め

生
産
の
発
達
を
図
る
上
に
於
て
極
め
て
緊
要
な
り
故
に
之
か
目
的
を
達
す
る
為
大

正
八
年
度
に
於
て
公
益
的
農
産
物
市
場
の
建
設
費
に
対
し
国
庫
補
助
を
為
す
と
共

に
之
か
指
導
監
督
を
為
さ
ん
と
し
其
の
所
要
経
費
を
計
上
せ
り

一

主
要
食
糧
農
産
物
改
良
増
殖
奨
励
に
関
す
る
件

本
邦
に
於
け
る
主
要
食
糧
農
産
物
の
生
産

は
未
た
以
て
国
内
の
需
要
を
充
た
す
に

足
ら
す
又
之
か
生
産
原
料
た
る
肥
料
は
毎
年
の
輸
入
額
六
七
千
万
円
の
巨
額
に
達

す
る
を
以
て
中
央
地
方
相
侯
て
主
要
食
糧
農
産
物

の
品
種
改
良
の
普
及
奨
励
及
栽

培
法

の
改
善
普
及
を
図
り
又
自
給
肥
料

の
増
殖
奨
励
を
為
す
と
共
に
其
の
経
済
的

使
用
に
関
す
る
事
項

の
調
査
を
行
ひ
以
て
改
良
増
殖

の
実
を
挙
く
る
の
必
要
を
認

め
大
正
八
年
度
予
算
に
於

て
之
か
経
費
を
計
上
せ
り

一

茶
業
試
験
場
新
設
に
関
す
る
件

製
茶
は
近
時
内
国
に
於
け
る
生
産
費

の
増
加
と
海
外
市
場
に
於
け
る
競
争
激
烈
な

る
と
に
依
り
当
業
者
の
利
益
甚
た
し
く
減
殺
せ
ら
れ
輸
出
額
動
も
す
れ
は
減
少
せ

ん
と
す
る
の
趨
勢
に
在
る
を
以
て
適
当

の
生
産
地
に
独
立

の
茶
業
試
験
場
を
設
け

茶
樹
品
種

の
改
良
其
の
他
栽
培
及
製
造
法

に
関
す
る
事
項

の
研
究
を
為
さ
ん
と
す

一

園
芸
試
験
場
設
置
に
関
す
る
件

近
時
園
芸
業
は
発
達
の
機
運
に
向
ひ
将
来
に
於
け
る
発
展
の
余
地
亦
頗
る
多
し
依

て
品
種
の
改
良
、
育
成
、
病
害
虫
の
駆
除
予
防
及
加
工
品
の
製
造
等
に
関
す
る
試

験
研
究
を
為
し

一
般
園
芸
業
の
発
達
を
図
る
と
同
時
に
輸
出
の
振
興
を
期
す
る
こ

と
極
め
て
緊
要
な
り
故
に
之
か
目
的
を
達
成
す
る
為
現
在

の
農
事
試
験
場
園
芸
部

を
廃
止
し
別
に
園
芸
試
験
場
を
設
置
せ
ん
と
す

一

緬
羊
飼
育
奨
励
に
関
す
る
件

緬
羊
の
飼
育
奨
励
は
羊
毛
自
給
の
目
的
を
以
て
大
正
七
年
度
よ
り
開
始
せ
ら
れ
た

る
所
に
し
て
羊
毛
需
給
の
関
係
は
緬
羊
増
殖
の
急
を
告
く
る
も
の
あ
る
を
以
て
大

正
八
年
度
に
於
て
は
種
緬
羊
を
増
加
輸
入
し
二
ヶ
所
の
種
羊
場
を
増
設
す
る
等
之

か
蕃
殖
を
図
り
又
前
年
度
に
於
け
る
奨
励
施
設
の
外
民
間
に
於
け
る
優
良
種
緬
羊

の
買
上
を
行
ひ
種
緬
羊
輸
入
者
に
対
す
る
補
助
及
民
間
団
体
の
技
術
員
設
置
費
補

助
等
の
事
項
を
行
ひ
以
て
極
力
指
導
奨
励
監
督
の
実
を
挙
け
ん
と
す

商
工
局

一

米
国
輸
入
制
限
に
関
す
る
件

米
国
政
府
は
本
年
三
月
廿
三
日
第

一
回
輸
入
制
限
を
為
す
と
共
に
第
二
回
輸
入
制

限
品
目
表
を
内
示
せ
る
を
以
て
本
邦
政
府
よ
り
は
第

一
回
制
限
品
目
表
よ
り
レ
ー

ス
、
ド
ロ
ウ
ン
ウ
オ
ー
ク
類
、
落
花
生
及
米
の
除
外
方
を
又
第
二
回
輸
入
制
限
品

目
表
中
よ
り
花
錘
、
真
田
、
鉦
釦
、
帽
子
、
刷
毛
、
陶
磁
器
等
の
除
外
方
を
交
渉

第
二
回
制
限
品
目
中
よ
り
は
花
莚
以
下
の
交
渉
品
を
除
外
せ
ら
れ
た
る
も
第

一
回

に
対
す
る
交
渉
は
米
を
除
く
の
外
未
だ
に
解
決
す
る
に
至
ら
す

一

支
那
関
税
改
訂
問
題
に
関
す
る
件

大
正
六
年
三
月
支
那
は
列
国
に
対
し
物
価
騰
貴
を
理
由
と
し
て
其
の
関
税
の
現
実

五
分
改
正
を
提
議
し
右
に
対
し
列
国
共
無
条
件
に
て
容
認
せ
る
を
以
て
本
年

一
月

よ
り
上
海
に
於
て
之
か
改
訂
会
議
を
開
催
最
初
暫
行
率
に
付
て
協
議
す
る
所
あ
り

し
か
議
纏
ら
す
し
て
不
成
立
に
終
り
次
に
改
訂
の
基
礎
た
る
年
度
及
価
格
等
の
問

題
に
移
り
目
下
各
品
目
に
付
き
其
の
分
類
、
税
率
等
の
協
議
を
為
し
つ
つ
あ
り

一

瓦
斯
事
業
法
制
定
に
関
す
る
件
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瓦
斯
事
業
の
取
締
並
に
保
護
の
為
め
瓦
斯
事
業
法
制
定
の
必
要
を
認
め
当
省
の
議

を
経
て
草
案
を
作
り
内
務
省
と
協
議
中
に
属
す

一

曹
達
灰
供
給
不
足
対
策
に
関
す
る
件

曹
達
灰
は
米
国
に
於
て
之
か
輸
出
制
限
を
断
行
せ
し
よ
り
我
大
小
工
業
の
蒙
る
影

響
甚
た
し
き
を
以
て
之
か
対
策
と
し
て
自
給
自
足
の
方
途
を
講
す
る
か
為
め
年
額

三
万
屯
の
能
力
あ
る

「
ア
ン
モ
ニ
ア
」
曹
達
工
場
を
原
料
た
る
塩
の
廉
価
に
し
て

且
多
量
に
供
給
せ
ら
る
る
関
東
州
に
急
設
す
る
を
適
当
と
認
め
客
年
来
拓
殖
局
と

協
議
中
に
属
す

過
半
東
京
株
式
取
引
所
に
対
し
現
物
取
引
の
開
始
を
許
可
し
目
下
厳
重
に
監
視
中

な
る
か
右
は
現
物
市
場
問
題
の
根
本
的
解
決
迄
過
渡
的
に
認
め
た
る
も
の
に
し
て

本
問
題
に
関
し
て
は
追
て
充
分
な
る
研
究
を
遂
け
根
本
的
の
解
決
を
与
ふ
る
要
あ

る
も
の
な
り

一

有
価
証
券
現
物
市
場
設
置
許
可
申
請
の
件

東
京
市
在
住
米
山
利
之
助
外
十
五
名
よ
り
有
価
証
券
現
物
市
場
を
東
京
に
設
置
し

た
き
旨
の
申
請
書
を
提
出
し
た
る
か
右
は
前
記
の
問
題
と
関
連
す
る
事
項
な
る
か

不
取
敢
書
類
調
査
中
な
り

一

軍
需
工
業
動
員
法
施
行
に
関
す
る
経
費
の
件

軍
需
工
業
動
員
法
施
行
の
為
各
局
並
に
地
方
庁
に
増
員
す
る
の
必
要
あ
り
目
下
之

か
経
費
の
概
算
編
成
中

一

正
米
市
場
に
関
す
る
省
令
改
正

の
件

米
価
の
恒
久
的
調
節
の
為
め
全
国
枢
要
の
地
に
正
米
市
場
の
設
置
を
許
可
す
る
の

必
要
を
認
め
た
る
か
正
米
市
場
に
関
す
る
現
行
省
令
は
簡
に
過
き
監
督
の
目
的
を

達
し
難
き
を
以
て
之
か
改
正
案
に
付
目
下
審
議
中

一

正
米
市
場
設
置
許
可
申
請
の
件

目
下
函
館
、
京
都
、
横
浜
、
名
古
屋
、
土
崎
、
三
国
、
伏
木
、
鳥
取
、
徳
島
、
門

司
、
以
上
十
ヶ
所
よ
り
正
米
市
場
設
置
許
可
申
請
書
を
提
出
せ
る
か
右
は
省
令
改

正
後
に
於
て
相
当
審
議
を
遂
く
る
見
込
を

以
て
目
下
主
務
課
に
保
留
し
あ
り

一

有
価
証
券
現
物
市
場
問
題
に
関
す
る
件

一

取
引
所
売
買
物
件
追
加
に
関
す
る
件

イ
、
広
島
米
取
引
所
よ
り
株
式
を
売
買
物
件
中
に
追
加
の
件
申
請

ロ
、
神
戸
米
穀
株
式
取
引
所
よ
り
雑
穀
、
小
麦
粉
、
大
豆
、
油
粕
を
売
買
物
件

中
に
追
加
の
件
申
請

ハ
、
東
京
米
穀
商
品
取
引
所
よ
り
モ
ス
リ
ン
を
売
買
物
件
中
に
追
加
の
件
申
請

右
等
は
敦
れ
も
調
査
中
な
り

一

取
引
所
発
起
認
可
申
請

の
件

本
件
に
関
し
左
の
申
請
書
提
出
あ
り
目
下
調
査
中

イ
、
名
古
屋
商
品
取
引
所
設
立
発
起
認
可
申
請

の
件

ロ
、
久
留
米
米
麦
取
引
所
設
立
発
起
認
可
申
請
の
件

ハ
、
大
分
米
穀
取
引
所
設
立
発
起
認
可
申
請
の
件

一

取
引
所
増
資
に
関
す
る
件

イ
、
下
関
米
取
引
所
よ
り
十
万
円
を
三
十
万
円
に
増
加
の
件
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ロ
、
熊
本
米
穀
取
引
所
よ
り
十
万
円
を
二
十
万
円
に
増
加

の
件

ハ
、
名
古
屋
米
穀
取
引
所
よ
り
七
十
万
円
を
百
五
十
万
円
に
増
加

の
件

二
、
酒
田
米
穀
取
引
所
よ
り
十

一
万
円
を
二
十
万
円
に
増
加

の
件

右
各
申
請
書
提
出
あ
り
目
下
主
務
課
に
於
て
調
査
中

保
険
事
業
免
許
申
請
中
の
会
社
数
及
其
処
理
経
過
左
の
如
し

(
一
)
既
設
内
国
会
社
の
県
営
免
許
申
請

五
社

(悉
く
損
害
保
険
)

【免
許
案
上
達
中

一
社

戸
照
会
中

四
社
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(二
)
既
開
業
外
国
会
社
の
兼
営
免
許
申
請

一

保
険
業
法
改
正
の
件

現
行
保
険
兵
法
は
明
治
三
十
三
年
の
制
定
に
係
り
明
治
四
十
五
年
多
少
の
修
正
を

加
へ
ら
れ
た
る
も
尚
ほ
不
備
の
廉
不
砂
を
以
て
之
か
改
正
の
要
を
認
め
大
正
六
年

来
調
査
に
著
手
し
第
四
十
回
帝
国
議
会
に
提
案
の
見
込
な
り
し
も
保
険
業
法
は
単

に
監
督
的
規
定
に
止
ま
ら
す
会
社
の
組
織
及
権
義
に
関
す
る
特
別
の
規
定
も
含
み

近
く
改
正
提
案
の
破
産
法
の
規
定
と
調
和
を
要
す
る
事
項
の
存
す
る
を
以
て
右
破

産
法
確
定
の
後
に
譲
る
の
適
当
な
る
を
認
め

一
且
其
の
提
案
を
見
合
は
せ
更
に
調

査
を
続
行
し
つ
つ
あ
り

三
社

(悉
く
損
害
保
険
)

【調
査
中

一
社

戸
照
会
中

二
社

計

八
社

一

火
災
保
険
料
率
の
調
節
に
関
す
る
件

協
定
料
率
の
改
定
方
を
下
命
し
た
る
所
其
の

一
部
に
付
て
は
改
定
の
上
既
に
実
行

に
著
手
し
た
る
を
以
て
其
の
経
過
を
監
視
す
る
と
共
に
未
成
案
の
部
分
に
付
て
は

速
成
方
督
励
中
な
り

ノ

一

保
険
会
社
発
起
認
可
申
請
の
件

発
起
認
可
申
請
中
の
保
険
会
社
数
の
処
理
経
過
左
の
如
し

四
社
、
調
査
中

(
一
)
生
命
六
社

二
社
、
書
類
訂
正
方
照
会
中

(書
類
完
備

の
暁
は
認
可
す

る
事
に
内
議
決
定
済
)

七
社
、
照
会
中

(書
類
完
備
の
暁
認
可
す
る
こ
と
に
内
議

(二
)
損
害
十
社

決
定
済

の
も
の
は

一
社
)

三
社
調
査
中

計
十
六
社

一

事
業
免
許
申
請
の
件

一

機
械
研
究
所
設
置
に
関
す
る
件

我
機
械
工
業
は
之
を
欧
米
先
進
諸
国
の
斯
業
に
比
し
著
し
き
遜
色
あ
り
其
の
原
因

種
々
あ
り
と
難
も
技
術
の
幼
稚
な
る
事
之
れ
か
主
因
た
り
故
に
機
械
研
究
所
を
設

置
し
て
基
礎
的
材
料
た
る
銑
鉄
、
錬
鉄
、
鋼
鉄
及
各
種
合
金
の
使
用
法
に
付
試
験

研
究
を
遂
け
当
業
者
を
指
導
す
る
は
最
も
緊
要
の
事
項
と
認
め
大
正
八
年
度
概
算

に
於
て
之
れ
か
経
費
を
要
求
せ
り

一

労
働
保
険
調
査
に
関
す
る
件

時
局
以
来
本
邦
の
工
業
は
異
常
の
発
達
を
為
せ
る
に
一
面
に
於
て
は
従
業
者
の
衛

生
状
態
に
就
て
は
誠
に
憂
慮
す
へ
き
も
の
あ
り
工
場
法
に
於
け
る
工
業
主
の
扶
助

は
充
分
な
り
と
云
ふ
を
得
ず
共
済
組
合
の
制
度
は
合
理
的
基
礎
に
依
る
も
の
少
な



く
又
簡
易
生
命
保
険
の
制
度
は
本
邦
職
工
に
対
し
充
分
救
済
の
実
を
挙
く
る
こ
と

能
は
す
更
に
他
日
恐
慌
の
襲
来
は
失
業
問
題
を
惹
起
せ
さ
る
を
保
し
難
し
依
て
労

働
保
険
の
必
要
頗
る
緊
切
な
る
を
認
め
之
に
関
す
る
各
般
の
調
査
を
為
さ
ん
か
為

め
大
正
八
年
度
概
算
に
於
て
之
か
経
費
を
要
求
せ
り

一

陶
磁
器
試
験
所
設
置
に
関
す
る
件

陶
磁
器
は
我
国
固
有
工
業
品
に
し
て
製
品
の
改
良
宜
し
き
を
得
は
海
外
に
於
け
る

発
展
の
余
地
頗
る
多
し
而
し
て
之
か
改
良
に
は
科
学
的
と
工
芸
的
と
の
二
方
面
在

り
科
学
的
方
面
は
既
に
工
業
試
験
所
窯
業
部
の
研
鐙
に
依
り
近
時
漸
く
面
目
を
改

め
た
り
と
雛
工
芸
的
改
良
に
関
し
て
は
遺
憾
の
点
砂
し
と
せ
す
依
て
現
在
の
京
都

市
立
陶
磁
器
試
験
場
の
事
業
を
政
府
の
経
営
に
移
し
之
を
拡
張
完
備
し
以
て
工
芸

的
試
験
研
究
を
遂
行
し
斯
業
の
発
達
を
促
成
せ
む
と
す

一

度
量
衡
及
規
格
統

一
調
査
に
関
す
る
件

度
量
衡
及
工
業
品
規
格
の
統

一
に
関
し
て
は
時
局
の
進
展
は

一
日
も
之
を
忽
に
す

へ
か
ら
さ
る
に
至
り
婁
に
第
四
十
回
帝
国
議
会
に
於
て
も
軍
需
工
業
動
員
法
可
決

の
際
度
量
衡
に
関
し
て
は
速
に
統

一
の
方
針
を
以
て
之
か
調
査
の
必
要
あ
り
又
工

業
品
の
規
格
も
同
法
の
実
施
に
伴
ひ
統

一
の
基
準
を
定
む
る
の
必
要
あ
り
依
て

一

定
の
諮
問
機
関
を
設
け
慎
重
な
る
調
査
審
議
を
為
さ
し
め
ん
と
す

山
林
局

一

木
炭
の
需
給
調
節
に
関
す
る
件

木
炭
は
其
の
用
途
広
汎
に
し
て
主
と
し
て
国
民
生
活
上
の
日
常
必
需
品
な
る
を
以

て
之
か
配
給
を
円
満
に
し
其
価
格
の
平
準
を
害
せ
さ
ら
し
む
る
は
宴
に
緊
要
な
り

然
る
に
昨
年
八
月
以
降
其
価
格
急
激
に
昂
騰
し
た
る
を
以
て
之
か
原
因
を
調
査
し

た
る
に
主
と
し
て
需
要
の
増
加
生
産
費
の
騰
貴
及
運
輸
の
円
滑
な
ら
さ
る
に
由
る

を
認
め
た
り
是
を
以
て
府
県
に
命
し
て
木
炭
の
需
給
関
係
を
調
査
せ
し
め
四
月
開

催
の
府
県
林
務
主
任
官
会
議
に
際
し
充
分
の
打
合
を
了
し
た
る
か
本
年
の
需
給
季

節
切
迫
し
来
り
た
る
を
以
て
八
月
以
降
本
局
技
術
官
五
名
を
木
炭
主
産
地
に
派
遣

し
其
生
産
並
取
引
の
状
況
を
精
査
せ
し
む
る
と
共
に
地
方
長
官
に
対
し
之
か
需
給

の
円
満
に
努
力
す
へ
き
様
通
牒
を
発
し
各
府
県
に
於
て
は
目
下
夫
々
之
か
施
設
中

に
属
す
然
る
に
炭
価
は
本
年

一
月
よ
り
梢
下
落
し
来
り
た
る
も
八
月
中
旬
よ
り
著

し
く
昂
騰
し
来
り
昨
年
冬
季
に
比
し
梢
高
値
と
な
り
今
後
尚
騰
貴
の
趨
勢
な
る
に

国
有
林
に
於
て
は
大
正
七
年
度
に
於
て
木
炭
約
六
百
五
十
万
貫
の
生
産
を
為
す
へ

き
予
定
な
り
し
も
物
価
騰
貴
の
影
響
を
受
け
予
定
生
産
量
減
退
し
約
五
百
万
貫
に

止
ま
る
の
己
む
を
得
ざ
る
に
至
り
而
も
木
炭
の
需
要
は
益
旺
盛
に
し
て
到
底
民
間

の
生
産
の
み
に
待
つ
能
は
さ
る
か
故
に
之
か
補
充
の
為
新
に
相
当
経
費
の
増
額
を

要
求
し
国
有
林
に
於
て
予
定
通
り
鋭
意
製
炭
生
産
額
の
増
加
を
図
る
と
共
に
原
料

材
の
払
下
を
増
加
す
る
こ
と

・
せ
り
尚
今
後
に
於
て
各
地
方
実
査
の
結
果
を
侯
ち

て
之
か
調
節
上
施
設
す
る
所
あ
ら
ん
と
す

一

林
産
物
増
殖
奨
励
に
関
す
る
件

民
有
林
野
の
造
林
は
由
来
伐
採
に
伴
は
す
殊
に
時
局
以
来
林
産
物
の
需
要
激
増
し

其
価
格
昂
騰
せ
る
為
所
在
濫
伐
の
弊
を
生
し
造
林
は
寧
ろ
減
退
の
傾
向
あ
り
て
漸

次
林
木
減
少
し
已
に
之
か
供
給
不
足
を
告
く
る
も
の
あ
る
の
み
な
ら
す
森
林
を
荒

廃
し
て
治
水
其
他
国
土
保
安
上
危
害
を
醸
生
せ
ん
と
す
る
も
の
あ
り
然
る
に
其
原

因
は
苗
木
の
供
給
不
足
に
原
因
す
る
も
の
甚
た
多
し
是
を
以
て
樹
苗
の
増
殖
を
図

る
の
必
要
あ
り
又
竹
林
は
我
国
の
特
産
品
に
し
て
其
用
途
甚
た
広
汎
な
る
の
み
な

ら
す
海
外
輸
出
品
と
し
て
頗
る
重
要
の
関
係
を
有
す
然
る
に
其
生
産
累
年
減
少
し

ハ
マ

マ

　

已
に
之
か
供
給
不
足
を
告
け
竹
工
業
其
他
の
打
撃
少
な
ら
す
其
原
因
す
る
所
主
と
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し
て
竹
林
面
積
の
減
少
及
之
か
取
扱
の
不
完
全
な
る
に
在
る
を
以
て
之
か
増
殖
を

図
り
其
栽
培
方
法
の
改
良
を
促
か
す
必
要
あ
り
次
に
元
来
林
業
の
進
歩
は
他
の
産

業
に
比
し
其
発
達
甚
た
幼
稚
に
し
て
之
か
改
善
を
促
進
し
林
産
の
増
殖
を
図
る
は

焦
眉
の
急
に
属
す
と
錐
未
た
農
会
、
試
験
場
の
如
き
機
関
だ
に
有
せ
さ
る
は
甚
た

遺
憾
と
す
然
れ
と
も
全
国
又
は
府
県
を
区
域
と
し
林
業
関
係
者
の
任
意
に
組
織
す

る
山
林
会
の
存
在
す
る
も
の
多
少
あ
り

て
僅
に
存
在
を
維
持
し
居
れ
る
も
之
か
成

績
甚
た
可
な
る
を
以
て
之
を
公
法
人
の
組
織
に
改
め
し
め
其
事
業
を
作
興
し
林
業

の
進
歩
を
図
ら
ん
と
す
是
等
諸
種
の
事

項
に
対
し
て
は
従
来
力
説
勧
奨
に
努
め
た

る
も
其
目
的
を
達
す
る
こ
と
困
難
な
る
を
以
て
夫
々
国
庫
よ
り
補
助
金
を
交
付
し

之
を
貫
徹
す
る
の
必
要
を
認
め
八
年
度
予
算
に
計
上
し
た
り

一

北
海
道
森
林
移
管
に
関
す
る
件

森
林
の
経
営
は
本
来

一
般
の
産
業
行
政
と
相
侯
ち
農
商
務
省
之
を
主
管
し
輩
固
な

る
基
礎
の
下
に
百
年
の
長
計
を
樹
て
さ
る
へ
か
ら
さ
る
所
に
属
す
従
来
北
海
道
森

林
を
内
務
省
の
主
管
に
属
せ
し
め
た
る
は
単
に

一
時
の
権
宜
に
出
た
る
に
過
き
す

然
る
に
今
や

一
般
内
地
森
林
と
離
れ
て
特
別
の
取
扱
を
為
す
の
事
由
全
然
消
滅
し

た
る
の
み
な
ら
す
本
道
森
林
経
営
の
現
状
は
国
土
保
安
上
及
施
業
上
憂
慮
に
堪
え

さ
る
も
の
あ
る
を
以
て
速
に
之
を
農
商
務
省
主
管
に
復
帰
し
統

一
的
経
営
の
大
本

を
樹
て
長
久
の
国
策
を
確
立
せ
さ
る
可
ら
さ
る
を
信
し
北
海
道
国
有
林
を
農
商
務

省
に
移
管
し

一
般
林
政
も
亦
本
省
の
所
管
に
統

一
す
る
為
昨
年
初
め
て
表
面
よ
り

交
渉
を
為
し
た
る
も
未
た
之
か
決
定
を
見
る
に
至
ら
す
今
尚
之
か
調
査
中
に
在
り

一

林
区
署
現
業
員
共
済
組
合
の
組
織
に
関
す
る
件

国
有
林
野
事
業
に
常
時
従
事
す
る
雇
員
以
下
の
現
業
員
は
其
数
巳
に
五
千
二
百
五

十
人
に
達
し
而
も
逐
年
事
業
の
拡
張
発
展
に
伴
ひ
益
此
等
従
業
者
の
向
上
安
定
を

企
図
す
る
の
必
要
緊
切
な
る
を
以
て
其
相
互
救
済
を
目
的
と
す
る
の
要
あ
る
を
認

め
之
か
調
査
に
着
手
し
成
按
を
得
た
る
を
以
て
其
財
源
と
し
て
組
合
員
の
掛
金
と

政
府
の
補
助
金
と
を
以
て
之
に
充

つ
る
こ
と

・
な
し
政
府
補
助
金
は
組
合
員
総
給

料
の
百
分
の
二
と
定
め
大
正
八
年
度
歳
出
概
算
書
を
提
出
し
た
り

一

小
笠
原
島
存
廃
区
別
及
管
理
に
関
す
る
件

小
笠
原
島
所
在
国
有
林
野
は
従
来
東
京
府
知
事
に
委
任
管
理
せ
し
め
た
る
も
本
年

五
月
該
知
事
よ
り
近
く
林
野
の
存
廃
区
分
調
査
を
施
行
致
度
旨
を
以
て
之
か
調
査

官
派
遣
の
要
求
と
同
時
に
右
調
査
結
了
の
上
は
管
理
委
任
解
除
せ
ら
れ
度
旨
申
請

あ
り
依
て
嚢
に
局
員
を
派
し
調
査
せ
し
む
る
所
あ
り
目
下
審
議
中
に
属
せ
り
之
か

結
了
後
は
委
任
解
除
の
上
直
接
当
省
に
於
て
小
林
区
署
を
設
置
し
管
理
の
見
込
な

り
と
す

鉱
山
局

一

燃
料
研
究
所
設
置
に
関
す
る
件

石
炭
の
性
質
利
用
及
節
約
方
法
を
研
究
し
以
て
其
の
経
済
的
使
用
を
図
る
は
天
然

資
源
の
保
存
に
必
要
な
る
の
み
な
ら
す

一
般
工
業
の
生
産
費
を
逓
減
せ
し
め
産
業

の
発
展
に
資
す
る
所
極
め
て
大
な
り
従
て
欧
米
諸
国
に
於
て
は
夙
に
反
覆
之
か
研

究
を
施
行
し
其
の
効
果
の
見
る
へ
き
も
の
亦
紗
か
ら
す
然
る
に
我
国
に
於
て
従
来

之
に
関
す
る
研
究
機
関
を
有
せ
さ
る
は
洵
に
遺
憾
と
す
る
所
な
り
殊
に
近
時

一
般

工
業
の
発
展
に
伴
ひ
石
炭
の
需
要
亦
激
増
を
見
る
に
至
れ
る
を
以
て
斯
種
研
究
機

関
を
設
置
し
以
て
石
炭
使
用
に
関
し
必
要
な
る
事
項
を
研
究
す
る
は
国
家
経
済
上

喫
緊
の
事
項
な
り
と
認
め
之
に
要
す
る
経
費
を
八
年
度
予
算
に
請
求
せ
り

一

製
鉄
業
奨
励
に
関
す
る
件
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大
正
五
年
五
月
製
鉄
業
調
査
会
設
置
せ
ら
れ
製
鉄
業
に
関
す
る
朝
野
の
有
識
者
二

十

一
名
其
の
委
員
と
な
り
て
製
鉄
業
の
奨
励
及
製
鉄
自
給
策
に
付
調
査
す
る
所
あ

り
農
商
務
大
臣
の
諮
問
事
項
に
対
し
夫
々
答
申
を
為
し
た
る
後
右
調
査
会
は
大
正

五
年
十
二
月
廃
止
せ
ら
れ
た
る
か
政
府
は
其
の
答
申
の
趣
旨
に
基
き
民
聞
製
鉄
会

社
の
情
願
等
を
参
酌
し
て
製
鉄
業
奨
励
法
案
を
定
め
第
三
十
九
帝
国
議
会
の
協
賛

を
経
て
大
正
六
年
九
月
よ
り
之
を
施
行
し
つ
つ
あ
り
而
し
て
我
国
に
於
け
る
製
鉄

業
は
時
局
の
影
響
に
因
る
鉄
価
の
昂
騰
と
政
府
の
奨
励
方
針
と
に
刺
撃
せ
ら
る
る

こ
と
著
し
き
も
の
あ
り
て
大
小
製
鉄
工
場
の
籏
出
を
見
る
に
至
り
た
る
か
今
後
是

等
諸
工
場
の
維
持
発
達
を
図
り
更
に
進
て
完
全
な
る
自
給
計
画
を
樹
立
す
る
に
就

て
は
原
料
の
取
得
製
鉄
技
術
事
業
経
営
の
方
法
並
に
関
税
率
の
改
定
其
の
他
の
保

護
奨
励
施
設
に
関
し
研
究
を
要
す
へ
き
事
項
少
か
ら
さ
る
を
以
て
目
下
引
続
き
鋭

意
之
に
関
す
る
調
査
を
行
ひ
つ
・
あ
り

一

水
脈
調
査
に
関
す
る
件

本
邦
に
於
け
る
水
脈
の
調
査
は
刻
下
の
急
務
と
す
る
所
に
し
て
其
の
分
布
及
多
寡

並
墾
井
の
適
否
水
質
の
良
否
を
判
定
し
水
脈
の
酒
養
未
耕
地
地
域
の
開
墾
既
耕
地

に
於
け
る
用
水
都
市
の
給
水
及
温
泉
の
保
護
開
発
等
に
資
す
る
は
最
も
緊
要
の
事

項
と
認
む
依
て
五
ヶ
年
を
期
し
本
調
査
を
遂
行
せ
ん
と
す水

産
局

一

水
産
会
法
制
定
に
関
す
る
件

現
行
水
産
組
合
制
度
は
漁
業
法
中
に
之
か
大
綱
を
定
め
ら
れ
其
の
細
目
に
付
て
は

重
要
物
産
同
業
組
合
法
を
準
用
す
る
に
止
ま
る
従
て
水
産
業
に
付
全
国
を
系
統
的

に
統

一
す
る
の
機
関
を
欠
如
す
る
を
以
て
斯
業
の
発
展
上
遺
憾
砂
な
か
ら
す
依
て

現
行
水
産
組
合
制
度
を
廃
し
て
農
会
制
度
に
倣
ひ
単
行
法
を
以
て
水
産
会
法
を
制

定
せ
ら
れ
た
し
と
の
希
望
は
衆
議
院
に
於
て
も
亦
請
願
を
以
て
之
を
要
望
し
来
れ

り
然
れ
と
も
元
来
現
行
水
産
組
合
制
度
は
種
々
の
沿
革
を
存
す
る
を
以
て
之
に
代

ふ
る
に
水
産
会
制
度
を
以
て
す

へ
き
や
否
や
は
慎
重
の
考
究
を
要
す
る
に
付
尚
目

下
調
査
中
に
属
す

一

水
産
教
育
振
興
に
関
す
る
件

水
産
教
育
の
振
興
に
関
し
て
は
予
て
衆
議
院
よ
り
の
建
議
あ
り
本
邦
に
於
け
る
右

機
関
の
充
実
を
図
り
以
て
帝
国
の
重
要
産
業
た
る
水
産
業
の
開
発
進
歩
を
誘
導
せ

ん
か
為
政
府
に
於
て
相
当
の
施
設
を
為
さ
ん
こ
と
を
望
め
り
水
産
教
育
に
関
し
て

は
政
府
は
従
来
相
当
の
施
設
を
怠
ら
さ
り
し
も
尚
時
局
の
進
展
と
時
運
の
趨
勢
と

を
顧
み
る
と
き
は

一
層
之
を
充
実
振
興
す
る
の
必
要
あ
る
を
認
む
る
を
以
て
財
政

事
情

の
容
す
限
り
本
建
議
の
趣
旨
を
採
択
す

へ
き
も
の
と
し
目
下
閣
議
提
出
の
手

続
中

一

日
露
漁
業
協
約
の
改
訂
に
関
す
る
件

日
露
漁
業
協
約
は
大
正
八
年
九
月
を
以
て
満
期
と
な
る
へ
き
に
付
嚢
に
之
か
改
訂

準
備
の
為
特
に
専
任
の
職
員
を
設
け
爾
来
鋭
意
其
の
調
査
を
行
ひ
つ
つ
あ
り
し
か

時
局
の
進
展
に
伴
ひ
廟
議
の
決
定
急
な
る
を
要
す
る
も
の
あ
る
を
認
め
本
年
八
月

省
議
決
定

の
上
其

の
成
案
を
外
務
省
に
送
致
し
目
下
同
省
に
於
て
調
査
中
に
属
す

と
難
本
件
は
改
訂
期
目
前
随

の
間
に
迫
れ
る
を
以
て
速
に
改
訂
を
実
現
し

一
層
漁

業
権
を
確
保
す
る
の
要
あ
る
も

の
と
認
む

一

水
産
養
殖
奨
励
に
関
す
る
件

我
邦
水
産
養
殖
業
の
進
歩
尚
未
た
振
は
さ
る
所
以
の
も
の
は
種
苗
の
供
給
餌
料
の

研
究
に
於
て
甚
し
く
欠
く
る
所
あ
り
又
海
産
水
族
の
養
殖
方
法
に
付
不
明
の
点
少
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な
か
ら
さ
る
と
に
依
り
是
等
に
関
し
調
査
研
究
を
為
す
と
共
に
優
良
種
苗
の
養
成

配
布
を
為
し
湖
沼
浅
海
及
内
湾
に
於
け
る
広
大
な
る
水
面
の
利
用
を
全
か
ら
し
め

以
て
斯
業

の
振
興
を
図
ら
ん
と
す

一

遠
洋
漁
業

の
奨
励
に
関
す
る
件

遠
洋
漁
業
奨
励
法
に
改
正
を
加

へ
四
月

一
日
よ
り
実
施
し
前
年
度
よ
り
十

一
万
八

千
余
円
を
増
加
し
て
二
十
六
万
九
千
余
円
と
為
り
た
る
予
算
を
以
て
堅
牢
に
し
て

航
洋
に
適
す
る
小
型
漁
船
の
建
造
特
殊

の
構
造
設
備
を
有
す
る
特
殊
漁
船
の
建
造

及
特
殊
の
遠
洋
漁
業
に
対
し

一
定
率
の
補
助
金
を
下
付
し
以
て
其
の
発
達
を
奨
励

す
る
こ
と
と
し
各
府
県
当
業
者
の
出
願
中
適
当
な
る
も
の
を
選
抜
し
て
補
助
金
下

付
の
指
令
を
交
付
し

つ
つ
あ
り

鳥
丸
、
隼
丸
等
を
使
用
し
尚
各
府
県
水
産
試
験
場
、
灯
台
等
と
も
連
絡
し
て
本
調

査
を
実
施
し
つ
つ
あ
り

臨
時
米
穀
管
理
部

一

外
国
米
管
理
に
関
す
る
件

大
正
七
年
四
月
外
国
米
管
理
開
始
以
来
政
府
の
管
理
に
属
し
た
る
外
国
米
総
計
約

三
百
三
十
万
石
に
し
て
内
約
二
百
七
十
万
石
は
輸
入
を
了
し
其
の
大
部
分
は
売
渡

と
す
残
部
約
六
十
万
石
の
大
部
分
は
今
月
及
来
月
中
に
著
荷
の
予
定
な
り
外
国
米

管
理
に
関
す
る
補
給
金
は
二
千
百
九
十
八
万
七
千
五
百
円
を
要
す
る
予
定
に
し
て

内
四
百
二
十
万
円
は
既
に
予
備
金
支
出
を
得
て
指
定
商
に
対
し
支
払
中
に
属
し
其

の
余
は
指
定
商
よ
り
の
請
求
に
応
し
経
費
要
求
を
為
す
都
合
な
り
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一

漁
港
修
築
奨
励
に
関
す
る
件

漁
港

の
修
築
は
公
共
的
事
業
に
し
て
且
多
額

の
経
費
を
要
し
到
底

一
地
方
の
資
力

の
み
を
以
て
能
く
之
を
遂
行
し
能
は
さ
る
か
故
に
国
費
を
以
て
之
を
助
成
す
る
の

要
あ
る
を
認
め
大
正
七
年
度
予
算
に
於

て
本
奨
励
費
二
十
八
万
八
千
円

(内
補
助

費
七
年
度
分
二
十
七
万
円
)
を
要
求
し
た
り
大
正
七
年
度
以
降
補
助
漁
港
と
決
定

せ
る
も
の
は
下
の
六
港
な
り
と
す
福
島
県
小
名
浜
、
千
葉
県
白
浜
、
静
岡
県
伊
東
、

新
潟
県
能
生
、
宮
崎
県
油
津
、
三
重
県
波
切

一

海
洋
調
査
の
実
施
に
関
す
る
件

吾
国
を
囲
饒
す
る
海
洋
の
調
査
は
水
産
業
の
開
発
上
最
も
緊
切
の
事
業
な
る
を
以

て
大
正
七
年
度
よ
り
組
織
的
の
調
査
を
開
始
す
る
こ
と
と
し
経
常
部
に
於

て
金
参

万
四
千
余
円
、
臨
時
部
に
於
て
金
拾
万
九
千
余
円
の
予
算
を
計
上
し
巳
に
専
用
海

洋
調
査
船

一
隻

(百
六
十
五
噸
)
の
新

造
に
著
手
し
た
り
又
所
属
船
雲
鷹
丸
、
速

一

朝
鮮
米
及
台
湾
米
の
管
理
に
関
す
る
件

指
定
商
鈴
木
商
店
に
命
し
て
買
入
れ
し
め
た
る
朝
鮮
米
は
約
十
二
万
石
に
し
て
大

部
分
は
東
京
府
及
大
阪
市
に
引
渡
を
了
し
目
下
の
残
荷
約
三
万
石
と
す
、
台
湾
米

に
付
て
は
嚢
に
指
定
商
三
井
物
産
株
式
会
社
に
命
し
て
約
八
万
袋
の
買
入
を
為
さ

し
め
目
下
東
京
に
約
四
万
袋
神
戸
に
約
二
万
袋
台
湾
約
五
千
袋
の
残
荷
を
有
す
朝

鮮
米
及
台
湾
米
に
付
て
は
補
給
金
を
要
せ
さ
る
見
込
な
り

一

支
那
米
の
輸
入
に
関
す
る
件

支
那
米
の
輸
入
に
関
し
て
は
目
下
外
務
省
よ
り
支
那
政
府
に
交
渉
中
に
し
て
支
那

政
府
か
輸
出
特
許
を
為
す
に
於
て
は
其
の
価
格
を
考
慮
し
指
定
商
を
し
て
五
十
万

石
迄

の
輸
入
を
為
さ
し
む
る
都
合
な
り

一

外
国
米

の
新
規
買
付
に
関
す
る
件



今
年
の
米
作
は
目
下
の
処
豊
作
の
見
込
確
実
な
る
も
新
米
喰
込
、
消
費
増
大
等
よ

り
の
事
情
よ
り
推
し
明
年
度
に
於
て
も
約
四
百
万
石
の
外
米
の
輸
入
を
為
す
の
必

要
あ
り
然
し
て
其
の
全
部
を
外
国
米
新
穀
よ
り
買
入
る
る
こ
と
は
困
難
な
る

へ
き

を
以
て
産
地
現
存
の
外
国
古
米
の
内
よ
り
約

五
十
万
石
の
買
付
を
為
す
の
方
針
を

定
め
之
か
経
費
関
係
に
付
目
下
大
蔵
省
と
交
渉
中
な
り

一

内
地
米
管
理
に
関
す
る
件

大
正
七
年
八
月
内
地
米
管
理
開
始
以
来
穀
類
収
用
令

の
補
償
金
額
を
定
め

一
面
全

国
に
於
け
る
米
価
の
決
定
に
最
も
有
力
な
る
市
場
に
相
当
数
量
の
米
を
蒐
集
し
是

等
の
市
場
に
於
け
る
米
価
の
低
落
を
図
る
と
共
に
全
国
を
し
て
之
に
順
応
せ
し
め

ん
か
為
東
京
に
九
名
、
京
都
に
二
名
、
大
阪

に

一
名
、
神
戸
に
八
名

の
商
人
を
指

定
し
第

一
期
計
画
と
し
て
東
京
約
二
十
五
万
石
、
大
阪
、
神
戸
及
京
都
合
計
二
十

五
万
石
総
計
約
五
十
万
石
の
内
地
米
を
買
付
せ
し
む
る
こ
と
と
し

一
方
蒐
集
せ
る

買
付
米
は
収
用
の
場
合
に
於
け
る
補
償
金
額

に
応
し
て
之
か
売
出
し
を
行
は
し
め

つ
つ
あ
り

第

一
期
計
画
に
伴
ふ
補
給
金
は
約
四
百
万
円
の
予
定
に
し
て
内
差
当
り
補
給
を
要

す
る
も
の
二
百
十
万
九
千
余
円
は
目
下
予
備
金
の
支
出
を
仰
き

つ
つ
あ
り
尚
今
後

第
二
回
以
後

の
計
画
を
為
す
の
必
要
あ
る
場
合
に
於
て
は
必
要
に
応
し
て
其
の
経

費
予
算

の
要
求
を
為
さ
む
と
す

由
、
漁
獲
物
処
理
方
法
、
各
国
主
要
市
場
に
於
け
る
魚
価
、
濠
州
、
仏
領
印
度
、

南
洋
支
那
に
於
け
る
水
産
貿
易
状
況
等
に
付
調
査
中
な
り
尚
水
産
物
生
産
国
の
生

産
状
況
及
其
の
施
設
用
缶
其

の
他
製
造
材
料
、
水
産
に
関
す
る
金
融
、
水
産
製
造

技
術
者
養
成
方
法
等
に
付
調
査
を
行
は
む
と
す

一

棉
花
に
関
す
る
調
査
の
件

棉
花
に
関
す
る
調
査
に
付
て
は
予
定
計
画
に
依
り
内
地
朝
鮮
及
台
湾
に
於
け
る
実

地
調
査
を
完
了
し

一
方
支
那
に
於
け
る
調
査
は
山
東
、
直
隷
、
山
西
、
江
蘇
、
漸

江
、
安
徽
の
各
省
の
調
査
を
終
了
し
目
下
湖
南
、
江
西
、
河
南
、
湖
北
、
陳
西
、

甘
甫
、
四
川
の
各
省
の
実
地
調
査
を
行
ひ
つ
つ
あ
り
尚
右
調
査
の
結
了
を
侯
て
棉

花
供
給
に
関
す
る
政
策
、
支
那
棉
花
改
良
増
殖
に
関
す
る
方
策
、
棉
花
代
用
品
等

に
関
す
る
調
査
を
行
は
む
と
す

一

蚕
糸
業
に
関
す
る
調
査
の
件

内
地
及
朝
鮮
に
於
け
る
養
蚕
業
生
産
費
に
関
す
る
調
査
支
那
に
於
け
る
蚕
糸
業
に

関
す
る
実
地
調
査
は
既
に
完
了
し
目
下
繭
市
場
の
改
善
方
法
、
蚕
糸
業
共
同
経
営

の
普
及
改
善
方
法
米
国
生
糸
禁
輸
問
題
に
付
調
査
中
な
り
尚
蚕
種
製
造
及
製
糸
業

生
産
費
、
欧
米
各
国
に
於
け
る
生
産
消
費
状
況
及
販
路
及
生
糸
代
用
品
に
付
調
査

を
行
は
む
と
す

臨
時
産
業
調
査
局
第

一
部

一

水
産
物
輸
出
振
興
に
関
す
る
件

内
地
、
樺
太
、
朝
鮮
に
於
け
る
鱈
、
鯨
、
鯖
、
秋
刀
魚
、
鰹
の
生
産
状
況
、
南
米
、

北
米
、
支
那
、
南
洋
に
於
け
る
水
産
物
販
路
、
実
地
調
査
及
世
界
に
於
け
る
魚
介

類
需
要
供
給
状
況
に
関
す
る
調
査
は
完
了
し
目
下
水
産
物
輸
出
に
対
す
る
障
害
事

一

羊
毛
に
関
す
る
調
査
の
件

羊
毛
及
緬
羊
に
関
す
る
事
項
に
付
て
は
既
に
其

の
調
査
を
完
了
し
之
か
方
策
に
付

実
施
す
る
に
至
り
た
る
を
以
て
之
に
附
帯
す
る
各
般
の
調
査
は
之
を
主
務
局
に
於

て
行
ふ
こ
と
と
せ
り
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一

主
要
食
糧
品
調
査
に
関
す
る
調
査

の
件

主
要
食
糧
品
に
関
す
る
調
査
は
米
価
調
節
の
方
法
に
関
し
既
に
調
査
を
完
了
し
其

の
成
案
を
報
告
し
目
下
米
の
生
産
費
に
付
調
査
中
な
り
尚
主
要
食
糧
品
の
需
給
、

配
給
、
価
格
、
貯
蔵
、
加
工
及
各
国
に
於
け
る
政
策
等
に
関
す
る
調
査
を
行
は
む

と
す

臨
時
産
業
調
査
局
第
二
部

一

鉄
及
石
炭
の
調
査
に
関
す
る
件

鉄
及
石
炭
の
供
給
に
関
し
て
は
運
賃
其
他
経
済
上
の
関
係
に
鑑
み
之
を
東
洋
及
南

洋
方
面
に
求
む
る
の
最
も
有
利
捷
径
な
る
を
認
め
先

つ
我
国
と
密
接
の
関
係
を
有

し
且
つ
其
埋
蔵
量
無
限
な
り
と
称
せ
ら
る

・
支
那
及
西
伯
利
等
に
於
け
る
此
等
の

鉱
物
を
調
査
し
以
て
其
供
給
を
潤
沢
な
ら
し
め
ん
こ
と
を
期
せ
り
依
て
支
那
及
露

領
沿
海
州
の

一
部
に
於
て
は
巳
に
其

の
調
査
を
了
し
其
の
他
の
地
域
及
南
洋
に
亘

り
て
も
調
査

の
歩
を
進
め
ん
と
す
又
亜
鉛

及
鉛
鉱
に
付
て
も
緬
旬
、
仏
領
印
度
及

支
那
に
於
て
其

の
調
査
を
行
は
む
と
す

臨
時
産
業
調
査
局
第
三
部

一

化
学
工
業

の
関
す
る
調
査

の
件

時
局
の
影
響
に
依
り
発
展
せ
る
化
学
工
業
中
主
要
な
る
も
の
に
就
き
て
其
の
生
産
、

技
術
並
生
産
費
を
調
査
し
戦
後
に
於
け
る
之
れ
か
維
持
発
展
の
策
を
講
せ
ん
と
し

既
に
調
査
を
完
了
し
た
る
も

の
に
製
燐

、
海
藻
、
塩
化
加
里
、
重
ク
ロ
ー
ム
酸
加

里
、
苦
汁

の
諸
工
業
あ
り
是
等
の
調
査

は
今
後
も
引
続
き
遂
行
せ
ん
こ
と
を
期
す

又
化
学
工
業
発
展
上
必
要
な
る
施
設
と

し
て
大
阪
工
業
試
験
所
、
臨
時
窒
素
研
究

所
、
及
燃
料
研
究
所
設
置
の
必
要
を
認

め
之
れ
か
調
査
を
な
し
前
二
者
は
本
年
度

に
於
て
其

の
実
現
を
見
、
後
者
は
来
年
度

の
予
算
に
計
上
す
る
に
至
り
た
り
其
の

他
炭
価
調
節
に
関
す
る
調
査
を
な
し
又
化
学
工
業
の

一
般
の
状
態
に
関
す
る
調
査

に
就

て
は
略
ほ
終
了
し
之
れ
か
完
成
の
上
は
印
刷
に
附
し
当
業
者
の
参
考
に
資
せ

ん
と
す
燐
寸
、
磁
郵
鉄
器
、
硝
子
製
品
の
輸
出
検
査
に
関
し
て
も
各
種
の
調
査
を

遂
け
既
に
之
れ
か
実
施
を
見
る
に
至
り
た
り

一

機
械
工
業
に
関
す
る
調
査
の
件

工
作
機
械
、
信
管
、
鋳
物
工
場
等
に
関
す
る
調
査
を
完
了
し
又
我
邦
機
械
工
業
の

現
状
に
鑑
み
根
本
的
研
究
を
遂
く
る
の
必
要
を
認
め
機
械
研
究
所
設
置
に
関
す
る

調
査
を
遂
け
又
工
業
用
材
料
並
機
械
類
の
形
状
寸
法
等
の
統

一
に
関
す
る
調
査
を

為
し
何
れ
も
来
年
度
に
於
て
之
れ
か
実
行
を
期
し
之
れ
に
要
す
る
経
費
を
予
算
に

計
上
す
る
に
至
り
た
り
時
局
の
機
械
工
業
に
及
ほ
し
た
る
影
響
に
就
て
は
精
細
な

る
調
査
を
終
り

一
般
に
参
考
に
資
す
る
為
め
印
刷
に
附
し
た
り
其
の
他
工
業
金
融
、

原
料
問
題
に
就
て
は
常
に
之
れ
か
調
査
を
怠
ら
さ
る
所
に
し
て
今
後
も
引
続
き
必

要
な
る
調
査
を
遂
行
せ
ん
こ
と
を
期
す

一

其
の
他
の
工
業
に
関
す
る
調
査
の
件

玩
具
、
刷
子
、
鉦
釦
、
セ
ル
ロ
イ
ド
、
綿
縮
、
綿
ネ
ル
、
鉛
筆
、
麻
真
田
、
莫
大

小
等
に
関
す
る
調
査
を
完
結
し
輸
出
上
粗
濫
の
弊
に
陥
り
易
き
品
種
に
対
し
て
は

検
査
に
関
す
る
規
定
に
付
調
査
を
遂
け
既
に
検
査
の
実
施
を
見
る
に
至
り
た
る
も

の
に
刷
子
、
莫
大
小
、
麻
真
田
等
あ
り
今
後
も
引
続
き
是
等
の
調
査
を
遂
行
し
各

種
工
業
に
亘
り
必
要
な
る
施
設
に
関
し
攻
究
す
る
所
あ
ら
ん
こ
と
を
期
す
関
税
改

正
問
題
に
就
て
は
化
学
工
業
及
機
械
工
業
と
関
連
し
て
随
時
必
要
な
る
調
査
を
為

し
居
れ
り

臨
時
産
業
調
査
局
第
四
部
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一

東
洋
貿
易
に
関
す
る
調
査
の
件

支
那
に
於
け
る
各
国
の
利
権
競
争
、
関
税
改
修
、
幣
制
改
革
、
印
度
カ
ウ
ン
シ
ル

ビ
ル
問
題
、
日
印
為
替
決
済
資
金
問
題
、
西
比
利
亜
、
山
東
省
に
関
す
る
調
査
等

に
就
て
は
既
に
其
調
査
を
完
了
し
今
後
も
引
続
き
東
洋
貿
易
に
必
要
な
る
調
査
を

遂
行
せ
ん
こ
と
を
期
す
恰
再
賓
に
日
本
商
品
陳
列
館
を
設
置
す
る
件
に
関
し
て
は

既
に
其
の
実
行
を
見
る
に
至
り
た
り

一

南
洋
貿
易
に
関
す
る
調
査
の
件

南
洋
に
於
け
る
有
望
な
る
企
業
、
南
洋
諸
邦
国
勢
、
華
僑
銀
行
、
南
洋
関
係
の
輸

出
入
品
等
に
関
す
る
調
査
は
既
に
完
結
し

一
般
に
公
表
す
る
を
便
宜
と
な
す
も
の

に
就
て
は
之
を
印
刷
に
附
し
関
係
の
向

へ
配
付
せ
り
、
新
嘉
披
に
日
本
商
品
陳
列

館
を
設
置
す
る
件
は
別
項
恰
再
賓
の
分
と
共

に
既
に
其
の
実
現
を
見
た
り
、
其
の

他
原
料
、
金
融
問
題
に
関
し
て
は
既
に
其
の
調
査
を
進
め
近
く
其
の
完
結
を
告
け

ん
と
す

一

亜
米
利
加
貿
易
に
関
す
る
調
査
の
件

米
国
戦
時
財
政
及
経
済
施
設
等
に
関
す
る
調
査
は
既
に
完
結
し
対
米
貿
易
の
状
況

及
貿
易
促
進
上
執
る
へ
き
施
設
等
に
関
し
て
も
必
要
な
る
調
査
を
遂
け
た
り
日
米

両
国
の
密
接
な
る
関
係
に
鑑
み
益
々
之
か
連
結
を
輩
固
な
ら
し
む
る
た
め
日
本
人

を
中
心
と
す
る
商
業
会
議
所
設
置
の
必
要
を
認
め
之
に
関
す
る
調
査
を
遂
け
其
の

実
行
に
要
す
る
経
費
を
来
年
度
予
算
に
計
上
の
手
続
を
了
せ
り

一

欧
州
貿
易
に
関
す
る
調
査

の
件

欧
州
諸
国
に
於
け
る
戦
時
経
済
施
設
戦
後
準
備
に
関
す
る
施
設
等
に
関
し
て
は
部

分
的
に
調
査
を
完
了
し
た
る
も
の
現
に
調
査

し
つ
つ
あ
る
も

の
鮮
か
ら
す
又
欧
州

諸
国
及
其
の
殖
民
地
の
輸
出
入
禁
示
又
は
制
限
に
対
す
る
緩
和
手
段
及
対
応
策
に

就
て
は

一
方
永
久
的
方
策
に
付
調
査
す
る
と
共
に
随
時
臨
機
の
措
置
に
付
調
査
を

遂
行
し
つ
つ
あ
り

戦
時
保
険
局

一

再
保
険
料
率
引
下
に
関
す
る
件

戦
局
の
推
移
に
伴
ひ
独
逸
潜
航
艇
の
跳
梁
に
由
る
被
害
漸
く
減
退
し
た
る
を
以
て

外
国
海
上
保
険
市
場
に
於
て
は
戦
時
保
険
料
率
低
減
の
傾
向
を
生
す
る
に
至
り
航

路
に
依
り
て
は
是
等
外
国
市
場
率
に
対
比
し
政
府
料
率
の
高
率
な
る
へ
き
も
の
あ

る
を
以
て
政
府
も
亦
之
か
対
応
上
幾
分
保
険
料
率
を
引
下
く
る
の
必
要
あ
る
や
否

や
に
付
目
下
考
究
中
な
り

一

外
国
小
包
郵
便
の
再
保
険
に
関
す
る
件

外
国
小
包
郵
便
物
に
付
て
は
近
時
同
郵
便
物
の
劇
増
船
腹
欠
乏
の
結
果
其
の
積
載

船
名
を
知
る
こ
と
困
難
な
る
の
み
な
ら
す
其
の
航
路
も
亦
不
明
な
る
場
合
砂
か
ら

さ
る
を
以
て
再
保
険
料
徴
収
上
困
難
な
る
事
情
あ
り
又
郵
便
当
局
に
於
て
も
被
保

険
者
等
よ
り
船
名
航
路
等
に
付
承
合
せ
ら
る
・
煩
累
あ
る
趣
な
る
を
以
て
目
下
是

等
取
扱
上
の
不
便
を
除
く
為
簡
易
な
る
方
法
に
付
考
究
中
な
り

一

戦
時
海
上
再
保
険
収
入
及
支
出
に
関
す
る
件

大
正
六
年
九
月
二
十
日
戦
時
海
上
再
保
険
法
施
行
以
来
本
年
九
月
二
十
日
に
至
る

一
ヶ
年
問
に
於
て

再
保
険
金
額

三
、
五

一
五
、
九
二
〇
、
○
○
○
円

収
入
再
保
険
料

三

一
、
二
三
〇
、
○
○
○
円

一
ヶ
月
平
均
収
入
再
保
険
料

二
、
六
〇
〇
、
○
○
○
円
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な
り
而
し
て
此
期
間
に
於
て
戦
争
に
因
る
損
害
に
し
て
再
保
険
金
支
払

の
事
由
発

生
し
た
り
と
認
む
る
の
日
本
船
舶
二
隻

(船
体
及
積
荷
)
及
外
国
船
舶
十
三
隻

(積
荷
)
に
し
て
其

の
金
額
約
六
、
六
八
四
、

一
八
八
円
其
の
内
支
払
を
了
し
た

る
も
の
三
〇
三
、
五
四

一
円
其

の
未
だ
再
保
険
金
支
払
請
求
に
至
ら
さ
る
も

の
及

請
求
書
審
査
中
に
属
す
る
も
の
約
六
、
三
八
〇
、
六
四
七
円
あ
り
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一

戦
時
海
上
保
険
補
償
法
に
関
す
る
件

大
正
三
年
九
月
十
二
日
戦
時
海
上
保
険
補
償
法
実
施
以
降
大
正
六
年
九
月
二
十
日
に
至
る
契
約
し
た
る
元
受
保
険
高
は

保
険
契
約
件
数

五

一
二
、

二

一
一
件

内
積
荷

五

一
一
、

一
二

一
件

船
舶

一
、
〇
九
〇
件

保
険
金
額

四
、
六

一
一
、
○
○
○
、
○
○
○
円

内
積
荷
四
、
〇
八
〇
、
○
○
○
、
○
○
○
円

船
舶

五
三

一
、
○
○
○
、
○
○
○
円

収
入
保
険
料

二
二
、
五
〇
〇
、
○
○
○
円

内
積
荷

一
四
、
三
〇
〇
、
○
○
○
円

船
舶

八
、
二
〇
〇
、
O
O
O
円

に
し
て
右
契
約
に
付
生
し
た
る

損
害
金
額

三
四
、
八
七
五
、
四
七
八
円

内
積
荷

二
三
、
五
九
九
、
四
八
七
円

船
舶

一
一
、
二
七
六
、
○
○
○
円

な
り
此
損
害
に
付
政
府

の
補
償
を
要
す

へ
き
金
額
二
七
、
九
〇
〇
、
三
八
九
円
の
内

積

荷

一
八
、

八
七

九

、

五

八
九

円

船
舶

九

、

〇

二

〇
、

八

〇

〇
円

L

而
し
て
政
府

の
補
償
す
へ
き
金
額
中
補
償
金

の
交
付
を
了
し
た
る
も
の
二
五
、
九
六
〇
、
五
四

一
円
内

を
算
せ
り

積

荷

一
六

、

九

三

九

、

七

四

一
円

船
舶

九
、
〇
二
〇
、
八
〇
〇
円

に
し
て
補
償
未
済
の
も
の
は

一
、
九

三
九

、

八

四

八

円
と

す

特
許
局

一

工
業
所
有
権
戦
時
法
の
実
施

工
業
所
有
権
戦
時
法
実
施

(大
正
六
年
九
月
十
五
日
)
の
結
果
敵
国
人
所
有
の
特

許
発
明
の
専
用
免
許
事
件
今
日
迄
に
約
五
百
件
の
申
請
を
受
理
し
其
の
重
な
る
も

の

・
大
部
分
に
付
て
は
既
に
処
分
済
又
は
其
の
処
分
方
針
決
定
し
あ
る
も
の
に
し

て
尚
僅
か
に
決
定
せ
さ
る
も
の
あ
る
の
み
な
り

一

産
業
権
法
の
制
定
、
特
許
法
、
意
匠
法
、
商
標
法
及
実
用
新
案
法
の
改
正

特
許
法
、
意
匠
法
、
商
標
法
及
実
用
新
案
法
の
改
正
は
第
三
十
七
回
及
第
四
十
回



帝
国
議
会
に
於
て
議
員
よ
り
改
正
案
の
提
出
あ
り
然
る
に
右
は
何
れ
も

一
部
分
の

改
正
に
過
き
す
而
も
政
府
は
全
般
に
亘
る
改
正
に
付
其
の
必
要
を
認
め
調
査
の
上

可
成
早
き
機
会
に
於
て
之
を
議
会
に
提
出
せ
む
こ
と
を
約
し
依
て
総
て
改
正
案
に

対
し
て
は
延
期
の
意
味
に
於
て
反
対
し
来
り
た
る
次
第
な
る
を
以
て
爾
来
調
査
研

究
を
重
ね
併
せ
て
現
時
の
経
済
状
態
に
徴
し
輸
入
特
許
、
輸
出
特
許
及
企
業
特
許

制
度
創
設
の
必
要
を
も
認
め
此
等
を
併
せ
て
産
業
権
法
案
を
編
成
し
本
年
三
月
地

方
長
官
、
商
業
会
議
所
、
学
会
等
に
対
し
先

つ
単
に
特
許
法
外
三
法
律
改
正
に
関

す
る
意
見
を
徴
し
次
て
更
に
調
査
の
上
産
業
権
法
案
に
付
て
本
年
九
月
地
方
長
官
、

商
業
会
議
所
、
学
会
等
に
意
見
を
徴
し
目
下
可
成
早
き
機
会
に
於
て
議
会
に
提
出

す
る
こ
と
に
努
め
つ
・
あ
り

大
正
八
年
度
歳
出
概
算

大
正
八
年
度
当
省
所
管
歳
出
概
算
要
求
額
は

経
常
部

九
、
六
四
〇
、
二
二
八
円

臨
時
部

三
六
、
五
五
八
、
四
八
六
円

合
計

四
六
、

一
九
八
、
七

一
四
円

に
し
て
之
を
大
正
七
年
度
予
算
額
に
比
較
す
れ
は

区
別

八
年
度
概
算
額

七
年
度
概
算
額

比
較

の
差
増

経
常
部

九
、
六
四
〇
、
二
二
八
円

八
、
○
一
三

、
三
七
〇

一
、
六
二
七
、
八
五
八

臨
時
部

三
六
、
五
五
八
、
四
八
六

二
七
、
九
九
六
、
九

一
六

八
、
五
六

一
、
五
七
〇

計

四
六
、

一
九
八
、
七

一
四

三
六
、
○
〇
九
、
二
八
六

一
〇
、

一
八
九
、
四
二
八

な
り
右
の
内
新
規
要
求
に
係
る
も
の
及
前
年
度
予
算
に
比
し
増
減
を
要
す
る
事
項
は
左
の
如
し

増
加
の
部

一
商
工
局
分
割
の
為
要
す
る
経
費

二
二
、
二
七
〇
円

一
統
計
事
務
改
善
に
関
す
る
経
費

一
八
、
〇
八

一
円

一
狩
猟
法
施
行
に
関
す
る
経
費

六
二
、
九
五

一
円

一
米
及
其
の
代
用
物
の
加
工
利
用
並
農
産
物

の

営
養
価
値
の
試
験
に
関
す
る
経
費

四
三
、
九
六
〇
円

一
陶
磁
器
試
験
所
設
置
に
関
す
る
経
費

二
八
九
、
四
七
五
円

一
園
芸
試
験
場
設
置
に
関
す
る
経
費

八
三
、
五
六
八
円

一
茶
業
試
験
場
設
置
に
関
す
る
経
費
一
三

六
、
八
三
七
円

一
農
産
物
市
場
奨
励
に
関
す
る
経
費

七
三
、
三
四
〇
円

一
農
用
機
械
貸
与
自
作
農
扶
植
奨
励
に
関
す
る
経
費

一
四
九
、
九
八
○
円

一
主
要
食
糧
農
産
物
改
良
増
殖
奨
励
に
関
す
る
経
費

三
四
二
、
二
七
九
円

一
開
墾
助
成
法
施
行
に
関
す
る
経
費

七
二
、
三
五
〇
円

一
労
働
局
設
置
に
関
す
る
経
費

八
四
、
五
六
七
円
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一
燃
料
研
究
所
設
置
に
関
す
る
経
費

九
〇
〇

、
一
二

九
円

一
機
械
研
究
所
設
置
に
関
す
る
経
費

七

一
九
、
六
三
六
円

一
水
産
養
殖
事
業
奨
励
に
関
す
る
経
費

一
四
六
、
六
七
九
円

一
製
鉄
所
原
料
鉱
山
購
入
費

一
、
七
〇
〇
、
○
○
○
円

一
農
家
経
済
調
査
に
関
す
る
経
費

一
〇
、
八
四
〇
円

一
産
業
統
計
調
査
に
関
す
る
経
費

九
、

一
九
四
円

一
度
量
衡
及
規
格
統

一
調
査
に
関
す
る
経
費

一
五
、
七
七
四
円

一
労
働
保
険
調
査
に
関
す
る
経
費

二
二
、
二
九
三
円

一
工
業
用
原
料
調
査
に
関
す
る
経
費

五

一
、
五

一
〇
円

一
水
脈
調
査
に
関
す
る
経
費

二
六
、
五
二
九
円

一
工
業
所
有
権
専
用
免
許
調
査
及
監
督
に
関
す
る
経
費

二
〇
、
九

一
四
円

一
蚕
の
生
理
試
験
に
関
す
る
経
費

七
〇
、
二
三
三
円

一
植
物
検
査
及
病
害
虫
調
査
に
関
す
る
経
費

一
二
、
九
八
九
円

一
小
笠
原
島
小
林
区
署
設
置
に
関
す
る
経
費

二
九
、
二
三
九
円

一
在
米
日
本
人
商
業
会
議
所
設
立
に
関
す

る
経
費

七
〇
、
○
○
○
円

一
畜
産
増
殖
奨
励
に
関
す
る
経
費

七

一
、
三
〇
六
円

一
取
引
所
及
正
米
市
場
監
督
に
要
す
る
経
費

二
六
、
三
三
三
円

一
工
芸
展
覧
会
に
関
す
る
経
費

二
九
、
三
四
〇
円

一
林
業
奨
励
に
関
す
る
経
費

一
四
七
、
二
五
〇
円

一
産
業
講
演
会
に
関
す
る
経
費

二
、
四
二
〇
円

一
工
場
監
督
に
関
す
る
経
費

の
増
加

八
、
○
○
○
円

一
地
質
調
査
に
関
す
る
経
費

の
増
加

三
五
、
七
七
八
円

一
輸
出
水
産
物
検
査
監
督
に
関
す
る
経
費

四
、
三
八
〇
円

一
商
標
審
査
事
務
増
加
の
為
要
す
る
経
費

六
、

一
二
〇
円

一
保
護
区
増
設
及
官
吏
補
充
に
関
す
る
経
費

一
〇
七
、
○
○
○
円

一
国
有
林
標
柱
改
設
及
増
設
に
関
す
る
経
費

六
六
、
三

一
六
円

一
研
伐
作
業
に
関
す
る
経
費
の
増
加

六
二
六
、
二
五
六
円

一
林
区
署
現
業
員
共
済
組
合
補
給
に
関
す
る
経
費

一
一
、
〇
八
三
円

一
依
頼
分
析
に
関
す
る
経
費

二
七
、
九

一
〇
円

一
水
産
講
習
所
事
業
拡
張
に
関
す
る
経
費

一
一
五
、
二
四
九
円

一
生
糸
検
査
件
数
増
加
に
伴
ひ
要
す
る
経
費

四

一
、
四
九
六
円

一
畜
産
試
験
場
経
費
の
増
加

五
〇
、
〇
九
六
円

一
畜
産
試
験
場
書
記
増
員
に
関
す
る
経
費

二
、
〇
五
〇
円

一
大
阪
工
業
試
験
所
経
費

の
増
加

一
一
六
、
五
二
六
円

一
府
県
工
業
試
験
場
講
習
所
及

輸
出
絹
織
物
検
査
費
補
助
の
増
加

二
九
、
〇
四

一
円

一
獣
疫
血
清
製
造
費
の
増
加

五
、
四
〇
八
円

一
実
業
練
習
生
補
助
費
の
増
加

三
四
、
二
二
〇
円

一
遠
洋
漁
業
奨
励
費
の
増
加

一
二
、
二
四
七
円

一
農
業
倉
庫
建
設
費
補
助
の
増
加

一
〇
〇
、
○
○
○
円

一
染
料
及
火
薬
爆
薬
原
料
製
造
奨
励
金
の
増
加

三

一
〇
、
三
八
〇
円

一
蚕
糸
業
同
業
組
合
中
央
会
補
助

二
〇
、
○
○
○
円

一
府
県
連
合
共
進
会
に
関
す
る
経
費

二
、
四
二
三
円

一
漁
港
修
築
奨
励
に
関
す
る
経
費
の
増
加

九

一
、
○
○
○
円

一
緬
羊
飼
育
奨
励
に
関
す
る
経
費
の
増
加

六
九
三
、
〇
二
三
円

一
漁
業
組
合
事
業
改
良
奨
励
費
の
増
加

三
八
、
四
〇
〇
円

一
国
有
林
野
特
別
経
営
に
関
す
る
経
費
の
増
加

三
八
三
、
二
五
八
円

一
治
水
事
業
に
関
す
る
継
続
費
の
追
加

三
六
、
三

一
〇
円

一
獣
疫
予
防
に
関
す
る
経
費
の
増
加

三
、

一
二
〇
円

一
膿
胴
獣
保
護
に
関
す
る
経
費
の
増
加

二
九
、
七
五
五
円
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一
工
場
衛
生
標
本
及
図
表
調
製
に
関
す
る
経
費
一
一

、
六
〇
〇
円

一
特
許
局
庁
舎
改
築
費

二
九
八
、
九
〇
〇
円

一
東
京
工
業
試
験
所
移
転
に
関
す
る
経
費

七
六
八
、
五
〇
二
円

一
大
阪
工
業
試
験
所
官
舎
新
営
費

七
四
、
五
〇
〇
円

一
畜
産
試
験
場
用
土
地
其
他
買
収
費

一
九
、
八
四
五
円

一
機
械
購
入
費

一
五
、
三
五
〇
円

一
船
舶
修
繕
及
附
属
端
艇
設
備
費

一
〇
九
、
九
四
七
円

一
新
営
及
修
繕
に
関
す
る
経
費

二
三
三
、
三
五
五
円

一
規
定
継
続
費
年
割
額
及

予
算
外
契
約
に
関
す
る
経
費
の
増
加

一
、
六
五
九
、
三
四
〇
円

一
勅
任
技
師
設
置
に
関
す
る
経
費

一
、
四
三
〇
円

一
俸
給
平
均
額
改
定
の
為
要
す
る
経
費

六
四
、
六
六
〇
円

一
要
求
済
に
係
る
経
費
月
割
差
増

一
一
二
、
九
三
六
円

合
計

一
一
、
八
三
九
、
四
七
九
円

減
少
の
部

一
前
三
ヶ
年
実
費
平
均
額
に
基
く
経
費
の
減
少

四
、
三
九
四
円

一
予
算
外
契
約
に
関
す
る
経
費
の
減
少

三
〇
、
○
○
○
円

一
前
年
度
限
り
の
費
途
の
減
少

一
、
六

一
五
、
六
五
七
円

合
計

一
、
六
五
〇
、
〇
五

一
円

大
正
八
年
度
臨
時
事
件
費
概
算

大
正
八
年
度
に
於
け
る
臨
時
事
件
予
備
費
概
算
要
求
額
は
左
記
十
四
件
に
し
て
右

は
何
れ
も
大
正
七
年
度
に
於
て
既
に
臨
時
事
件
予
備
費
の
支
出
を
仰
き
た
る
事
項

な
り

一
臨
時
産
業
調
査
局
費

三
二
三
、
八
九
〇
円

一
対
敵
取
引
取
締
費

一
六
、
六
〇
七
円

一
戦
時
保
険
局
費

五
〇
、
二
五

一
円

一
臨
時
鉱
業
事
務
費

五
八
、
三
五
〇
円

一
重
要
輸
出
品
検
査
費

一
〇
三
、
九
三
二
円

一
臨
時
米
穀
管
理
部
費

三
四
、
九
七
五
円

一
物
品
購
買
費
其
他
補
足

一
、
八
二
〇
、
六
二
〇
円

一
奏
任
官
臨
時
手
当
一
一

一
、
○
○
○
円

一
判
任
官
以
下
臨
時
手
当

八
〇
二
、
四
六
六
円

一
内
国
旅
費
補
足

一
〇
〇
、
三
七
〇
円

一
外
国
旅
費
臨
時
増
給

四
七
、
六
七
二
円

一
食
卓
料
其
他
臨
時
増
給

二
、
六
六
四
円

一
戦
時
海
上
再
保
険
金

二
六
、
八
七
二
、
三

一
二円

一
外
米
売
買
指
定
商
人
補
給
金

一
九
、
六
二
五
、
○
○
○
円

合
計

四
九
、
九
七
〇
、

一
〇
九
円

●
38

届
書

(立
憲
同
志
会
退
会
届
)

届
書

自
分
儀
本
会
退
会
仕
度
此
段
及
御
届
候
也

大
正
二
年

月

日

仲
小
路
廉

立
憲
同
志
会
創
立
委
員
長

公
爵
桂
太
郎
殿
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●
39

(政
党
に
関
す
る
意
見
書
、
同
志
会
退
会
理
由
)

*
付
箋

「此
の
分
は
御
読
あ
り
た
る
ま

・
を
浄
書
致
し
た
る
も
の
に
有
之
候
」

予
か
新
政
党
に
干
与
し
て
以
来
党
に
冷
淡

な
り
と

の
故
を
以
て
種
々
の
批
難
を
為

す
者
あ
る
も
予
は
却

て
党
に
係
累
を
及
ほ
さ
ん
こ
と
を
思
ひ
未
た
曽
て

一
言

の
弁

明
を
な
さ
す
而
か
も
予
の
心
事
を
疑
ふ
者

あ
る
に
至
て
は
遂
に

一
言

の
辞
な
か
る

へ
か
ら
す
予
は
所
信
に
向

て
藩
進
す
る
こ
と
水
火
尚
且
之
を
辞
せ
す
而
か
も
其
心

に
信
せ
さ
る
事
柄
に
対
し
て
は
仮
令
如
何
な
る
圧
迫
を
蒙
る
も
到
底
其
意
志
を
柾

く
る
を
得
さ
る
な
り
予
は
胸
中
深
く
左

の
如
く
に
信
せ
り

イ
、
貴
衆
両
院
議
員
を

一
団
と
な
し

一
政
党
を
組
織
す
る
は
帝
国
憲
法
上
甚
た
穏

か
な
ら
す
、
元
来
政
党
な
る
も
の
は
其
本
質
公
的
団
体
に
し
て
組
織
的
機
関

を
具

へ
実
行
的
意
志
を
有
す
る
も

の
な
り
と
の
意
義
よ
り
す
れ
は
其
最
も
重

ん
す

へ
き
も
の
は
党
議
に
し
て
荷
も
党
員
た
る
も
の
は
絶
対
的
に
党
議
に
服

従
す
る
を
本
則
と
す
所
謂
除
外
例
と
称
す
る
も
の
・
如
き
は
例
外

の
例
外
に

属
す

へ
き
も
の
に
し
て
確
実
な
る
党

の
意
義
よ
り
す
れ
は
全
く
意
義
を
な
さ

ず

ロ
、
我
帝
国
憲
法
は
其
第
三
十
三
条
に
於

て
帝
国
議
会
は
貴
衆
両
院
を
以
て
成
立

す

へ
き
も
の
な
る
こ
と
を
明
に
し
以

て
公
議
の
衡
平
を
期
せ
ん
こ
と
を
欲
し

尚
其
紛
更
の
弊
な
か
ら
し
め
ん
か
為
め
其
第
三
十
六
条
に
於
て
何
人
も
同
時

に
両
議
院
の
議
員
た
る
こ
と
を
得
さ

る
旨
を
規
定
し
以
て
両
院
各
々
其
独
立

の
権
能
を
完
ふ
し
以
て
両
院
制
度

の
妙
用
を
全
か
ら
し
め
ん
こ
と
を
期
せ
り
。

ハ
、
党
員
た
る
へ
き
も
の
は
其
議
決
方
法

の
如
何
に
拘
は
ら
す

一
且
議
決
せ
ら
れ

た
る
党
議
に
は
服
従
せ
さ
る
へ
か
ら
す
然
ら
さ
れ
は
党
と
し
て
の
紀
律
節
制

な
し
若
し
紀
律
節
制
を
訣
け
は
既
に
党
と
し
て
の
存
立
な
し
、
今
仮
り
に
衆

議
院
に
於
て
絶
対
過
半
数
を
有
す
る

一
党
あ
り
貴
族
院
に
於
て
も
亦
其
党
に

党
籍
を
置
く
者
の
過
半
数
な
り
と
せ
ん
而
し
て
此
貴
衆
両
院
議
員
を

一
堂
に

集
め
党
議
を
以
て
或
る
問
題
を
議
決
し
た
り
と
せ
ん
而
し
て
荷
も
党
員
た
る

も

の
は
党
議
に
服
従
す

へ
き
も
の
な
り
と
せ
は
其
結
果
は
如
何
両
院
の
名
は

存
す
る
も
其
実
は

一
党
の
党
議
に
依
り
て
天
下
の
事
定
ま
る
と
云
ふ
へ
く
両

院
存
立

の
理
由
那
処
く
に

[「か
」
を
挿
入
]
在
る

ニ
、
更
に
衆
議
院
に
於
け
る
絶
対
多
数
は
二
百
名
を
要
す
る
と
し
貴
族
院
に
於
け

る
絶
対
多
数
は
百
五
十
名
に
て
可
な
り
と
せ
ん
而
し
て
或
る
党
は
二
百
名
の

衆
議
院
議
員
を
有
し
又
百
五
十
名
の
貴
族
院
議
員
を
有
し
た
り
と
せ
ん
而
し

て
党
議
は
多
数
決
に
依
り
て
議
決
す
と
の
通
則
に
従
ひ
た
り
と
せ
ん
此
場
合

に
於
て
衆
議
院
議
員
は

一
致
の
意
見
を
有
し
た
り
と
せ
ん
百
五
十
名
は
固
よ

り
多
数
な
る
二
百
名

の
意
見
に
服
従
せ
さ
る
へ
か
ら
す
即
ち
貴
族
院
は
絶
対

に
衆
議
院
の
議
に
服
従
せ
さ
る
へ
か
ら
さ
る
こ
と

・
な
る
へ
し
是
れ
果
て
憲

法
上
二
院
制
度
を
採
用
し
た
る
主
旨
に
適
合
し
た
る
も

の
な
る
か
此
上
多
く

を
言
ふ
必
要
な
か
る
へ
し

ホ
、
故
に
両
院
議
員
を

一
堂
に
打
ち
混
し
時
事
問
題
に
対
し
て
其
議
決
に
従
は
し

め
ん
と
す
る
は
我
憲
法
上
決
し
て
其
制
度

の
真
義
に
適

へ
る
も

の
に
非
す
、

何
処
迄
も
分
界
は
之
を
明
瞭
に
し
仮
り
に
も
紛
更
の
弊
な
か
ら
し
め
ん
こ
と

を
期
せ
さ
る
可
か
ら
す
是
れ
全
く
憲
法
を
尊
重
す
る
所
以
な
り
、

以
上
の
所
説
は
往
年
之
を
唱
道
し
た
り
し
所
に
し
て
今
に
於
て
其
確
信
変
る
所
な

し
予
か
新
政
党
に
干
与
す
る
や
其
始
め
に
当
て
此
確
信
の
下
に

一
定

の
意
見
述
へ

相
抵
触
せ
さ
る
範
囲
に
於
て
事
に
従
は
ん
こ
と
を
期
し
た
る
の
み
な
ら
す
ホ
来
事

あ
る
に
方
て
は
常
に
此
意
見
を
持
し
て
今
日
に
至
れ
り
予
は
当
初
政
党
創
立
の
事

務
に
従
事
す
る
こ
と
は
敢
て
此
主
張
と
抵
触
す
る
も
の
に
非
さ
る
こ
と
を
信
し
且

創
立
事
務
を
了

へ
結
党
に
際
し
て
は
宜
し
く
其
分
界
を
明
瞭
な
ら
し
め
は
以
て
事
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足
れ
り
と
思
惟
し
た
り
し
も
爾
来
実
際
上
の
状
況
に
依
り
て
之
を
将
来
に
推
す
に

往
々
に
し
て
其
分
界
明
瞭
な
ら
す
強
て
之
を

支

〔「支
」
を

「主
」
に
修
正
〕
持

せ
ん
と
す
れ
は
事
極
め
て
姑
息
に
亘
り
寛
に
は
延
て
世
の
疑
惑
を
誘
起
す
る
の
起

因
と
な
る
に
至
る
、
断
然
之
か
明
瞭
な
る
分
界
を
立

つ
る
に
非
さ
れ
は
自
他

の
紛

更
を
醸
し
党
務
を
妨
く
る
の
虞
あ
り
是
れ
予
か
此
際
其
行
動
を
明
に
し
以
て
疑
惑

を
惹
く
に
由
な
か
ら
し
め
ん
と
す
る
所
以
な
り
。

●
78

(在
支
帝
国
臣
民
の
保
護
を
求
め
る
意
見
書
)

[封
筒
表
]

麻
布
広
尾
町
二

仲
小
路
廉
閣
下

[封
筒
裏
]

松
岡
康
毅

[本
文
]

凡
そ
国
家
は
条
約
国
臣
民
の
自
国
領
土
内
に
在
る
者
に
対
し
生
命
財
産
名
誉
営
業

旅
行
等
の
権
利
を
保
護
を
す
る
の
義
務
を
有

し
若
し
之
等
の
権
利
を
保
護
し
能
は

さ
る
に
於
て
は
該
臣
民
所
属
国
は
自
国
の
力

を
以
て
保
護
し
得
る
は
国
際
法
上
当

然
の
権
利
な
り

今
や
支
那
各
地
に
於
け
る
帝
国
臣
民
は
生
命

財
産
名
誉
営
業
旅
行
等
の
権
利
殆
ん

と

一
も
支
那
政
府
よ
り
保
護
せ
ら
れ
す
而
も
帝
国
政
府
は
毫
も
是
等
の
保
護
を
為

す
こ
と
を
せ
す
危
険
状
態
に
於
て
少
も
臨
機
適
当
の
処
置
を
採
ら
さ
る
は
自
か
ら

国
際
法
上
の
権
利
を
拗
棄
し
自
国
臣
民
の
権
利
侵
害
を
傍
観
す
る
も
の
な
り
帝
国

の
外
交
何
等
無
能
無
責
任
な
る

先
に
日
支
交
渉
中
出
兵
せ
る
の
大
失
態
と
同
し
く
今
日
如
斯
帝
国
臣
民
の
権
利
侵

害
さ
る

・
に
至
つ
て
臨
機
応
急
の
手
段
に
訴

へ
さ
る
は
亦
大
な
る
失
態
た
ら
す
ん

は
あ
ら
す
支
那
政
府
既
に
彼

の
地
所
在

の
我
臣
民
を
保
護
し
能
は
さ
る
に
於
て
或

は
自
ら
適
当
の
処
置
を
採
り
自
国
臣
民
を
保
護
す
る
は
帝
国
当
然
の
権
利
に
し
て

何
れ
の
第
三
国
も
此
間
何
等

の
言
議
を
挟
む
を
得
す

婁
日
独
逸
の

一
宣
教
師
支
那
に
於
て
惨
殺
せ
ら
る
る
や
独
帝
は
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
親

王
を
し
て
軍
艦
を
率
ひ
て
支
那
に
向
は
し
め
大
砲

一
発
膠
州
湾
を
占
領
せ
る
に
非

ら
す
や
何
ぞ
彼
の
神
速
に
し
て
我
の
遅
鈍
な
る

一
宣
教
師

の
惨
殺
尚
然
り
況
ん
や

帝
国
臣
民
幾
万
千
或
は
死
傷
し
或
は
名
誉
財
産
等

の
権
利
を
侵
害
せ
ら
る
其
損
害

実
に
測
り
知
る
可
ら
さ
る
も
の
あ
る
に
於
て
お
や

敢
て
帝
国
政
府
の
責
任
を
問
は
さ
る
を
得
さ
る
と
同
時
に
在
支
帝
国
臣
民
の
時

々

刻
々
侵
害
さ
れ

つ
つ
あ
る
権
利
を
瞬
時
も
速
に
最
も
有
力
有
効
に
保
護
し
安
心
を

可
憐
な
る
帝
国
臣
民
に
与

へ
ん
事
を
要
求
せ
さ
る
を
得
さ
る
な
り

●
1
3
6(太
平
洋
航
路
引
継
関
係
)

[封
筒
表
]

中
小
路
廉
殿

親
展

[封
筒
裏
]

九
月
二
十
九
日

浅
野
総

一
郎

東
京
市
麹
町
区
有
楽
町

一
丁
目

一
番
地
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●
1
3
6
-1

東
洋
汽
船
株
式
会
社

(パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
メ
ー
ル
会
社
船
航
路
継
承
に
付
船
繰
及
荷
客
取
調

報
告
送
付
)

拝
啓

昨
日
は
久
々
に
て
拝
顔
万
事
御
懇
話
拝
聴
を
得
候
段
奉
謝
候
其
節
申
上
候
パ
シ
フ

ィ
ッ
ク
メ
ー
ル
会
社
船
航
路
継
承
に
付
船
操
及
荷
客
取
調
致
候
結
果
別
紙
之
通
り

相
成
候

へ
は
先

つ
荷
客
の
輸
送
を
も
為
し
得

へ
く
又
多
少
国
旗
の
名
誉
に
も
相
成

可
申
与
と
愚
考
仕
候
明
朝
重
て
参
礼
仕
候
心
組
に
御
座
候
間
御
心
付
の
廉
々
己
人

の
御
資
格
を
以
て
御
指
教
被
成
下
度
平
素

の
御
懇
情
に
甘

へ
恐
縮
に
御
座
候
得
共

御
礼
妾
重
て
御
願
申
上
度
如
此
御
座
候
敬
具

中
小
路
廉
殿

浅
野
総

一
郎

●
1
3
6
-
2

御
願

(太
平
洋
気
船
航
路

引
継
ぎ
の
た
め
、
臨
時
処
置
願
)

御
願

今
回
太
平
洋
汽
船
会
社
其
所
有
汽
船
モ
ン
ゴ
リ
ア
外
五
隻

(総
屯
数
五
万
四
千
余

ロ

マ

マ

　

屯
)
太
西
洋
運
送
汽
船
会
社

へ
売
却
し
我
社
と
の
連
絡
航
路
を
引
上
く
と
の
通
知

(去
八
月
十
三
日
付
を
以
て
)
シ
カ
ゴ
行
汽
車
中
に
て
受
取
り
た
る
に
付
直
に
紐

育

へ
罷
越
し
同
会
社

へ
確
め
た
る
所
全
く
右
の
通
太
平
洋
航
路
を
引
上
く
る
こ
と

決
定
せ
し
に
付
東
洋
汽
船
に
於
て
従
来

の
通
三
鉄
道
と
の
連
絡
を
継
承
し
荷
客
運

搬
に
差
支
な
き
様
準
備
相
成
度
と
の
談
示
有
之
候
弊
社
に
於
て
は
之
を
引
受
く
る

こ
と
に
協
定
致
候

此
に
於
て
弊
社
は
如
何
な
る
船
舶
を
以

て
荷
客
運
搬
を
全
ふ
す
る
を
得

へ
き
か
を

熟
考
せ
し
も
現
今
大
戦
乱
の
為
め
船
舶
払
底
の
場
合
に
於
て
他
に
船
舶
を
得
る
見

込
無
之
に
付
桑
港
荷
客
に
対
し
て
先

つ
所
有
船
天
洋
丸
型
三
隻
と
日
本
丸
、
波
斯

丸
と
都
合
五
隻
を
以
て
之
に
充

つ
る
こ
と
と
し
た
る
も
尚
ほ
客
数
に
対
す
る
而
巳

に
て
も
約
三
千
人
内
外
の
不
足
を
生
し
候
依
て
他
に

一
二
隻
該
航
路
に
適
当
な
る

船
舶

(速
力
十
四
節
以
上
に
て

一
万
屯
内
外
の
も

の
)
を
得
ん
と
苦
心
し
た
る
も

見
当
不
申
候
に
付
不
得
巳
弊
社
か
従
来
南
米
航
路
に
使
用
す
る
安
洋
丸
を
充
用
し

且
又
南
米
航
路
船
紀
洋
丸
静
洋
丸
を
往
復
共
寄
港
せ
し
む
る
こ
と
と
し
之
か
定
期

出
帆
表
を
編
成
し
た
る
に
別
表

の
如
く
約
二
週
間
毎
に
双
方
を
出
帆
す
る
を
得

へ

き
成
案
を
得
梢
々
荷
客
運
送
を
全
ふ
す
る
見
込
相
立
候

南
米
航
路
は
大
戦
乱
の
た
め
全
体
荷
客
減
少
致
候
上
墨
国
は
内
乱
の
た
め

「
マ

ン
サ
ー
ニ
ョ
」
は
桟
橋
も
焼
払
は
れ
て
繋
船
す
る
能
は
す
従
て
同
所

へ
は
寄
港

を
も
見
合
は
せ
居
候
場
合
に
て
此
航
路
に
安
洋
丸
の
如
き
飛
脚
船
兼
用
の
大
型

船
を
使
用
す
る
は
経
営
上
誠
に
不
得
策
に
御
座
候
間
肇
以
て
以
上
の
如
く
船
繰

致
候

之
を
要
す
る
に
桑
港
航
路
に
は
前
記
の
通
り
定
期
船
六
隻
を
以
て
之
に
充
て
尚
ほ

荷
物
運
搬
専
用
と
し
て
別
表
の
通
り
更
に
二
隻
の
傭
船
を
為
し
更
に
大
阪
商
船
と

交
渉
の
結
果
同
社
よ
り
も
二
隻
の
船
を
入
れ
て
之
に
従
事
せ
し
め
又
南
米
航
路
安

洋
丸

の
代
船
と
し
て
更
に

一
隻
の
傭
船
を
な
し
之
を
補
充
す
れ
は
従
来
太
平
洋
汽

船
会
社

の
運
搬
せ
し
荷
客
を
弊
社

一
手
に
て
遺
憾
な
く
運
搬
し
得
る
次
第
に
候

　

マ

マ

リ

現
今
欧
州
大
戦
の
為
め
船
舶
払
底
し
太
平
洋
の
船
舶
は
之
を
太
西
洋
に
移
す
場
合

に
て
航
海
事
業
は
大
に
変
動
を
来
た
し
居
候
間
以
上
案
出
候
外
に
他
に
船
繰
の
方

法
無
之
顧
ふ
に
六
十
余
年
来
経
営
し
来
り
た
る
太
平
洋
汽
船
会
社
其
航
路
を
廃
す

る
に
至
り
し
は
欧
州
の
大
戦
争
と
巴
奈
馬
運
河
開
通
の
影
響
と
に
本
つ
く
と
は
云

へ
怪
有
の
出
来
事
に
有
之
弊
社
が
今
を
去
る
九
年
前
天
洋
丸
の
如
き
大
型
船
を
建

造
し
莫
大
の
補
助
金
下
付
を
受
け
居
候
事
も
畢
寛
太
平
洋
航
権
を
我
邦
船
舶
に
於
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て
掌
握
す
る
機
あ
る
へ
き
を
察
し
た
る
に
本
つ
く
次
第
に
有
之
候
今
や
逸
す
へ
か

ら
さ
る
好
機
到
来
致
候
間
此
機
に
乗
し
太
平
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発
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表
相
添
此
段
奉
願
候
也

大
正
四
年
九
月

東
洋
汽
船
株
式
会
社

社
長

浅
野
宗

一
郎

逓
信
大
臣
箕
浦
勝
人

●
1
3
6
-
3

南
米
航
路
船
舶
最
小
限

南
米
航
路
船
舶
最
小
限

総
屯
数

五
千
噸

速
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十
二
海
里

製
造
年
月
十
五
年
未
満

船
種

鋼
製
汽
船

遠
洋
航
路
補
助
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施
行
細
則
別
表
中

施
行
細
則

別
表南

米
航
路
西
岸
船

船
数

三
隻
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●136-4(桑 港線、南米線船客輸送能力調査)

桑港線船客輸送能力調査

航海度数
一 等 二 等 三 等

定員数 一年間総数 定員数 一年 間総数 定員数 一年 間総数

東洋汽船 天洋丸 5 268 1340 73 365 648 3240

地洋丸 4 268 1072 74 296 651 2604

春洋丸 5 259 1295 70 350 670 3350

日本丸 4 109 436 19 126 381 1524

パ ー シ ヤ丸 4 88 352 16 64 301 1204

安洋丸 4 90 360 一 一 618 2472

計 26 4855 1201 14394

大阪商船 パナマ丸 6 9 54 186 1116

シヤ トル丸 6 6 36 174 1044

計 12 90 2160

両者総計 38 4945 1201 16554

一等 二等 三等
合 計

一等 二等 三等

米国より東洋行一年間集客総数(自 大正三年七月至大

正四年六月)
4244 2063 13412

783 759 5760

東洋汽船及大阪商船輸送能力 4945 1201 16554

差引き能力過剰或は不足 701 862 3102

南米線補充 82 103 2658

東洋より米国行 同上 5128 2196 14111

102 909 3013

東洋汽船及大阪商船輸送能力 4945 1201 16554

差引き能力過剰或は不足 183 995 2443

南米線補充 81 86 570

一等百二名 の不足 は六隻 の各船室 を増築 して之 を補充 し二等の不足 九百 九名 は三等 の余 り三千十 三名 の内よ り

之 を填補す る見 込な り

[注]

*1朱 字 はゴシ ックで記 した。
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南米線船客輸送能力

船 名 航海度数

一 等 二 等 三 等

定員数 一年間総数 定員数 一年間総数 定員数 一年問総数

静洋丸 2 30 60 40 80 530 1398

紀洋丸 2 10 20 28 56 568 1136

未定傭船 2 10 20 30 60 300 600

6 100 196 3134

一等 二等 三等
平 均

一等 二等 三等

東洋より南米行一年間集客総数(自 大正三年七月至大

正四年六月)

19 110 2564

東洋汽船輸送能力 100 196 3134
一航海過剰

能力過剰 81 86 570 13 14 95

南米より東洋行船客数 同上 18 93 436

東洋汽船輸送能力 100 196 3134 一航海過剰

能力過剰 82 103 2658 13 17 443

往復合計能力過剰(三 船六航分) 163 189 3228
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船 名
一ケ年

航海度数

一航海貨物

運送能力

一ケ年貨物

輸送能力

一航海船客

輸送数

一ケ年船客

輸送数

桑港航路

荷客船

天洋 5 8053 40265 414 2070

地洋 5 7999 39995 402 2010

春洋 5 7566 37830 399 1995

日本 5 4170 20850 219 1095

パ ー シ ヤ 5 4605 23025 218 1090

安洋 4 9994 39976 378 1512

桑港航路

貨物船

大連 4 7253 29012

神洋 4 8827 35308

巴奈馬 4 8398 33592 196 784

シヤ トル 4 8398 33592 196 784

南米

航路船

紀洋 2 3000 6000 300 600

静洋 2 3000 6000 300 600

盛興 2 3000 6000

合計 84263 351445 3022

(一)上 記は片航海を示す

(二)貨 物輸送能力は輸送し得べき実際の屯数を云ふにあらずして上記の船客数を置ず余りの貨物に専用し得
べき容積屯を表はしたるものなり

大正四年九月廿八日

備考

東洋汽船会社船腹(一 ヶ年)一 一五、一一〇頓

太平洋郵船会社船腹(一 ヶ年)二 七四、一二〇頓

右合計

但 し右三五一、四 四五屯 は上記三八 九、二二〇の九割 にあ たる

[注]

*1表 備考部分 は縦書。
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次
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仲
小
路
廉
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書
留

必
す
親
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」

京
城

子
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監

[本
文
]

近
来
心
外
之
御
疎
遠
に
打
過
万
謝
に
候
貴
兄
当
節
は
議
会
中
に
て
御
心
労
之
御
事

奉
察
候
当
方
は
叙
々
消
光
罷
在
候
問
御
安
心
被
下
度
候
扱
而
陳
は
予
て
申
上
置
候

撫
順
炭
使
用
の
事
当
鉄
道
に
は
来
年
度
よ
り
全
然
之
を
使
用
す
る
事
に
決
着
既
に

満
鉄
会
社
と
も
交
渉
済
に
有
之
候
御
安
心
被
賜
度
相
願
候
就
て
は
貴
方
に
於
て
も

何
卒
之
か
使
用
に
御
尽
力
国
家
の
為
奉
複
候
此
事
に
付
て
は
今
日
の
場
合
逓
相
よ

り
発
言
す
る
事
或
は
難
か
る
べ
き
欺
と
被
察
候
聞
貴
兄
よ
り
御
発
言
必
要
か
と
存

候
申
す
も
愚
な
か
ら
金
員
の
倹
約
は
勿
論
な
れ
と
も
物
質
を
倹
約
す
る
事
は
我
国

の
将
来
の
為
め
に
必
要
欠
く
へ
か
ら
さ
る
事
と
存
候
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生
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強
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る
事
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窃
か
に

悦
居
候
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御
見
計
ひ
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蔵
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と
御
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相
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候
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事
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申
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候
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々
頓
首
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年
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廿
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日
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て
長
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氏
の
事
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就
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分
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も
世
評
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か
ら
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甚
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候
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御
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之
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へ
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漏
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下
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願
候

[別
紙
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郵
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貯
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の
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逓
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新
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に
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貯
金
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据
付

け
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債
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て
打
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れ
た
る
新
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る
も
、
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増
の
僥
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あ
る
勧
業
証
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貯
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収
の
囮
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な
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何
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便
貯
金
夫
自
身
に
割
増
法
を
設

く
る
の
効
果
多
き
を
取
ら
ざ
る
。
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ある。

れる情報は適宜記述に反映した。ただし、複数の文書が一つの封筒に一括されている場合は

て目録化 した。また、内容から適当と思われるものについて一括番号を付したものがある。

あるいは表題を与えた場合は()を 付 した。

その旨注記 した。

作 成 宛 先 数量 備 考

26

25 封筒入

5

1 台紙付

1 台 紙 付、「於 紫 震 殿 承 明 門

内」 とあ り

1 司法省罫紙

封筒表、「火薬類及戎器取締

法案」。内務省封筒

1 蒟蒻版

1 内務省罫紙

三井銀行 1 13と 対応

1 内務省罫紙

1 内務省罫紙

2 内務省罫紙

1 内務省罫紙

1 内務省罫紙

1 内務省罫紙

1 活版、改正部分書 き込みあ り。

1

3

1

仲小路廉 1 活版

1 地図添付

2

農商務省 1 活版
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仲小路廉関係文書目録

凡例

本目録は、仲小路廉関係文書の全点について、調査時に付 した仮番号の順に従い配列 したもので

番号については、封筒入の史料は、封筒に枝番号を与えず一点とし、封筒および消印等から得 ら

「(口口関係一括)」とし、封筒から得られる情報は親番号に記載し、各封筒内容物に枝・番号を付 し

表題については、史料自体に表題のあるものはそれを採用し、内容を目録作成者が補った場合、

作成者 ・宛先については、肩書き等を省略した場合がある。

内容か ら年代が確定で きる場合は()を 付して記載した。封筒消印の年代を記載した場合は

番 号 表 題 年 代

1 (名刺 一括)

2 (写真一括 、海外 視察その他)

3 (ア ル バ ム ー括 、 ア メ リ カ ・イ ギ リス視 察)

4 (写真、山県有朋)

5 (写真、湯川元臣) 大正4年11月

6 履歴書(仲 小路廉、明治20～ 明治35)

7 (封筒入一括) (火薬類及戎器取締法案関係一括)

7 1 火薬類及戎器取締法

7 2 火薬類及戎器取締法理由

8 小ロ当座預金通帳 明治38年12月

9 (衆議院議員臨時補欠選挙取締費増額(宮城県)一件) 明 治38年4月25日 ～28日

10 (予算 ・支 出 ・残高対照表)

11 従来毎月支給シ居タルモノ(対 通信社等機密費支

出先一覧)、臨時事件費中機密費中残

12 明治三十七年度局長手控(内 務省機密費収支) 明治37年4月1日 ～明治38

年3月6日

13 (機密 費関係 一括)

13 1 局長控 明治三十八年度収支調 明治38年4月 ～12月

13 2 臨時之部 局長手控 明治38年9月 ～12月

14 鉄道敷設法 明治41年6月8日

15 鉄道国有ノ趣旨概要

16 (メ モ ー 括)

16 1 (メモ、遠洋航路問題)

16 2 (メモ、米価調節、生糸救済問題)

17 遠洋航路問題に就て 大正4年5月

18 (遠洋航路補助 についての意見)

19 (メモ、遠洋航路 問題)

20 主要穀物ノ増収及改良二関スル現時ノ施設及将来

ノ方針

明治43年11月
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作 成 宛 先 数量 備 考

農商務省 1 活版

農商務省農務局 1 活版

仲小路廉 1 蒟蒻版

1

仲小路廉 1

1

1

1

枢密院書記官 仲小路枢密顧問官 枢密院封筒

枢密院書記官 1 蒟蒻 版 、ク リップ留 除去

枢密院書記官長二上兵治 枢密院議長清浦圭吾 1 蒟蒻 版 、ク リップ留 除去

1 蒟蒻 版 、ク リップ留 除去

1 蒟蒻 版、 ク リップ留 除去

1

1 後欠

1 蒟蒻 版、大正3年 ～7年 分

子爵堀田利定 貴族院議長公爵徳川家達 1 活版。最終ペ ージにメモあ り

1 蒟蒻版

1

1

1

仲小路廉i 立憲同志会創立委員長 公爵桂太郎 1 控

1

仲小路廉i 立憲同志会創立委員長 公爵桂太郎 1 控

1

1

日露協会会頭子爵 後藤新平 1

温泉宿菊屋脩二 中小路(マ マ) 1

塩釜 ホテル 上様 1

清水商店 市原 1

清水商店 市原 1

清水商店 市原 1

清水熊太郎 市原 2 綴

清水熊太郎 市原 1
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番 号 表 題 年 代

21 主要穀物ノ増収及改良二関スル生産調査会ノ答申 明治43年11月

22 米二関スル調査 大正1年9月

23 仲小 路農商務大 臣訓示(省 員一同二対 して) 大 正6年5月26日

24 引継事項 儂 商務省) (大正7年)

25 帝国農会第七回総会告辞 大正5年10月11日

26 北海道出張中歓迎会出席人名簿 大 正6年9月15日 ～9月28

日

27 日誌(北 海道出張) 大 正6年9月15日 ～9月28

日

28 出張関係書類 大 正6年3月5日 ～3月23

日、4月5日 ～4月13日

29 (封筒入一括) (大正12年10月30日 枢密院会議関係書類一括)

29 1 (枢密院書記官通知文) 大正12年10月26日

29 2 震災二因リ株主名簿ヲ喪失シタル会社ノ株主総会

等二関スル件審査報告

大正12年10月25日

29 3 大正十二年十月三十日会議議案 震災二因リ株主

名簿ヲ喪失シタル会社ノ株主総会等二関スル件

29 4 大正十二年十月三十日会議議案 日秘通商暫定取

極二関スル公文交換ノ件

30 (メモ、「大蔵大 臣二問ハ ン」)

31 労働組合二就テ

32 日米露海軍兵力比較表

33 綱紀粛正二関スル建議案 大正11年3月21日

34 五月中出勤日割(立 憲同志会本部出勤日割) (大正2年 力)

35 (名簿、徳山町 ほか人名)

36 政友会発会式に於て伊藤総裁の演説 明治33年9月15日

37 緒言(行 政整理 について) (明治45年)

38 届書(立 憲同志会退会届) 大正2年

39 (政党 に関す る意見書、 同志会退会理由) (大正2年)

40 届書(立 憲同志会退会届) 大正2年

41 (政党に関す る意見書、 同志会退会理 由) (大正2年)

42 故仲小路廉葬儀関係ノ件覚 (大正13年)

43 (弔辞) 大正13年1月19日

44 (領収書 等一括)

44 1 記(領 収 書) 明治45年1月4日

44 2 記(領 収書) 大正5年8月26日

44 3 記(株 式売買報告) 明治38年6月24日

44 4 記(株 式売買報告) 明治38年6月24日

44 5 記(株 式売買報告) 明治38年

44 6 報告書(株 売買報告) 明治38年5月20日

44 7 報告書(株 売買報告) 明治38年6月29日
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作 成 宛 先 数量 備 考

伊豆田方郡修善寺温泉宿菊屋脩治 中小路(マ マ) 1

川崎寛美 小林吉右衛門 1

市原伊三郎

清水商店 市原 1

清水商店 市原 1

小林吉右衛門 1

本永常太郎 仲小路 1

内藤次郎吉 小林吉右衛門 1

内藤次郎吉 小林吉右衛門 1

広目屋株式会社 仲小路家執事 1

内藤次郎吉 小林 1

1

日本酒造火災保険株式会社東京支

店長横田良介

新見七之丞 1

日本酒造火災保険株式会社東京支

店長横田良介

新見七之丞 1

日本酒造火災保険株式会社東京支

店長井谷半七郎

新見七之丞 1

日本酒造火災保険株式会社取締役

社長川崎達三郎 ・取締役飯村丈三

郎

新見七之丞 1

日本火災保険株式会社松本哲夫 小林吉右衛門 1

日本火災保険株式会社藤田四郎 1

日本酒造火災保険株式会社横田良

介

1

日本火災保険株式会社東京支店土

屋尽吉

1

川崎寛美 小林吉右衛門 1

勝男館 仲小路 1

松清 上 1

仙 台ホテル 御上様 1

白鴎楼 上 1

清水熊太郎 市原 1

清水熊太郎 市原 1

清水熊太郎 市原 1

清水熊太郎 市原 1

清水熊太郎 市原 1

清水熊太郎 市原 1

村上芳太郎 常光 1

1

1
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番 号 表 題 年 代

44 8 御入浴中御賄日記 明治44年12月31日

44 9 証(宅 地賃借証書) 明治38年10月9日

44 10 証(株 券借用証) 明治38年8月30日

44 11 記(株 式売買報告) 明治38年6月19日

44 12 記(株 式売買報告) 明治38年7月31日

44 13 委任状 明治38年12月

44 14 領収証 11月25日

44 15 仮記(領 収書) 明治38年10月29日

44 16 (領収書) 明治38年12月31日

44 17 領収書 明治43年4月

44 18 仮記(領 収書) 明治38年11月30日

44 19 (代金書上)

44 20 保険料領収之証 明治35年8月7日

44 21 保険料領収之証 明治36年8月7日

44 22 保険料領収之証 明治37年8月9日

44 23 保険料領収之証 明治38年8月10日

44 24 火災保険仮証券 明治40年8月8日

44 25 火災保険証券 明治40年8月9日

44 26 火災保険証券 明治34年8月9日

44 27 火災保険証券 明治39年5月28日

44 28 念証(建 物売渡に付) 明治38年10月9日

44 29 (領収書) 8月24日

44 30 (代金書上) 大正4年11月20日

44 31 証(領 収書) 大正5年8月27日

44 32 記(領 収書) 大正5年8月26日

44 33 報告書(株 売買報告) 明治38年6月25日

44 34 報告書(株 売買報告) 明治38年6月22日

44 35 報告書(株 売買報告) 明治38年6月5日

44 36 報告書(株 売買報告) 明治38年6月9日

44 37 報告書(株 売買報告) 明治38年6月5日

44 38 報告書(株 売買報告) 明治38年6月16日

44 39 証(領 収書) 明治38年10月9日

44 40 記(家 屋関係代金書上)

44 41 (代金メモ)
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作 成 宛 先 数量 備 考

1

市原伊之助 仲小路八重子 1

清水商店 市原 1

清水熊太郎 市原 1

清水熊太郎 市原 1

清水熊太郎 市原 1

小畑岩次郎 仲小路 1

清水熊太郎 市原 1

仙台ホテル 上様 1

日本火災保険株式会社東京支店松

本哲夫

小林吉右衛門 1

田中舎 本永 1

清水商店 市原 1

清水商店 市原 1

清水商店 市原 1

清水商店 市原 1

三縁亭 上 1

勝男館 上 1

東京府本金庫芝派出金庫 ・東京市

芝区派出金庫

川崎寛美 1

白鴎楼 上 1

小林吉右衛門 日本火災保険株式社会社 1

1

岡田嘉作 常光 1

川崎家執事長谷川浦太郎 小林吉右衛門 1

岡田嘉作 常光 1

中村豊次郎 ・林亀吉 小林吉右衛門 1

中村 豊次郎 ・林 亀吉 小林吉右衛門 1

榎本政吉 小林 1

大田崎幸蔵 常光 1

榎本政吉 仲小路 1

稲葉万作 中小路(マ マ) 1

稲葉万作 中小路(マ マ) 1

稲葉万作 仲小路 1

1

稲葉万作 中小路(マ マ) 1

稲葉万作 仲小路 1

稲葉万作 中小路(マ マ) 1

政井半次郎 仲小路 1

稲葉万作 仲小路 1
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番 号 表 題 年 代

44 42 封筒 保険事項

44 43 約束手形 明治38年6月9日

44 44 記(株 式売買報告) 明治38年8月31日

44 45 記(株 式売買報告) 明治38年8月31日

44 46 報告書(株 式売買報告) 明治39年2月6日

44 47 報告書(株 式売買報告) 明治38年12月19日

44 48 請求書 大正4年11月25日

44 49 報告書(株 式売買報告) 明治39年2月26日

44 50 記(領 収書) 大正5年2月17日

44 51 保険料仮領収書 明治40年5月18日

44 52 (代金書上) 11月18日

44 53 記(株 式売買報告) 明治38年5月31日

44 54 記(株 式売買報告) 明治38年5月27日

44 55 記(株 式売買報告) 明治38年6月6日

44 56 記(株 式売買報告) 明治38年6月19日

44 57 記(領 収書) 明治43年4月25日

44 58 記(領 収書)

44 59 領収証書(府 税 ・市税領収書) 明治38年11月9日

44 60 証(領 収書) 大正5年1月26日

44 61 火災保険申込書 明治39年5月19日

44 62 (計算 メモ、 「東洋汽船買入直段 ……」)

45 御見積・書(家 屋修繕 に付) 明治38年10月

46 仮証(領 収書) 明治38年10月15日

47 高ナハ大田黒住居家根修繕 1月31日

48 契約書(借 家) 明治39年12月27日

49 家屋賃借証書 明治39年12月27日

50 領収書 明治40年12月29日

51 記(領 収書) 明治38年12月24日

52 領収書 明治41年11月19日

53 記(領 収書)

54 記(領 収書) 6月23日

55 記(領 収書) 5月29日

56 建物売買二付権利移転届

57 積り書 健物) 明治42年3月22日

58 仕様書 健物) 明治42年4月3日

59 記(領 収書) 4月23日

60 記(領 収書) 7月23日

61 記(領 収書) 5月15日
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作 成 宛 先 数量 備 考

豊前屋石材店 仲小路 1

結城屋増壱 上 1

三縁亭 上 1

1

稲葉万作 中小路(マ マ) 1

広目屋株式会社 仲小路家執事 1

1

榎本政吉 仲小路邸 1

1

1

1 逓信省罫紙

1 逓信省封筒

1

1

1

長崎逓信管理局

薮内敬之助

仲小路廉 1 封筒入

松岡康毅 仲小路廉 1 封筒入

大塚仲臣 広田嘉七郎 1 封筒入。後欠。広 田嘉七郎 の

名刺 同封

草葬一野人 仲小路閣下 1 封筒入

東京毎 日閑川茂一 仲小路廉 1

1

1 電報頼信紙利用

仲小路廉 1

1

1 前欠

1 箱入り金属製徽章

小林吉右衛門 仲小路八重子 1 封筒入

荒井泰治 仲小路廉

藤沢幾之輔 ・村松亀一郎 ・荒井泰治 仲小路廉i 1

1 鉛筆書。39の 一部下書

下岡忠治 仲小路廉 1 枢密院封筒

読売新聞 1

新日本編輯局 仲小路廉 1 封筒入

日出通信社 左渡史三 仲小路 1 封筒入

町田辰治 仲小路 1 封筒入

草葬一野人 仲小路廉 1 封筒入
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番 号 表 題 年 代

62 記(領 収書) 7月10日

63 記(領 収書) 明治42年7月20日

64 記(代 金書上) 4月25日

65 記(代 金書上)

66 記(領 収書) 7月24日

67 請求書 明治43年4月23日

68 土留石垣増設工事見積書 ・仕様書

69 小土手築造見積書 明治41年1月13日

70 小土手脇伏込陶管下水工事見積書 ・仕様書

71 小土手新設工事見積書・仕様書

72 新築ノ証憶

73 封筒 新築二関スル書類入

74 封筒 高輸(マ マ)の 家に関する証類

75 封筒 広尾の家に関する証類

76 (文化建設会 ・愛媛文化協会関係綴) 昭和21年5月30日 ～昭和27

年1月18日

77 書簡 (「欧米近情 一斑 」恵与 に対す る礼、「官制改 正」

後第一回の 「官民接待会」開催)

明治44年2月17日

78 (在支帝国臣民の保護を求める意見書) 6月30日(消 印)

79 書簡 (仲小路へ売却の美術品代金三十円取立依頼) 大正3年8月9日(消 印)

80 書簡 (仲小路を賞賛する内容) 大正4年6月4日

81 葉書 (「欧米近情一斑」寄贈への礼状) 明治44年2月9日

82 (新自由主義 ・古代経済的 自由主義)

83 (メ モ)

84 書簡 (益田孝宛、「不老長生秘訣」読後感)

85 官業営ノ得失(意 見書)

86 (東京市電灯事業への新規会社参入を主張する意

見書)

87 会員証

88 書簡 (名義変更に付委任状の件) 大正13年10月31日

89 (封筒入一括) (雑誌 『人民』原稿執筆関係一括)

89 1 書簡 (雑誌 『人民』へ の寄稿依頼) 大正2年8月24日

2 (原稿下書)

90 封筒 大正2年4月23日

91 (新聞切抜、 「特別議会 に於 ける貴族院」) 大正4年6月13日

92 書簡 (原稿依頼 「第三十七議会の重大問題に就て」) 大正4年11月1日

93 書簡 (明治天皇写真歴史買上依頼)

94 書簡 (生命保証契約依頼) 3月30日

95 書簡 (「隈賊 の妄状」批判) 大正4年5月18日(消 印)
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作 成 宛 先 数量 備 考

藤田栄三郎 仲小路 1 雑誌官吏公吏公友社罫紙

1 雑誌官吏公吏公友社罫紙

菊地暁行 仲小路廉 1

児林喬治 仲小路 1 封筒入

佐藤寛 仲小路廉

佐藤寛 仲小路 1

1

前田利為 仲小路廉 1 封筒入

佐藤寛 仲小路廉

佐藤寛 仲小路廉 1

1

郵便電信同窓会長 宍戸省三 仲小路廉 1 封筒入

西園寺公望 仲小路廉 1 封筒入

下村宏 仲小路 1 封筒入

真野巌 仲小路 1 封筒入

藤井英一 仲小路 1 封筒入

礒江泰雄 1 封筒入(裏 面に 「礒江潤」印

刷)

礒江潤 仲小路 1 封筒入

局外民論社 仲小路

局外民論社編輯員一同 1 活版

1 活 版、補筆 あ り

国分峰 1 封筒入

日本火災保険株式会社 市原伊三郎

日本火災保険株式会社支店長

土屋尽吉

川1埼寛美 1

日本火災保険株式会社東京支店取

締役 誉田太郎

小林吉右衛門 1

日本火災保険株式会社東京支店

川上辰太郎

小林吉右衛門代理

常光金四郎

1

日本火災保険株式会社東京支店長

谷川壱之助

川崎寛美 1

船尾哲 仲小路廉 1 封筒入。名古屋電燈株式会社

罫紙

内田嘉吉 仲小路廉 封筒入

裏面に 「仲小路廉」の印刷

粕谷義三 仲小路廉 1

菊池大麓 仲小路廉 1

菊池武夫 仲小路廉 1
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番 号 表 題 年 代

96 (封筒入 一括) (藤田栄三郎 「卑懐」 関係一括)

96 1 書簡 (「卑懐」進呈)

2 「政界縦断卑懐」

97 封筒 4月20日

98 書簡 (長男 との会見願) 11月2日

99 (封筒入一括) (漢詩関係)

99 1 書簡 (漢詩添削送付) 大正12年6月13日

99 2 (漢詩三首)

ユ00 書簡 (「欧米近情一斑」の礼状) 明治44年2月8日

101 (封筒入一括) (漢詩 関係)

101 1 書簡 (漢詩 に対す る評) 大正12年8月19日

2 (漢詩添削)

102 書簡 (郵便電信同窓会名誉会員に推戴の件) 大正1年10月1日

103 書簡 (招待状) 明治42年5月2日

104 書簡 (貯金局設立六周年に付挨拶) (大正2年)7月24日

105 書簡 (貴族院各派の情勢) 大正4年5月23日

106 書簡 (御機嫌伺) 大正2年1月7日

107 履歴書(礒 江泰雄) 大正3年5月

108 書簡 (礒江泰雄引立方願) 大正3年5月14日

109 (封筒入一括) (局外民論社関係)

109 1 書簡 (局外民論社へ援助の要請) 大正4年

109 2 局外民論発刊の趣旨概要

110 書簡 (悔み、回想その他) 大正15年12月

111 (封筒入一括) (火災保険関係一括) 明治40年8月11日

111 1 火災保険証券 明治38年10月14日

111 2 保険料領収証 明治40年5月21日

111 3 火災保険仮証券 明治39年5月21日

111 4 火災保険仮証券 明治38年3月7日

112 書簡 (名古屋電燈社概要送り状) 大正2年11月14日

113 書簡 (別冊 「国民保 険論」 と 「国民 海外発展 策」一読

賜 りた し)

2月15日

114 封筒

115 葉書 (「欧米近情 一斑」 寄贈の礼状) 明治44年2月8日

116 葉書 (「欧米近情一斑 」寄贈の礼 状) 明治44年2月8日

117 葉書 (書籍寄贈の礼状) 明治44年2月13日
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作 成 宛 先 数量 備 考

石黒忠恵 仲小路 1

馬屋原彰 仲小路廉 1

中荒万次郎 仲小路廉 1

平山成信 仲小路 1

田中善立 仲小路宣 1

浜ロ巌根 仲小路彰 1

長森藤吉 仲小路廉 1 封筒入

岡田嘉作 常光

大田円七 常光 1

岡田嘉作 常光 1

1 後欠、86前 半 力

菊地暁行 1 97内 容 力

1

児玉尊南 仲小路廉 1 封筒 入。「小 野寺 君持 参」 と

あ り

秋山定輔君推薦者一同 仲小路廉

1 活版

1 「町田」の印あ り

秋山定輔君推薦者一同 1 活版。「町田」の印あ り

中村哲夫 仲小路廉 1 封筒入

1

仲小路廉 1 封筒入。「御礼」 とあ り。

立憲同志会創立事務所 仲小路廉 1

早稲田大学政治経済学科長塩沢昌

貞

仲小路廉 1 封筒入

浅野総一郎 中小路廉(マ マ)

浅野総一郎 中小路廉(マ マ) 1 東洋汽船罫紙

浅野総一郎 逓信大臣箕浦勝人 1 東洋汽船罫紙

1 東洋汽船罫紙

1

山尾重春 仲小路廉

山尾重春 仲小路廉 1

1

児玉尊南 仲小路廉 1

通信局長 逓信次官 1 封筒入。逓信省封筒。

長森藤吉 仲小路廉

長森藤吉 仲小路 1

1

264



番 号 表 題 年 代

118 葉書 (書籍寄贈の礼状) 明治44年2月7日

119 葉書 (書冊寄贈の礼状) 明治44年2月7日

120 葉書 (「欧米近情 一斑」恵投 の礼状) 明治44年2月

121 葉書 (礼状) 明治44年3月8日

122 葉書 (出欠) 大正14年1月18日(消 印)

123 葉書 (雑誌送付の礼状) 大正14年7月5日(消 印)

124 書簡 (盛岡出局以来景況) 3月15日

125 (封筒入一括) (「御見積書」)

125 1 御住居修理見積書・ 明治38年11月4日

125 2 御屋敷御住居修繕見積書

126 (東京市内電燈会社許否方針に付意見書)

127 書簡 (広告文原稿指示依頼) 4月21日

128 封筒 「広尾 の図面入」

129 書簡 (青年保守党員、小野寺義隆の紹介) 10日

130 (封筒入一括) (秋山定輔立候補関係一括) 大正4年2月21日

130 1 承諾書(衆 議院議員選挙で秋山定輔に投票するこ

とを承諾する)

大正4年

130 2 名刺 (衆議院議員候補者 ・法学士 秋山定輔)

130 3 推薦文(秋 山定輔を衆議院議員に推薦)

131 書簡 (仲小路入閣の節は命令を請う) (大正3年)4月2日

132 名刺 (三縁亭代理 長谷川栄次郎)

133 名刺 (貴族院議員 下郷伝平) 明治44年2月7日(消 印)

134 封筒 大正2年5月1日(消 印)

135 書簡 (早稲田大学政治経済学科第三学年課程の 「擬国

会」への臨席願)

3月3日

136 (封筒 入一括) (太平洋航路引継関係) 9月29日

136 1 書簡 (パシフィ ックメー ル会社船 航路継承 に付 船繰 及

客取調報告送付)

136 2 「御願」(太 平洋気船航路引継 ぎのため、臨時処置

願)

大正4年9月

136 3 南米航路船舶最小限

136 4 (桑港線、南米線船客輸送能力調査) 大正4年9月28日

137 (封筒入一括) (仲小路廉批判書簡) 大正4年2月19日

137 1 書簡 (時事新報掲載記事および仲小路の政党論批判)

137 2 書簡 (仲小路批判)

138 書簡 (加藤真吉処遇依頼) 大正4年5月2日(消 印)

139 (長崎発電信の内容通知)

140 (封筒入一括) (長森藤吉後援者関係)

140 1 書簡 (後援者名簿送付に付) 3月8日

140 2 (後援者名簿)
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作 成 宛 先 数量 備 考

中山福蔵 仲小路 1 封筒入

民声社細井肇 仲小路廉 1 封筒 入。「政治 及社 会記 者北

条君持参」 とあ り。

堤定圏 仲小路 1 封筒入

日下義雄 仲小路廉 1

公爵伊藤博邦 仲小路 1 封筒入。宮内省用封筒

細野哲夫 仲小路廉

1

1

1

1 活版

西園寺公望 仲小路 1 封筒入

曾禰荒助 仲小路廉 1 封筒入。統監府用封筒

西園寺公望 仲小路廉 1 封筒入

■■生 仲小路廉 1 封筒 入。仲小路 の コメ ン トあ

り

平山午今 仲小路廉 1 封筒入

鍋島直彬 仲小路廉 1 封筒入

寺内正毅 仲小路廉 1 封筒入。代筆

寺内正毅 仲小路廉 1 封筒入

松方巌 仲小路廉 1 封筒入

西郷寅太郎 仲小路廉 1 封筒入

まさ子 仲小路令夫人 1

伊藤政之助 仲小路彰 1

勲八等長谷川兵次ほか6名 1

2 農商務省用

仲小路廉

堤備子 1 仲小路廉の思い出 を記 した も

の

1 「内外 法律 二関 スル事 項」 と

印刷。164目 次 力

仲小路廉 1 活版

仲小路廉 1 活版

1 活版

東京控訴院検事兼司法省参事官

仲小路廉

1 活版

長森、仲小路、馬場、香取 1 活版 、切抜

舗軒 1 活版、切抜
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番 号 表 題 年 代

141 書簡 (面会希望) 大正4年8月5日

142 書簡 (記者北条為之助を中沢臨川先生に紹介ありたし)

143 書簡 (長森氏の希望につき原氏の意見) 大正4年3月12日

144 葉書 (「欧米近情 一斑」拝受礼状) (明治44年)2月11日

145 書簡 (逓信事業図解送付礼状) 2月8日

146 (封筒入一括) (高木堂姓名判断関係) 大正12年4月4日

146 1 書簡 (高木堂の姓名学判断による予言書送付)

146 2 加藤首相の運命 大正12年4月1日

146 3 仲小路廉姓名鑑定書 大正12年4月3日

146 4 高木堂の事業と要旨

147 書簡 (御帰朝後御来宅留守欠礼、静養中) 明治43年12月29日

148 書簡 (撫順炭使用に付満鉄と打合済み、御尽力を請う) 明治42年2月21日

149 書簡 (美菓御恵投感謝、御礼の品送付) 明治42年2月22日

150 大正ノ真意義 大正4年2月28日

151 書簡 (水戸市 より立候補 、推薦 の御高話 を請 う) 3月16日

152 書簡 (欧米視察談話筆記御恵贈礼状) 明治44年2月7日

153 書簡 (「欧米近情 一斑」 送付礼状) 明治44年2月6日

154 書簡 (病気見 舞感謝、快復) 明治45年2月29日

155 書簡 (欧米視察報告書送付礼状) 明治44年2月8日

156 書簡 (「欧米近情 一斑」 送付礼状) 明治44年2月6日

ユ57 書簡 (主入退院、転地養療予定、御見舞感謝) 10月24日

158 書簡 (御宅 訪問、御 高話 ・お もてな し感謝) 9月2日

159 (天皇陛下崩御哀悼奉呈状) 明治45年7月30日

160 封筒

161 封筒

162 私の思ひ出の記

163 目録(一 司法官 之心得 、二犯罪者之性情 、他)

ユ64 (仲小路廉執筆関係綴一括)

164 1 刑 罰 ノ本領(EW.コ ックス著 の訳) 明治33年5月

164 2 ロー ド、 チ ャ ー ル ス、 ラ ッセ ル ノ伝(コ ック ス 著

の 訳)

明治33年6月

164 3 監獄 ノ 目的

164 4 (欧米視察報告演説)

164 5 遣外法官首相に送るの書

164 6 随感随筆
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作 成 宛 先 数量 備 考

舗軒 1 活版、切抜

翻軒 1 活版、切抜

鶴軒 1 活版、切抜

1 表紙のみ。164の 表紙 力

ウ ヰ ー ドフ ェ ル ド 1 意見書断簡。

1 仲小路廉

1 農商務省用

1 内務省用

1

1

1 農商務省用

「三井分」 とあ り。

東京市電気局 2

大日本雄弁会主幹野間清治 1

判事登用試験委員長南部甕男ほか

14名

仲小路喜久三 1

賞勲局総裁大給恒 仲小路廉

賞勲局

賞勲局総裁児玉秀雄 仲小路廉 1

賞勲局総裁正親町実正 仲小路廉 1

賞勲局総裁正親町実正 仲小路廉 1
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番 号 表 題 年 代

164 7 随感随筆(三 、敢て刑法の改正 を主張す る論者 の

為 に一言)

164 8 随感随筆(四 、読伊藤侯之演説)

164 9 随感随筆(五 、鳴呼司法官増俸問題)

165 鵠軒叢書 硯滴集

166 「種 ノ方策ハ独 リ其実行 ノ困難ナ ラサ ルノ ミナ ラ

ス……」

大正2年3月7日

167 封筒

168 封筒

169 封筒

170 (敷地見取図)

171 (出費 メモ)

172 封筒

173 封筒

174 紀元二千六百年奉祝祝典記念バスー区乗車券 昭和15年

175 推頒状(景 仰すべき人物に当選) 大正12年1月1日

176 判事登用試験及第証 明治20年12月5日

177 1 明治三十七八年従軍記章之証 明治39年4月1日

177 2 明治三十七八年従軍記章ヲ受ケタル者届出心得 明治39年4月1日

178 第一回国勢調査記念章之証 大正10年7月1日

179 韓国併合記念章之証 大正1年8月1日

180 大礼記念章之証 大 正4年11月10日
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